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本邦内航海運の特殊性

一対外比較を中心に一

佐々木　誠　治

は　じ　め　に

　世界海運としての“沿岸海運から航洋海運への発展”と後者の優位，一国海

運としての“内航活動から外航活動への進化”と後者の重要性，それ自身は，

すでに自明であるとしても，少なくとも，世界の海運強国といわれるほどの国

々にあって，現実にいとなまれる海運活動・海運業務は，対外的三国外的なも

の即ち外航と，対内的＝国内的なもの即ち内航とに分かれる。むしろ，常に，

このふたつのものによって構成されると言うべく，そのいずれか一方の海運業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω
務・海運活動のみをいとなみ，他方を欠くということは有り得ない。

　それでいて，近時，すべての人々にとり，海運とは，すぐれて，航洋海運・

遠洋航路・外航活動第一主義に理解把握され，その反面，沿岸海運・内航活動

の存在と意義・役割とは，しばしば無視乃至軽視されがちである。わが国にあ

って，外航重視＝内航軽視はひときわ明瞭であり，見方によっては，異常なも

のとさえ言い得る。けだし，われわれ日本の海運研究者の殆んどすべてが背を

向けて論考しないと同程度に，諸外国の海運学究も各自の国の内航を問題とし

ないのであろうか？　わが国の政官界が軽視している程，諸外国の政治家・官

僚も自国内航業を顧慮しないのであろうか？　わが国の海運界（全体もしくは

ω　いわゆる海運（強）国に達せざる幼稚劣弱な海運活動をいとなむ国々にあっては，

　内航のみ存して外航を欠く場合がある。また，わが国鎖国時代のごとく外航を許さな

　かった場合もある。けれども，些かなりとも，外航活動がいとなまれるかぎり，内航

　活動は必然併営されるということができる。
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その指導層一外航主力の大船主たち）なかんずく当該内航船主たちが内航苦

境の克服・内航対策の樹立を求めるに甚だ卑下的・消極的であるのと同じよう

に，諸外国の内航業界も謙虚であり，また，要求するところ少ないのであろう

か？　そして亦，わが国の荷主その他関連業者及び国民大衆の大多数が内航実

情について不識且つ冷淡であると同様に，諸外国でも，内航に対する利用者・

市民の関心と理解とは薄いのであろうか？　これらに関する具体的・実証的な

考察検討を加える余裕も準備もないけれども，総じて，外国における内航軽視

がわが国以上ということは有り得ないと言って決していいすぎでなかろう。

　直接的なものであれ，間接的なものであれ，内航海運に関する認識と関心と

が，上記のとおり，わが国で極めて薄弱過少な現実が，何に基づき，如何にし

て生じたかということは，一その必要なしと言うつもりではないが一ここ

で深く問わない。こうした現実を前提とし，また，それに何等か関連するもの

として，軽視されつつある本邦内航海運の特殊な環境・立場を，ひとつには，

対外＝国際比較の面から，また，ひとつには，わが国の国民経済・海運業全体

もしくは内航海運それ自体に内在する特別な諸要素・諸事情の指摘として，検

討するのが本稿の主目的である。

　要約的には，本邦内航海運の特殊性の研究と言いうべき本稿考察は，筆者自

身にとり，今後続けようとする本邦および諸外国内航海運の一層実質的な諸分

析に立ち入る前の予備的・基礎的な仕事であるが，一面，この課題，それ自体

の独立的重要性も否定できない。けだし，われわれが，ひとくちに，内航海運

或いは本邦内航と言っているものは一体如何なる概念・対象であるのか，わが

国における内航海運は諸外国のそれと全く同一・同様であるのか，わが国固有

の問題を蔵するのか，等々，初歩的であって且つ本質的な諸点は，これまで殆

んど考究されておらず，不明確のままであるからであ乱

　最後に，本稿で取扱うのは，厳密には，内航貨物輸送に限定され，国内旅客

航路事業＝いわゆる内航旅客輸送（離島航路を含む）は除外され乱いわゆる

2



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本邦内航海運の特稼性（佐々木）

内航海運の中心・主軸が前者にあり，一般常識としても，本邦内航とは即内航

貨物輸送と観念されていることから是認されるであろう・

　　　　　　　　第1節本邦内航海運の対外的特異性

　　　　　　I　海運経済の三類型と本邦内航海運の在り方

　すでに周知のごとく，佐波教授は，海運の国民経済的在り方（性格・機能）

をすぐれて歴史的視点から考察して三つの類型に分類し，それぞれの特質とと

もに，三類型相互間の関連なかんずく海運経済もしくは海運国としての発展経

　　　　　　　　　　　　　　　ω
路について独創的な解明を加えられた。教授自身は「海運経済の三類型」とし

て論究・提示されるが，一般には，むしろ，しばしば“主要海運国に関する三

類型”として理解されるものがこれである。その要点は，

　　（i）　自国民経済内の運送（沿岸航路の運送）

　　（ii）　自国民経済と他国民経済との間の運送（対外航路の運送）

　　（iii）他国民経済相互間の運送（第三国間航路の運送）

　　　　　　　　　②
の三類型としても示され，また，一層具体的且つ内容分類的な指示方法と見ら

　　　　　　　　　　　　　13〕
れる次ぎの表示でも語られている。

類　型 主要航路 主要機能
第王型 ○沿岸 航 路 ○内国貿易帯功

第2型 沿岸 航 路 内国貿易帯助
○対外 航 路 ○外国貿易帯助

沿岸 航 路 内国貿易帯助

第3型 対外 航 路 外国貿易帯助
○外国間航路 ○国際運賃収得

さて，上掲海運経済の三類型論との関連において，わが国現代内航海運の基

11〕佐波宣平「海運理論体系」PP．127～198

12〕同書P．130

13〕同書P，134
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本的在り方を探求し1とりわけ・その対外的特異性乃至国際的な位置づけにつ

いて検討してみようというのが，ここ，本項での主課題である。この場合，考

察の前提・予備という意味合いからも，まず問題とすべきは，いわゆる三類型

論的思考方法に基づく本邦内航海運把握の能否ならびに条件であろう。

　わが国国土の地理的形状および現実に営まれている内航海運活動の姿態から

且つ，われわれ日本人的常識として，理解される内航海運というものは，甚だ

単純にして純粋であ孔しかも，それは，上に示した二様の類型表示のいずれ

であれ1その最初に・第一型として示されるものに全くずばり該当せしめ得る

ように思われる。だが，これは，あくまで，いわば日本的特殊な考え・見方で

あり，また理解の簡明・便宜のために一応言ったまでの表わし方である。世界

各国の内航海運を通じて妥当することがらでもなく，また，いわゆる三類型論

そのものにのっとった規定・把握の仕方でもない。

　前者の諸外国内航海運の複雑且つ特殊な内情については，後で詳述するとこ

ろでもあり，容易に推察・理解できるであろうから，ここで改めて述べない。

後者に関して附言するに，まず第一に，いわゆる海運三類型は，むしろ，海運

国三類型として普及し，主張されるものであって，そこでは，わが国（海運）

は第二型として規定されていることを想起願いたい。第二には，関連して，こ

うした類型論的思考にあっては，一国海運業が全体として一厳密には，その

中核的・支配的な在り方というべきであろうが一考察され，内部における内

航・外航・三国間活動といった細別的区分は殆んど考慮外におかれてきたこと

である。

　このゆえ，ここ本項で三類型論との関連において本邦内航海運の在り方を考

えるとはいっても，もとより前提・条件が必要であり，また，上述本邦内航海

運を第一型として把えるという表現にも訂正かもしくは条件づけが必要となっ

てくる。けれども，この種いわゆる海運類型論とのつながり如何について多く

の紙数を費やして論議することは余り意味もなく・本項主旨でもない。そこで

4
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前提条件の必要なることも明言しつつも，一応，少なくとも，上掲佐波教授の

類型指示の中に，内航海運なかんずく本邦のそれを該当せしめ得べきものがあ

るという認識の下に所論を先へすすめよう。換言すれば，一応，わが国が第二

型の海運国であるといわれ，わが国海運経済（海運業全体）の基本的在り方が

“自国民経済と他国民経済との間の運送”型或いは“対外航路における外国貿

易帯助”型に属せしめられるとしても，現実に，内航活動も包含・遂行されて

いる事実，しかして，この第二型国的本邦の内航海運の内容・機能は，他の第

二型国さらには第三型国における内航海運のそれと同様，第一型国の海運活動

（海運経済の在り方）と本質的に殆んど同一であること，それは，最も一般的

且つ具体的には，“自国民経済内の運送”もしくは“沿岸航路における内国貿

易帯助”の海運といった表現乃至概念で示され得ること，これら諸点の肯定乃

至約東の上で，わが国の内航海運が他国のそれと比較して如何なる特徴・個性

をもつかを検討しよう。

　如上の認識・把握方法から出発するとして，しかも，こうした思考方法に問

題が残るということ，そして，この点を解明することが本項主題たる本邦内航

海運の対外的特異性をむしろ端的に示す方法であるというと，些か逆説的な論

法であろうか。だが，実際に，上述の論理乃至把握方法のもとで，わが国内航

を“自国民経済内の運送”・“沿岸航路における内国貿易帯助の海運”と規定

したこと・できだということが1すでに・ひとつの特殊であり・特異性の反映

に外ならない。このような規定は，本邦内航海運であるから可能であって，世

界各国すべての内航についても妥当するところではない。

　特に，後者の“沿岸航路”・“内国貿易帯助”という表現による内航海運も

しくは第一型海運の規定方法一従来の一般的手法一には，それ自体に微妙

な問題点があると思われるとともに，なかんずく，それは，わが国もしくは類

似的な島国乃至半島形の諸国にほぼ通用し得ても，大陸国或いは河川・湖の水

運を中心とする内航活動をいとなむ国には通用しがたいことのあるぺきを留意

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5



経済経営研究第16号（I）

せねばならないように思われる。

　わが国の場合などでは・この沿岸航路〔の海運〕と内国貿易帯助〔の海運〕

とは，いわば一括・連結的に解され得るし，前者の沿岸航路とは，ひっきょう

国内航路・つまり自国の海岸一河川・湖は一応考慮外として一に沿った航

路と同義なるべく・且つ・自ら・限定的・狭小な活動領域を想わしめ乱けれ

ども，自国の沿岸航路＝国内航路即内航海運と仮定・説明して，それが，常に

同時に，内国貿易帯助となすを得ない国・場合があり，逆に，自国の内質帯助

海運即内航と規定して，それが，自国の沿岸航路で〔のみ〕営なまれると言いが

たい国・場合があ乱後者に該当すべきアメリカ合術国の太平洋岸と大西洋岸

とを結ぶ内航ルートやフランスの地中海岸とイギリス海峡岸とを結ぶ内航ルー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14〕
トは1明白に・自国の沿岸のみで形成されない。また1アメリカ合衆国本土と

ハワイとを結ぶそれを沿岸航路の概念に入れるには余りに無理がある㌔

　沿岸航路は，もと，航洋航路（oCean　route）に対する言葉であろうが，一

面，国内もしくは内国の航路の意にも用いられる。且つ，しばしば，国内の河

川・運河・湖における水運と国内海岸沿いの海運とを合せたものが沿岸航路も

　　　　　　　　　　　㈲
しくは内航だと思料できる。この場合，わが国のごとく，内航もしくは沿岸航

路とはすなわち海岸沿いの海運活動とみなし得て，河川・運河・湖における水

運をほぼ無視できるのと・後者のウェイトの高い外国の内航とでは事情，当然・

異なる筈である。

　いま，もし，河川・運河・湖での水運を内航に含めて考えるとすれば，ヨー

ロッパの河川・北米の河川および湖のごとき，そこでいとなまれる内航の主機

能が，わが国と同様，内貿貨物輸送であるのか，それとも，より多くの外貨帯

14〕自国の内航ルートであっても中間に外国沿岸を挾まざるを得ないものとしては，外

　にも，合衆国のアラスカ・本土間航路，メキシコ・グァテマラ・ホンジュラス等の大

　西洋岸・太平洋岸航路，さらには，パキスタンの印度迂回航路などがある。

15〕河川・運河・湖で営まれる船舶輸送を“内陸水運”と称して海運と区別・切り離な

　す思考乃至慣行のあり得ることを全然否定するわけではない。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本邦内航海運の特殊性（佐々木）

効性ありとすべきかの問題も生じ，この面でも，各国の，とりわけ，わが国の

内航の特殊性を指摘できるであろう。

　以上，要するに，内航海運一海運業一般としても同様だが一を当該海運

サーヴィスの行なわれる場所，より具体的にいって，いわゆる内航船の就役す

る航路に着目して把握しようという思考・方法と，当該海運サーヴィスが遂行

・担当する経済的機能に則して規定しようという思考・方法とは，無関係でな

いこともとよりであるけれども・もともと・違ったものである点・および・そ

のゆえに，国により，時と場合によって，航路の面から肥えた内航概念と機能

の面から考えたそれとの一致・不一致関係があるべき点とが，まず，理解され

得たであろう。

　次いでは，これら二面・両視角それぞれのうちにあって，なお，本邦と諸外

国とで，内航海運が違った行き方・在り方を示すことについて，各々，項を別

にして，検討を重ねるとしよう。

皿　外国内航活動の外見的特異性

　（1）アメリカ合衆国の内航活動

　アメリカ合衆国にあって，その太平洋岸地域（港）と大西洋岸地域（港）と

の間を結ぶ海運活動及び太平洋岸とハワイ諸島との問で営なまれる海運活動は

古来，同国国民経済にとりかなりな重要性をもつものとみなされ得，且つ，明

白に・同国国内の海運即ち内航海運といわれてきた。前者が，仮りに・北・中

米大陸の沿岸近くを航行し，パナマ運河を通るにしても，その航行距離の遠大

なる点，或いは，メキシコ・グァテマラ・サルバドル・ニカラグア・コスタリ

カ・パナマ・ホンジュラス等々の諸外国沿岸を中間に挾まざるを得ない点で・

少なくとも，わが国その他の島国形・半島形の狭小国の内航と甚だ趣きを異に

すべきこと自明である。後者のハワイと米本土間のそれも亦，他の大部分の国

におけるいわゆる離島航路とはケタ違いのものであって，ほとんど，航洋海運

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7
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・遠洋航路に属せしめるがむしろ適当と思われるような合衆国独得の内航活動

とみてよかろう。

　このふたつの合衆国内航海運が，いわば，最もアメリカ的＝米国的な特徴に

満ちたものであり，本邦内航常識と余りにもかけ隔たった存在であること今更

述べる必要もあるまい。これらと同程度に際立ったアメリカ的特殊性だといえ

ないにしても，いわゆる第一型海運国アメリカ合衆国のむしろ中核的海運活動

を成す五大湖上の水運および剛11・運河上の水運も亦，他国，特にわが国の海

運乃至水運の規模・性格に比べて相当な特色を有する。琵琶湖や国内諾剛11に

おける本邦舟運にしてわれわれ海運研究者の注目を惹くもの皆無といってよか

ろう状態と，合衆国の五大湖或いはミシシッピィ河水運の国民経済的重要性と

は，到底比較すべくもない。

　北米五大湖の海運活動にはカナダも関与するところあろうし，ミシシッピィ

河水運にほぼ比肩すべき大規模・活綾な剛11交通も中国（揚子江）その他の大

国でその例を見ないわけでない。規模の大小もしくは形態および機能の相違一

一この相違が内包する問題点は後述する一をしばらく別問題とすれば，ヨー

ロッパの諸河川・運河においても，活気にみち且つ経済的重要性大なる水運が

いとなまれている。こうした事情のゆえ，合衆国の五大湖水運および河川水運

は，必ずしも，同国独自の海運（水運）活動といいがたいであろうと前に附言

した次第である。けれども，こと，わが国に関しては，この種国内水運（海運）

活動は1全く，他人事的なものである。曽って・戦前の日本海運の一翼的意味

をもったというべき中国大河川上の運送活動を含めて，如上湖および河川（運

河）の水運というもの，亦・当面・わが国内航活動の研究と発展とに1直接的

参考性をもたないといって，一応，許されるであろう。

（2）　ヨーロッパ諸国の内航活動

いわゆる大〔陸〕国アメリカ合衆国の内航的活動が，狭小な島国であるわが
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国のそれとはケタ違い的な大きさ・広がりと特殊性とを有するのと比べれば，

ヨーロッパ諸国でいとなまれる内航活動は，或る意味で，本邦内航海運により

近似的であるともいい得る。特に若干の国々の内航海運は，外見的にも，機能

的にも，わが国のそれと甚だ類似してさえいる。けれども，この種類似的な内

航海運業務をいとなむ諸国を含めて，大多数のヨーロッパ諸国において活溌に

行なわれている河川・運河利用の内航的活動は，合衆国の同種活動叙説の際に

関連言及したとおり，厳密な海＝海運と区別されるかぎりにあって，直接的な

参考性乃至関連性を有しないということもでき乱

　しかも，この種ヨーロッパ的な河川・運河上の水運活動は，現実に，当該各

国，ヨーロッパ全般，もしくは，世界の海運活動および産業経済とのつながり

において，甚だ注目すべく・また，いわゆるヨーロッパ内航活動のきわめて重

要な部分を構成する。推察の常識的方法として，わが国内航に最も近似すべし

と言い得るであろうイギリスにあってさえ，この河川・運河上の内航活動は，

わが国の化すぺきもない程活蟹である。

　他面，北米五大湖水運に匹敵すべき湖利用の水運は，ヨーロッパでも，ほと

ノもと認められない。スウェーデンがヨーロッパ諸国中の例外として所有し且つ

利用するやや大きな湖も，北米五大湖に比しては，大人に対する子供のような

大きさにすぎず，その故，これらスウェーデンの諸湖水それ自体もしくは湖相

互間，或いは，湖利用国内横断水路にあって営まれる水運・海運の規模と性格

また，使用船舶の大きさは，五大湖の場合と相当懸隔がある。

　そのかわりに？，ヨーロッパでは，文字通り，海を利用する内航海運が最も

一ウェイト高く，且つ，概して，各国ともに甚だ活濃である。しかも，それが，

わが国内航と外見的類似性をもつということ，前にふれたごとく，一面では可

龍であ乱だが・一面にあって・いわゆるヨーロッパ内航海運の在り方は，各

国毎もしくは数グループ別に特殊性をもつことも確かである。けだし，イギリ

スのごとき島国における内航＝沿岸航路とイタリアのごとき半島国のそれ，西
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ヨーロッパ諸国のそれ・スカンジナヴィア諸国のそれ・或いは・フランス・ス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω
ペインのような隔絶型・外国沿岸経由型の内航，等々，の問に，明白な外見・

形状上の差異があるからである。

　こうしたヨーロッパ諸国それぞれに特異な内航海運の外見的在り方（類型）

一当該国において現実に経済的重要性の高い中核的内航活動がどれであるか

を間わぬとして一の中から，わが国にとり，参考となり得べきものとしから

ざるものとが当然想定されるであろう。形式論理としてだが，たとえば，フラ

ンスで地中海岸（マルセイユ）からイギリス海峡岸（ルアーブル）への内航が

あるとして，それは，一面確かに既述合衆国の太平洋岸・大西洋岸接続の内航

より小規模・短距離であっても，矢張り，同型同種の遠距離外航的内航という

べく，わが国がとってもって範となす対象たり得るか否かは甚だ疑問である。

同様に，形式的に考えられ得るイタリアのヴェニス（半島北東端）からゼノア

（同北西部）への内航があるとしても，これに類似した本邦内航のパターンは

考え出しがたいであろう。

　以上，一面，既掲アメリカ合衆国内航の主要且つ特徴的なパターンとの比較

・対応，一面，わが国内航海運との相違性の明示・強調という方法乃至意図の

もとに，ヨーロッパ諸国の内航活動を，まずもって，総体的・一括的一より

正しくは，主要パターン毎の総括というべきであろうが一に捉えながら，そ

の基本的且つ特殊的な在り方を述べた。それによって，一応，合衆国のそれよ

りはかなり本邦内航に近接的だと思われるヨーロッパ内航活動にして，なお，

少なからず，明瞭な対本邦特異性を有することも，すでに理解され得たであろ

㌔のみならず・最後のいわゆる沿岸航路の海上運送一わが国内航海運に最

も類似的なもの一に関して明言しておいたごとく，ヨーロッパ〔一括〕的な

内航それ自体の中にあって，国により・グループ的に，ちがった在り方のあり

11〕現実にどの程度に存在するかは別として，ドイツのキール港・リューベック港等バ

　アルティック海側地域とハンブルク・ブレーメン等北海側の地域との場合にも，テニ／

　マーク海岸迂回の内航活動が行なわれる可能性が考えられる。

ユO
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得ることも知られたであろう。

　事実，海を舞台とする文字通りの海運であり，また，自国の或る港から或る

港まで必らず自国の沿岸を（も）たどり行く国内的航海であるという点で，確

かに，本邦内航海運にかなり近似的であるかに思えても，この種ヨーロッパの

内航海運の或るものは，わが国のそれと甚だ異なった形状的特色をもつ。他面

海と区別される河川・運河を舞台とするがゆえに，一応，わが国内航海運と異

種・無縁と考えられるヨーロッパ河川・運河上の内航活動であって，中には・

使用船舶の種類・大小と実際の運航ぶりとがわが国内航海運もしくはヨーロッ

パ的内航海運一海を舞台とする一とほぼ全く同似というべき場合もある。

　かくて，本邦内航海運との比較・関連においてヨーロッパ諸国内航活動を正

確に理解し，その特異性を明認するためには，当然に，これら諸国毎の一い

くつかのグループ乃至類型に分けられればそのグループ・類型毎の一より具

体的な内航構成・その特徴を見きわめる必要があ私もっとも1われわれ日本

人にとって，諸外国内航の実情を詳細明白に知得することは甚だ困難であり，

筆者自身，目下，これについて語るに足る充分な資料をもたない。全然ふれな

いのでは上記論点の主張当否すら疑われようかと思って，一応，イギリスの内

航についての，いわば，ごく常識論的な私見を下述するが，これについても，

後日・より深い考察によって補充すべき必要を自認してい乱とはいえ1それ

によって，各国毎の内航の特異性と本邦にとっての参考度とは或る程度知得・

理解できるであろう。

　（3）イギリス内航の主特徴

　イギリスの内航は，常識的にも，実質一方も，機能面＝貿易関連面につい

てでないが一的にも，わが国内航海運と外見＝形状最も類似している。ただ

し・前にふれたとおり・イギリスの内航は・わが国内航海運に符合する海＝沿

岸航路を舞台とするものと河川・運河を舞台とするものとで構成され1後者に
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関するかぎりわが国と異種である。同国の河川は，わが国河川に比して，決し

て広幅・長大といえないにかかわらず，水深が充分であってかなりな大きさの

汽船の遡航を許すこと・また・運河の発達あることがその主臥

　ところで・海とは異なる河川・運河の水運なる意味でこそ1また・それがわ

が国で殆んど不存在であるという点で，イギリスの対日本的特徴として強調し

たけれども，実際のイギリス河川・運河上の水運は，海＝沿海の内航と，殆ん

ど差異のないことに留意すべきである。なかんずく，当該輸送具＝船舶は，他

のヨーロッパ大陸河川におけるモーター付人艀とちがって1わが国1また1イ

ギリスその他諸国海運（内航）が用いると同じ船種の中小型汽船であ私もし

も・比較的小型船舶（汽船）による国内水路上の輸送活動が内航であると定義

づけられるならば，イギリスの絶海運的内航と河川水運的内航との間に差異は

ないといってよかろう。

　なお，わが国にとり重要性少なくない機帆船一現在では殆んど帆を用いず

その改むしろ木造小型汽船と改称すべきだが，起源的且つ常識的に，鉄鋼製汽

船と木造〔帆〕船の合の子と解される一は，イギリス〔および外国一般〕で

は殆んど問題視されず，その限り，中小型鋼船中心であることも対日本的特色

のひとつであろう。

　最後に，わが国に対比したとき差異に非ずして類似であり，上来，対日本的

特異性の指摘を主とする本項叙述趣旨からそれることでもあり，また，外見＝

形状としての問題よりも多分に機能＝内容上の問題に属するかもしれぬが，イ

ギリスの内航がヨーロッパにあって特殊な在り方　　　応有形的な特異性一

を示すことにふれておこう。それは，自国の或る地域に，しかも，ふたつの中

心地に分れて，産出する石炭の，これまた2～3ヶ所の工業生産基地への輸送

が，イギリス内航の最重要部門を成すことである。他国産の石炭の輸送，他種

類の自国産貨物（たとえば葡萄酒・米・小麦）の輸送，単一ルートの航海，或

いは，主航路・主貨物の必ずしも指定しがたい内航，等々，各国それぞれの内

ユ2
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航姿態が考えられるなかで，これは，イギリス流内航の在り方であろう。

皿　外国内航活動の機能的特異性

　内航海運一株にわが国の一の経済的主機能が国内貿易の帯助もしくは国

内貿易貨物の輸送に求められること一般常識であり，従前諸家の通説であるが

こうした規定・説明も，或る種の条件・枠の中で妥当することであって，如何

なる国の，また，如何なる意味の内航海運にも通用し得るわけではない。

　自国の海岸沿いに，したがって，文字通り純粋の海上運送活動として営なま

れているわが国の内航のごときは，むしろ，稀少例であること上述によってす

でに明らかであろう。海を舞台とする内航とともに，海にあらざる湖・河川乃

至運河を舞台とする内航活動が欧米では活濃である。そして，この湖・河川・

運河上でいとなまれる輸送活動が当該国の国民経済にとり重要な意義・貢献を

もち，その国輸送活動全体の中で大きな比重を示す場合も少なくはない。

　湖・河川・運河というものの海に対する地理学乃至自然科学的な相違と，前

者を舞台として行なわれる水上輸送活動の条件・船舶が，いわゆる大洋横断・

遠洋航海の現代国際海運業＝現代的一流商船から区別さるべき常識的懸隔とが

一面，如何に，確実・明白であるとしても，また一面において，なかんずく，

自国の湖・河川・運河である場合，そこでいとなまれる水運活動というものは

自国の沿岸における海上輸送と一括的に取扱われ・同類的に考えられてきた。

“航洋海運＝外航”に対する意味で“沿岸海運十湖水・河川水運＝内航”とい

った見方がしばしばなされる。多くの場合，沿岸の海上を走る船舶と湖・河を

走る船とは同質・共通であり，そのかぎり，いわゆる内航船は，沿岸海上航行

船と自国湖水・河川・運河航行船との和と考えられてよいであろ㌔

　さて，或る程度まで理論としても是認され得，且つ，現実に，欧米海運国大

半にあってみかけられる在り方として，外国の内航が，いわゆる海の運送と湖

・河川・運河の運送とを合せたもので成り立っていると前提して，本項では，
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こういう在り方を示すヨーロッパ或いはアメリカの内航活動が担当し・遂行す

る機能面の特殊性を問題としよう。

　まず第一に注目すべきは，上述欧米で重要な湖・湖11・運河における水上輸

送活動の多元的機能〔の強さ〕についてであ乱すでに触れたとおり，ヨーロ

ッパの諸河川とアメリカの湖および河川は，必ずしも・或る一国の領有に属さ

ず，複数の国々が部分的に所有・利用するがため，しかも，湖・河川上の交通

は全体的・流動的であるために，一国の国内貿易の帯助すなわち国内間貸物輸

送のみならず，一国の外国貿易の帯助＝輸出入貨物輸送，さらには，自国外の

国と国との間のいわゆる三国間貿易の帯助・輸送といった機能が，同時併行的

に行なわれ孔ヨーロッパのライン河・マース河・ドナウ河等々著名河川の水

運主力は，むしろ，外国貿易品の輸送・自国河港と他国〔河〕港との間の交通

・航路に置かれているといわれ孔

　北米五大湖は，それ自体，並な秤量・推測の及ばぬ拡がり・大きさと荒さを

もつ湖であり・したがって1そこで営まれる輸送活動の規模・航行する船舶の

大きさも，時に，異常な大きさである。この点を別として，五大湖で行なわれ

る船舶輸送は，合衆国とカナダ両国の自国内航的それのみでなく，両国の，さ

らに，その他諸外国の外航的活動の延長でもある。少なくとも，わが国にとっ

て，北米五大湖は，その内航海運との関連においてではなくして外航海運（の

一部）との関連において認識を集め，評価される。五大湖上の合衆国・カナダ

両国の内航湖面活動の重要性を決して軽視するつもりはないが，それを対象・

舞台とする両国および世界各国の外航活動，すなわち，外国貿易の帯助のため

の機能が1それ自体充分評価さるべき重大性をもつこと賛言を要すまい。

　如上，一面，沿岸海運と同質・同範囲壽的であると見られる欧米の湖・河川・

運河における船舶輸送が，一面，本邦の純粋海運的内航に比して甚だ異質的な

経済機能をもつ点を強調したが，こうした本邦と外国との間の差異は，同じ沿

岸海運的船舶輸送にあっても認められる。これが，欧米諸国の内航的活動第2
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の特殊性。

　アメリカ合衆国にあって，太平洋岸と大西洋岸とを結ぶ海上交通・船舶輸送

は1明白に，自国内の海運活動つまり内航と目される。ヨーロッパにあっても

フランスやスペインの場合に，地中海岸の自国港と大西洋側の自国港との間に

同様，明白な自国内交通，一国領土内＝国内貿易帯助の海運業務を認めること

ができる。しかも，こうした国内の或る港から或る港への航海は，ほとんど，

〔自国の〕沿岸沿いにいとなまれる。距離の長短を別とすれば，この種船舶海

上輸送はわが国の内航活動とほぼ類似的であろう。

　だが，すでに述べたように，合衆国或いはフランス・スペインの上記内航府

活動は，わが国の場合とはちがって，自国の海岸のみに沿って行なわれるもの

ではない。中間に，ひとつ或いはより以上の外国〔海岸〕が存在し，且つ，当

該外国海岸には寄港し得べき外国の港がある。法令などによって，中問におけ

る外国港への出入が禁止されていないとするならば，こうした沿岸航行用船舳

は，時に，他国の港に寄港し，そのかぎり，自国と当該外国との，或いは，外

国相互間の貿易貨物の輸送にもあたり得るわけである。その力）ぎり，もしくは

そうした可能性の有り得るかぎり，合衆国の太平洋岸と大西洋岸との間の内航

的船舶やフランス・スペインの地中海・大西洋岸間の沿岸航行船は，必ずしも

つねに，内国貿易の帯助・国内間貨物輸送という単一機能をもって把握・説明

できるかどうか，してよいカ・否か，問題たり得るであろう。

　第三に，最後だがむしろ最も重要なことがらとして，特にヨーロッパ主要海

運国における内航業務一自国の国内航路に就役する船舶，そうした船舶が遂

行する輸送業務といった方がより適切であるかもしれないが一というものの

経済的機能は，従前における一般定説たる国内貿易の帯助，すなわち，自国内

部における移出入貨物の運送だけではなくして，しばしば，自国の外国貿易の

帯功や三国問貿易の帯助という役割をもつこと，或る意味では，むしろ，それ

に大きく密着している点に注目しなければならない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ5



経済経営研究第16号（I）

　ヨーロッパ諸国のいわゆる内航船が，自国の港から港への国内的移出入貨物

を運ぶこともとより否定しない。けれども，同時に，それら内航船は，自国か

らの輸出品・自国への輸入品，或いは，他国向けや他国からの三国間貿易貸物

の輸送にも従事する。少なくとも・こうした1いわゆる外国貿易および三国間

貿易関係の貨物輸送を相当程度いとなむ。わが国の内航船とて，時に，輸出さ

れるべき貨物・輸入された貨物の輸送，換言すれば，いわゆる開港＝外国貿易

港と不開港乃至地方港との間の航路・貨物運搬に従事するが，この種外貿貨物

の仲継乃至末端輸送は全体のうちいたって低い比率といわれ乱これに比較し

たときヨーロッパ諸国内航船の同種活動は甚だ活溌であり，その比率はきわめ

て高い。

　この主理由は，ヨー1コッパ諸国の地理的な近隣・接続および世界海運業のメ

ッカ的地位と歴史とに輝くヨーロッパ海運業の伝統・慣習に求められよう。イ

ギリスのロンドン・リバプール，大陸のロッテルダム・アムステルダム・アン

トワープ・ハンブルク，等々，著名な港において，大型外航船による大洋横断

的外国貿易貨物の輸送分野（機能）と，中小型船による近隣・国内的陪養輸送

分野（機能）とは，有機的分業・協業の関係において遂行されており，後者の

一部を成す内航船も，当然に，輸出入貿易に密着せる貨物を取扱っているよう

だ。地中海のゼノア・マルセイユやスカンジナヴィアのコペンハーゲン・スト

ックフォルム・オスロー等々の港でも，また，これら諸港に活動の根拠をおく

中小型（沿岸用）船乃至内航船も・ぽぽ1事情を同じくする。

　しかも，留意すべきは，いわゆる内航船一国内航路就航船一は，殆んど

すべての国にあって，この種輸出入貿易貨物の伸継・関連乃至末端輸送を重要

な機能・対象としているという事実と，他面，いわゆる内航（船）と近海（船）

との密接な融合性とである。

　内航と近海との接合・一体化ということは，それ自体，近時（昭和30年以

降）わが国でも促進されつつある。戦前の本邦にあっても亦，朝鮮・中国・シ
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ベリア・樺太を中心とする近海活動と純内航活動との密着性が認められた。し

かし，少なくも，戦後のわが国における近海海運活動の制限を前提とするかぎ

り，一見，類似的な傾向に思えても，わが国とヨーロッパとでは，近海・内航

の密着関係に，自ら，顕著な差ありといわざるを得まい。また，本邦現在の内

航海運業務における輸出入外国貿易からの疏隔，国内貿易の帯助専一一少な

くも，最重点的な一の在り方からみれば，ヨーロッパ諸国の上記傾向は甚だ

特長あるものといってよかろ㌔　（後述参照）

第2節本邦内航の国内的特殊事情

　甚だ概括的・全体論的な，また，形態論的な把握方法と叙述形式との下にで

はあれ，前節に述べた各国内航海運の国別乃至グループ別の特徴，なかんずく

わが国と諸外国との間におけるいわゆる内航海運もしくは内航的海運活動の在

り方の相違は，或いは，識者の常識として知得されていたかもしれぬが，これ

まで，殆んど論及されることのなかった，いわば，取残された一課題である。

なお，いたって不充分・未成熟な論じ方にとどまったであろうけれども，われ

われは，それを本邦内航に関する正しく深い研究と理解とを進めるための第一

投階的必要事として一応の検討を加え，それを前提・基礎としたうえで，第二

段階的課題を取扱う。

　考察第二段階の問題として，ここ，第2節では，わが国内航海運それ自体が

蔵する複雑にして微妙な具体的特残問題のいくつかを考察する。見ようによっ

ては，それは，既述部分と同様，本邦内航の対外的特異姓に外ならず，それに

含まじめで論ずべきものであるかもしれない。けれども，かなりニュアンスの

違いもあり，区別して述べる方がむしろ適当と思われる。一般的な且つ外面的

な相違点とともに，具体的且つ内面的な特徴を知ることが，わが国内航海運の

実情理解に便宜であり，少なくも，殆んど新規に，〔本邦〕内航研究をはじめる

筆者らにとって有用・有意義であろう。
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　ただし，ここに取上げるのは，筆者が特に興味を覚え，関心を抱く一部の国

内的特殊問題であって，それが，本邦内航の内面・内部的特殊事情・個別的特

性のすべてでない。さらに，個々の事項に関する資料的・実証的な詳察は，む

しろ，今後に残される。その限り，前節論述と同じく，いわば，問題点の指摘

乃至予示・予備的検討にすぎぬといい得る。予め了承ありたい。

I　本邦内航に対する外部圧力

　ただに内航海運のみならず，外航海運，或いは，いわゆる大手オペレーター

・中核体・オーナr等々も含めた本邦海運業全体が，戦後20年を経て，なお

かつ，非常な困窮をつづけ，本格的な立ち直りが果して何時可能なりやにさえ

疑擢をもたれているのは，内外幾多の悪条件・悪要因あるためである。或るひ

とつの内的悪条件もしくは外的悪要因によって窮状に落し入れられたわけでも

ないし，また，いくつかづっある内的悪条件・外的悪要因のなかにあって，ど

れかびとつ，もしくはふたつ・みっつが際立って影響・作用するというような

単純なものでもない。さらに，或る業種乃至グループ，たとえば，大手外航オ

ペレーターにとって重大な影響ある或る悪条件であっても，他のグループ，た

とえば，内航オーナーに対して同様重大であるかどうか一概に言えない場合も

ある。

　如上，内航と外航との区別なく，一様に，わが国海運業が戦後なお困窮しつ

づけていることを述べたけれども，それでいて，内航と外航とでは，困窮の度

合および実情に差のあることもたしかであ乱しかして，内航が外航よりも一

層の難局に立たされ，劣悪な状態を余儀なくされているのには，もとより，そ

れだけの理由があると見ねばならない。この内航不振をきたらしめる有力要因

たること確実な外部からの圧力（外的要因）について一応の見解を述べること

からはじめたい。

　内航の不振・困窮に影響ある外部からの圧力・圧迫として注目すべきは次ぎ
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の3つであろう。

　　ユ）荷主からの圧力

　　2）陸上交通機関からの圧力

　　3）外航海運からの影響

　もち論，この外にも，たとえば，金融界からの圧迫・海員組合からの圧力・

港湾および港湾荷役からの影響，等々，多くの外部圧力もあることたしかであ

るが，いま，多くの内航業者の声をきき，且つ，筆者自身がとりわけ重要と感

じたのが上の3つである。このうち，最初の荷主からの圧力，それ自体は，ひ

とり，内航固有の外部圧力でなく，わが国海運全体，換言すれば外航海運も蒙

っている大きな圧迫である。だが，第2の陸上交通機関なかんずく鉄道からの

圧力は，殆んど，内航なるがゆえの外部圧迫というべく，外航の場合きわめて

影響少ない。最後第3は，時に，外部圧力と呼ぶを適当としないかもしれず，

一面，当該外航活動を主力とする大手業者＝本邦海運業界の支配・指導層から

はことあげするを嫌がらるべき問題であるかもしれないけれども，現実に且つ

可能性として存在するものであり，しばしば，内航専業グループが提言すると

ころでもある。もとより，これは内航海運にとって問題視されることであって

外航海運にとっては論外である。以下，それぞれにつき，要点を述べよう。

　1）荷主からの圧力

　すでに触れたとおり，荷主側からの圧力，端的にいって，荷主の横暴・強力

に苦しむのは，内航のみでない。外航も苦められている。けれども，同じよう

な苦しみ・苦しめられ方とはいえ，その度合の強弱・影響の大小なり，それに

抵抗する力・耐える力の強さ加減なりにおいて，大手＝外航と中小＝内航とは

明白に差がある。

　大資本・巨大企業であり，また，でなければやれぬ外航業務の場合，荷主か

らの圧力はあるにしても，常につきまとわれ，盲従する外ないようなことばか
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りでない。船舶の運航計画が根底から変更を余儀なくされるような場面も，そ

う始終は起らないであろう。（たとえば，定期船の場合を想起されよ。）　いわ

ゆる財閥・系列のつながりとか，大海運企業としての信用・強さとかからも，

荷主と大手外航オペレーターとが，王様対奴隷の関係で向き合うこと殆んどな

い。のみならず，いわゆる積荷保証による大型船計画造船といった荷主からの

支援も受けられるわけであって，大手外航業者が，時に口にする荷主の圧力・

強さも，反面，それなりの理由をもち，利点さえあり得るといえる。

　内航業者にあっても，荷主からの積荷保証・それに基く新船建造に恵まれる

機会が絶無ではない。また，荷主の圧迫・横暴を云々しつつも，現実に，そう

した荷主を大事にし，荷物をもらい，運賃・収益を得ている以上，内航船主の

荷主依存・荷主さまざまの応待は当然でもあろう。このかぎり，彼等に対する

荷主圧力も，彼等が表面口にするほどにびどくばかりでないかもしれぬ。

　もっとも，客観的にみて，本邦内航が受けつつある荷主圧力は，外航の場合

に比して，明白に，きびしく，内航苦境の一大要因といってよいようである。

すでに触れ，あとでも則論予定の外航＝大手・内航＝中小の経営体制のゆえに

本邦内航業界は，たえず，巨大荷主の圧迫にさらされる。鉄鋼における八幡製

鉄と冨士製鉄で代表され得るごとく，わが国内航貨物の大宗は，ほとんどすべ

て，独占大企業の荷物である。こうした巨大企業たる荷主に対しては，いわゆ

る一杯船主の零細内航企業は，びとにらみされれば縮みあがってしまうような

存在である・荷主のいうとおり・命ずるままに・内航船は動かざるを得ない。

自社独自の配船計画・運航日程を立てて船舶を走らせ・荷物を選ぶような独立

独歩の内航企業は，今日のわが国に存在しないといってもよい程である。慢性

化せる内航船腹過剰傾向に基因することもたしかながら，わが国内航船一定

期船でさえ一は，王様荷主に仕える奴隷であって，それだけに，荷主からの

圧力は絶大である。巨大企業（荷主）が自ら算出した原価計算どおりの運賃を

もらい，生産＝出荷計画どおりの荷物量を積み，指示された仕向地へ運ぶ1こ
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れが，本邦内航船大多数の姿である。

　2）陸上交通機関からの圧力

　昨夏（ユ965年7月）試みた北海道方面調査旅行時に，筆者らは，北海道〔在

住または勤務の〕海運人が国鉄の夏期特別割引運賃実施による海送貨物の陸上

転移を怖れ・対策に苦慮している有様を眼のあたり見聞した。国鉄対内航海運

の競争関係が現実如何に熾烈であるか，前者を中心とする陸上交通機関の側か

らの圧力・影響が内航海運にとって如何に大間題であるかの好実例である。

　航空輸送すなわち飛行機による内航貨物輸送分野の侵害は，当面，いまだ問

題化していないようであるし，わが国の地理的事情および経済生活水準からは

それが大間題となる日があるかどうかには，むしろ，否定的な見解をもつ。け

れども，陸上交通と内航海運との競合は，以前からも認められきたったところ

であり，しかも，近時にいたって，ますます，内航に脅威をあたえはじめつつ

あるとさえ思われる。しかして，特に留意の必要を促しておきたいのは，こう

した陸上交通からの圧迫・競争は，びとり内航海運にとって問題となり，近海

であれ遠洋であれ，外航海運の場合，全く問題とならない点である。

　如何なる輸送具・交通機関であれ，それが存在し発達するからには，それ自

体に充分な経済的根拠と各々の利点・長所がある筈である。他方，同じ海運界

なかんずく，内航海運界にあっても，企業間乃至船種間に競争関係がある。同

業との競争はもち論，他業との競争によって，海運は，古来，きたえられ，伸

びてきたし，将来もそうであろうというのが筆者の持論であり，そのゆえ，海

運にとって競争は必然にして不可欠なものであるとも考えている。国鉄やトラ

ックによる侵害・圧迫に負けるようでは，わが国の内航海運は余りに頼りない

というべく，そういう弱いものではないと確信してもいる。この意味では，内

航海運に対する国鉄・トラック等陸上交通機関からの競争・刺戟は，或る程度

また，或る種のものはむしろ是認されてよかろう。
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　それ自体，最近の大きな交通問題である国鉄とトラック・バス乃至私鉄との

競争，すなわち，陸上交通機関相互間の競合が，陸上交通と海上交通との間の

競合・競争へ拡大・発展したとも見らるべく，また，なかんずく，陸上におけ

る国鉄対トラックの貨物輸送競争の深刻化が，この双方をして海上貸物への浸

透に向わしめ，その結果，内航海運をも同じ競争場裡に引込むにいたったと考

えることもできる。海と陸との違いこそあっても，同じ日本という国土領域に

おいて自国の経済産業活動と国民生活に結びついた貨物を運ぶ立場・ものであ

るかぎり，内航海運が国鉄対トラックの激甚な競争を他人事視し，その火の粉

の自分に及ばざることを望むことは許されないともいえ乱

　実際上，とかく，国鉄と内航海運との問のみの競争と思われ，また，少なく

とも，後者が現在まで問題視するのは国鉄の動向だけのようであるが，内航海

運に影響するのは，何も，国鉄のみに限らない。トラック輸送の発達・変化も

亦，いまや，次第に内航海運へ影響をあたえつつあるし，今後，この傾向は一

層強められるであろう。

　国鉄とトラックとの競争の帰趨については専門外のこととして云為するつも

りはない。ただ，上述のごとき競争論の見方と現実になお行なわれつつある双

方間の競争および内航海運への影響とから考えるに，トラック業は，国鉄に勝

ちつつあるにしろ・拮抗しつつあるにしろ・はたまた・旗色悪いにしろ・ここ

’まで成長・発達してきた以上，国鉄との貨物争奪戦の継続とともに内航海運と

の同様競争を開始・遂行する段階に入ったといってよいのでなかろうか。

　それ自体が海上を動く輸送具であり，船舶＝ボートの名称でよばれるフェリ

ー・ {ートの発達は，今や，トラック輸送の在り方に新局面を聞かしめ，いわ

ゆる輸送距離の拡大をも促進して，内航海運にとり，おそるべき競争者たる地

位を約束したようである。このフェリーは，青函鉄道連絡船＝貨車航送船と同

様1船舶でありながら・内航船の敵となる日が近がろ㌔

　けれども，こうしたトラック輸送からの圧迫・競争は，なお，本邦内航全般
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に対して重大脅威とならず，また，それが群小独立の私企業経営を基盤とする

丸め，ひとつのまとまったもの〔から〕の大圧力とは感じられない。いうなら

は，他の内航企業からの競争・刺戟に似通った個々的また非高圧的な競合であ

る。これに比して，国鉄は，単一の独占・巨大企業体であり，それだけに強圧

的な圧迫感を生ぜしめる。諸外国の鉄道と異なり，貨物運賃面の赤字を旅客運

賃面の黒字で埋める建前で定められた国鉄貨物運賃の防禦網は，トラックはか

いくぐれ得ても，内航船舶はつき破ることもできないといわれ孔これを夏期

特別割引制度などで一層低められると・内航船はますます貨物を集めがたいこ

とになるのは明白である。なかんずく，北海道からの貨物について当該制度を

実施するというのは，トラック相手でなくして，内航船相手のやり方であり，

これによって蒙る内航海運の打撃は大きく且つ直接的である。海運組合・運賃

伺盟といった内航船主の団体組織といえども，国鉄に太刀打し得べきカと地位

毒もたない。弱小者を苦しめる独占巨大企業の暴力だと受取られ・非難される

所以でもある。

　（3）外航海運からの影響

　すでに触れたごとく・内航海運に対する外航海運の影響・圧力を外部圧力と

呼んでよいかどうかは問題なしとしない。なかんずく，これを，荷主からの圧

力および陸上交通機関からの圧力と同軌に並べて論議する仕方にはかなりの批

判がよせられるかもしれぬ。結果的乃至表面上1こうした叙述形式を選んだこ

とに，筆者自身も些かひっかかりを覚える。

　改めて述べるまでもなかろうが，〔あるとして〕外航海運のあたえる影響・圧

力というものは，荷主や陸上交通機関とりわけ国鉄からの影響・圧力と性格乃

至内容を異にすることたしかである。同じ海運業・日本海運の内部における同

業者間の競争＝影響であるという見方も可能であろ㌔とりわけ・実際上・本

邦内航に影響・圧迫をおよぽすべき外航活動をいとなむ本邦外航海運企業は，
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すべて・それ自身・内航活動にも従事してい糺彼等の内航業務の経営単位乃

至領域は，個別的にも・総体としても，むしろ，雄大であり，そのかぎり，重

要性多いといい得るかもしれぬ。だが，それでいて，いわゆる本邦内航海運と

　〔本邦〕外航海運との関係なかんずく後者から前者にあたえる影響・圧力が，

いわゆる〔純〕内部的競争・拮抗であるかどうか，外部圧力と呼ぶべからざる

ものであるかどうかは大いに問題である。

　第一に，〔今日のわが国にあって〕外航海運と内航海運とを区別する思考は

きわめて一般であり，且つ，明瞭である。そのかぎり，一方は，他方に対して

部外の位置・関係を保つという見方も許され得る筈である。しかも，第二に，

一般常識的に最もしばしば理解・使用される外航海運の意味内容，また，ここ

で現実に問題となる外航海運は，いわゆる遠洋航路・航洋海運であって，しか

も，それは，一流大手の大企業のみがいとなむところである。換言すれば，尋

常普通＝群小零細の内航企業大多数には殆んど無縁の対象であ乱部分的に内

航海運を兼営するにせよ，或いは，全然兼営しでないにせよ，航洋外航＝遠洋

海運に従事できるのは，いわゆる6中核体を中心とする少数の大手オペレータ

ーに限られる。このような在り方の外航海運が内航海運に影響・作用を及ぼす

のは，端的にいって，一方的である。これを競争というにしろ，甚だ弱肉強食

的であろう。けだし，大多数の内航船主，或いは，わが国の内航海運そのもの

は，自己の領域・業務面に外航海運の部外的影響・圧迫を受けることはあって

も，相手の領域・業務面に侵入・反撃する術をほとんどもっていない立場にあ

るからである。

　この意味では・一見同じように見えても，大手外航と中小内航との関係は1

周じ内航領域内での中小鋼船（業）と機帆船，乃至，いわゆる大型内航船と小

型鋼船との関係とは性格を異にし，後者の場合に競争はあり得ても，前者には

少なくも，正常・拮抗の競争なしと解すべきであろう。荷主や国鉄といった純

然・明白な外部からの圧力・圧迫とは又ちがったものであること確実であると
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しても，外航海運からの影響は，内航にとっては，やはり，ほぼ，一方的な外

部圧力と見ても，一応，許されることでなかろうか。ちなみに，わが国の内航

海運に対する外航海運の影響乃至圧迫というとき，理論的な考え方として，ま

た，可能性乃至過去の史実としては，わが国外の諸外国の海運〔の対日活動〕

の動向も考えられるが，現実には，わが国海運の外航活動，なかんずく，大手

外航グループのそれに限定できる。

　わが国現代の一般識者たちの問にあってさえ，日本郵船・大阪商船三井船舶

・川崎汽船・山下新日本汽船・ジャパンライン・昭和海運といういわゆる6中

核体＝代表的大海運企業の名を聞き，その経営業務活動を底るにあたって，こ

れら各社が内航業務をも併せいとなむ事実に想到できる人はどれくらいいるで

あろうか。これら6中核体はもち論，いわゆる本邦のオペレーター・オーナー

の殆んどすべてが，亦，自ら，外航活動の実施・外航船の所有運航をもって任

じ，誇りとしている。数十トンせいぜい数百トンの機帆船・小型鋼船といわゆ

る一杯船主の零細組織とはケタ違いに大きな大型汽船・大規模経営なるがゆえ

に，本邦著名〔外航〕オペレーターのいとなむ内航業務は，一面，過大評価さ

れるおそれもあるけれども，こうした一流オペレター各社内部にあって・当該

内航部門の業務比率はいたって低く，その仕事の重視・評価されること甚だ少

ないのが，いつわりなき現実と思える。いわんや，こうした大手筋海運業者に

おける内航経営は連年赤字をつづけ，経済採算の面では，継続の理由を失いつ

つあるとの声すら間がれる。

　わが国各産業における独占的巨大企業化の傾向とも密接に関連したことだが

本邦外航オペレーターは，その主目的たる外航活動の利益の追求・拡大乃至擁

護のために・いわゆる大荷主に対するサーヴィスとして・犠牲的・捨て石的に

そのかぎり，赤字を覚悟して，内航活動を営なむといわれる。もち論，海運企

業としての配船繰りから，それまで外航就役中の船を一時内航にまわす場合一

一それ自体の経済的正当性は敢えて否定できぬ一もあろうし1いわゆる大型
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船による大量輸送の経済効果を考えての大型船内航投入の場合もあろう。こう

した場合はもとより，前のサーヴィス的行為の場合といえども，一概に，非道

の所業として責めらるべきものでないかもしれない。

　だが・わが国の外航海運諸企業は・それのみが理由であったわけでないにせ

よ，とりわけ，外航面における過当競争の抑止ということで，集約・合併を強

制され，自らも，或る程度まで，その必要と効果とを自覚し，実現した筈であ

孔この外航面における過当競争と内航面における過当競争とでは・いずれが

過当の度大なりや，容易には比較しがたい面あるにせよ，常識的には，後者の

方が一層はげしいであろうし，そういわれている。自らも内航業務をいとなみ

つつあるかぎり，大手外航オペレーターも，この内航における過当競争・船腹

過剰・経営不振は身にしみていることであろう。およそ，こうした情況を前提

とすれば，本邦の大手オペレーターの内航活動の自縮・外航専一の行き方を求

める立論・期待も許されよう。少なくとも，内航活動を専業もしくは主業とす

る中小海運企業としては，“子供の遊び場に侵入して子供たちをおしのける大

入の所業”といった印象も，時に，或いは，心では，抱くであろう。内航〔の

み〕に生きる船主が，これを，強者の横暴・圧迫と呼んだとしても，敢えて，

無理からぬところもあると思われる。

　機帆船経営で代表される，いわゆる一杯船主の零細企業が本邦内航の基本的

在り方だといわれるにせよ，彼等が余りにも多数であり，散在的であり，且つ

まとまりのないものであるがゆえに，わが国内航業界の主導権は，比較的少数

の中小内航（鋼船）企業の手ににぎられている。こうした主軸的内航船主の一

部にあっても，内航海運と外航海運との兼営がみられる。もっとも，この場合

の外航海運は遠洋にあらずして近海に限定されるのが原則である。　〔この内航

と近海の結びつきについては後で則論する。〕他面，主軸的な内航企業の多く

は，大手外航オペレーターと，大なり小なり・直接または間接のつながりをも

ち，しばしば，庇護依存の地位にある。
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　こうした事情のため，彼等は，内航に対する外航海運の悪影響について，明

らさまに，大手外航業者を非難することに慎重であるし，また，いわゆる近海

と遠洋を合せた外航海運全体を論義の対象としないようである。筆者がひそか

に案ずる大手の外航とじ込め・中小船主の近海と内航の一体化経営という思想

に・今後，どの程度まで・内航業界の同調・賛意が期待できるか，心許ない気

もする。私見はとも角，内航業界の主勢力一上掲主軸的内航船主たち一は

内航に対する外航の影響・圧迫を口にするときであっても，大手外航オペレー

ターが，「内航犬型船輸送海運組合」のメンバーとして，内航用に登録した大

型船で内航貨物輸送業務を実施するかぎり，殆んど何等の敵意を表明しない。

〔内航〕船腹量はもち論，資本カ・信用力或いは企業カの上で格段の差のある

大企業が，規模の優位で中小企業を圧したとしても，同一業務・同一活動領域

のものである限りは，競争であり，止むなきことだと考えているのであろう。

　内航に対する脅威となり，競争ならざる一方的圧力・影響となる外航海運の

圧迫・作用とは，端的には，5～6，000トン以上の遠洋航路用大型船の内航投

入である。

　内航2法の成立以後，いわゆるユ0，000重量トン級の大型外航貨物船の臨時的

内航就役の事例はなくなったといわれ孔確たる資料は未入手だが，幾分小型

の5～6，000トン級外航用船舶にして，〔おそらく内航用に登録しであったので

あろうが〕内航に投入され1物議をかもしたことは少例であれあったようだ。

この内航2法の制定実施に伴なう内航再建方策の進行が，荷主ロットの小口化

などの理由とともに，大型外航船の内航就役を制限するのにあずかって力のあ

ることたしかなようである。だが，少なくとも，数年前まで，いわゆるユ万重

量屯の外航用大型船の種々な理由による内航投入は現実に行なわれた。それが

偶々1内航船腹不足時に行なわれ・見方によっては・かえって・内航に援助的

好影響をあたえた場合もあったであろ㌔また・内航運賃の切りくずしといっ

た無茶をしなかった場合もあろう。けれども，少なくとも，そうした犬型船の
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内航投入によって，さなくば，内航船に残される筈の貨物量が奪われ，それだ

け，活動分野が縮少したことは否定できぬ。

　内航2法に基く調整が旨く行くかぎりにおいて，当面，こうした大型外航船

の内航あらしは抑えられるであろうが1これら法律それ自体に・犬型船の内航

投入を禁ずる規定はないようである。少なくとも，その船を内航船として登録

しさえすれば，内航就役はなされ得る筈だ。国際収支論からのみ新規建造を強

行される数百万トンの外航用船舶が，今後，外航不況乃至外航不適となった際

などに，内航へ現われる，或いは，影響をあたえることが絶対ないという保証

があるだろうか。

　こうした過去或いは将来のことを論外に描くとしても，近時，チリ塩を三ツ

子島に総揚げして・あと・ユ万トン級の大型船で内地輸送（内航）するといっ

た問題がすでに伝えられた。もし，実現するとして，こうした大型船を所有・

運航できるのはだれか，数百トンか千トン位の小型船しかもたぬ内航船主はど

うなるか，どういう影響をうけるかが取沙汰されている。外航用大型船の内航

投入を焦点とする外航海運の内航海運に対する圧迫・影響は，決して・虚構の

ことでなかろう。少なくとも，本邦内航がこの種外航海運からの一方的影響に

さらされる立場におかれていることは留意されておかねばなるまい。

■　本邦内航の内部事情の複雑性

　等しく海運（業）といっても，外航と内航とでは，かなり，事情の相違があ

る。われわれが，これまでに，外航海運中心に学びとった知識の少なからざる

部分が，内航海運には通用しない。前者における当然の息つ重要な業務慣行に

して後者に不妥当なもの多く，内航業務に配置替えされて“岡にあがった河童

同然”と嘆いている海運人も少なくない。こと程左様に，本邦の内航海運は複

雑であり，難解であり，しかも，未論議・未解明な問題が多い。

　その全部に亘って研究すること到底困難であろうが，近時，はじめて，内航

28



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本邦内航海運の特殊性（佐々木）

海運の考察に染手した筆者が・研究・検討の必要あるべしと思う具体的且つ経

営論的の問題だけ，しかも，いま，思い付くかぎりにあって，すでに，次ぎの

ようなものがある。

　　①　専業的内航と副業的内航

　　一これは・大手外航・中小内航の分業化傾向乃至問題であり1且つ1そ

　　れとして後述する。

　　②　内航業務と近海業務との接合関係

　　一近時論議されはじめた問題であり，これも後で取扱う。

　　⑥　鋼船と木船との関係

　　一いわゆる内航鋼船業と機帆船業との競争・競合の問題であり・また・

　　機帆船から小型鋼船への転化現象という問題も含まれる。

　　④内航運送取扱業（者）の役割と実情

　　一もと回漕業と称され・内航運送の取次ぎ・下請・媒介をいとなむとい

　　われる斯業が，内航海運業者とりわけ機帆船に対してどのような関連と支

　　配乃至影響をもつか。この正体については未だ判然たる解明はなされてい

　　ない。

　　⑤内航船腹量にからまる問題

　　一慢性的船腹過剰に悩むといわれる本邦内航商船隊の現実，とりわけ，

　　登録船腹量と稼動船腹量との異常な開き，企業別或いは船種・船型別の内

　　航船腹量の在り方，等々，実情の正確な把握。

　　⑥いわゆる技術革新乃至船質改善の問題

　　一自動化船・専用船の発達・船舶の大型・優秀化が内航にあっても進行

　　し，また，云為されるが，社会経済上および物理技術的にいかなる可能性

　　と限界性もしくは利益があるか，慎重に検討すべきであろう。

　　⑦内航運賃にからまる問題

　　一標準運賃制が法定されたが・ごく少数特定の標準運賃と業界が自主的
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　　に設けるといわれる調整運賃とで一切の運賃問題が果たして解決され得る

　　のであろうか。あらゆる場合の運賃が合理的に算定され，また，いかなる

　　運賃競争も否定さるべきであるのか。等々。

　⑧内航企業の収益性

　　一多くの企業が内航経営の苦境・赤字累積を口にするが，一面，黒字経

　　宮の企業もある。経営の合理化と業界秩序確立とからんで，内航企業の現

　　代及び将来の収益性が考察されて然るべきであろう。

　　⑨内航船員（賃銀）問題

　　一国民経済にとり，また，企業経営にとって内航船員賃上げは重大間題

　　であるが，一面，彼等の賃銀はなおかなり低悪である。労働条件とともに

　　内航船の船員賃銀の妥当な在り方は，もとより，充分検討されるべき問題

　　である。

　ここにあげた企業経営的な問題点9つの外にも・なお・多くの考察すべき事・

項があるにちがいない。たとえば，新しい内航2法のひとつ「内航海運組合

法」に基づいて設立されつつある多数の海運組合の在り方と運営のごとき，或．

いは，内航2法で示された新政策の経済的効果（または効果の経済学的検討）

のごときがそれ。だが，またしてもの繰返しごとのようであるが，これら諸問

題は，いずれも，いわば，今後の研究課題であり，ここでは，ほぼ，単に指祷

するにとどまる。

　本項では，その標題に示した本邦内航の内部事情の複雑性を端的に例証する

ものとして，上掲間題点はじめのふたつについてのみ，数言を費やす。それは

同時に，わが国内航海運の特殊性の好例ともいえようから，本稿最終部分に充

てて充分ふさわしかるべきものでもあろう。

（1）中小船主における専業的内航と大船主における副業的内航

すでに述べたところから明白なように，わが国現実の内航活動は，それを専
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業とするものと副業としていとなむものの2者の総和である。専業としていと

なまれる内航と副業乃至兼営としていとなまれる内航との間に，思考の差があ

ること当然といわねばならぬ。

　戦後オペレーターと称されきたったわが国の代表的・一流の大海運企業は，

本来，外航活動に専念すべき筈だが，昔からの経緯もしくは主力外航事業に附

随して，内航活動にも従事している。これら大企業の内航業務なかんずく内航

用運航船腹量は，既にふれたごとく，当該企業の業務・船腹量全体の中では微

々たるものであるが，いわゆる一杯船主の零細内航企業のそれに比すれば，い

ずれも，きわめて大規模である。つまり，これら大企業の副業的内航の方が，

内航専業企業よりも量的優位を示しているわけで，実に，ここに，問題が伏在

する。

　いわゆるオペレーターに対するオーナーは，主として，外航オーナー即ち外

航用申・大型船の所有者一貸渡業者一を意味し，多くは，内航海運と無縁

である。本邦内航の主勢力は，個々的には微細ではあっても，専業として，乃

至，専業的に，内航に従事する中小船主，なかんずく，中小鋼船の運航者また

は所有者である。次項に述べる内航と近海との一体化・緊密化の傾向から知ら

れ得るとおり，少なくとも，内航主力企業の有力分子多数も，必ずしも内航活

動一本槍の在り方を示さない。そのかぎり，厳密には，内航主力の中小船主た

ちも，内航業務および内航船とともに外航業務および外航船を兼営併有すると

いえる。

　けれども，こうした内航主力申小船主における兼営・併有は，上述大企業の

副業的内航の在り方と明瞭な差をもつ。端的にいえば，大企業の場合，外航業

務と内航業務，外航船と内航船とは，一応劃然と区別されるのに対して，さら

に，いうところの外航が遠洋中心であるのに対して，内航主力の中小企業にあ

っては，しばしば，同一船が時に内航・時に近海に就航する。同じ営業課員・

船員が外航と内航とを受けもっといってもよい。そうした限り1後者は1内航
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を，ひとつの或いはふたつの主軸として海運業をいとなむものであって，前者

のごとく，附随的乃至惰性的に内航をもいとなむ在り方とは，立場を大きく異

にすると言うことができる。この意味で，彼等を専業的な内航業者と呼んでも

許されるであろう。

　より重要且つ明白なことは，近海にさえ出て行かぬ純内航の業務・船を経営

所有する小企業・小船主が甚だ多数存在する事実である。機帆船（業）や小型

鋼船（業）にとっては，内航は，主力というよりか，むしろ，全力である。余

りにも多数でありすぎ・各地に散在しすぎ，且つ，微力であり，団結や統制の

困難があるため，内航活動の指導権を握り得ていないとはいえ，彼等の存在と

役割とは到底軽視するを許されない。

　さて，如上，大船主グループにおける副業的内航と中小船主グループにおけ

る専業的内航乃至純内航との混在は，それぞれの立場・思考・利益の差を基盤

として，わが国内航の内部事情を複雑ならしめ，苦境脱出策の立案・実施に問

題を生ぜしめるこというまでもない。一応，業界も歓迎し且つ期待もしている

ところでもあるがゆえに，また，筆者自身いまだ当該問題にまで考察をすすめ

得ていないがため，内航2法による再建施策に対する批判的言辞は慎みたいの

だけれども，この法律・政策と上述の現実面との関連が充分旨く行っているか

どうか疑念なしとしないということだけは附言しておこ㌔

　上記2乃至3の違った内航，或いは，内航に対する異なる対応・態度の在り

方から，本邦内航〔主導権〕をめぐるグループ間競争論を直ちに展開するつも

りはないけれども，また，そうしたもののうち，いずれかひとつ乃至ふたつの

育成強化に重点をおくべきか，それとも，全部を含めた助成を考えるべきかと

いった政策論も後日にゆずるけれども，ともあれ，こうした大企業の副業的内

航と中小船主の専業的内航との区別・併存については，充分留意すべく，いた

ずらに・打って一丸氏なまるめ言葉・方策に逃避すべきでないように思㌔

　最後に・筆者は・こうした専業内航と副業内航との混在・それに基く事情の
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複雑性をわが国の一特色として述べたが，こうした問題が諸外国にあってどう

であるかは，実は，つまびらかでない。その意味では，諸外国内航についての

検討も是非必要であり，有意義でもあろう。もっとも，たとえ，本邦と諸外国

とで同似的な様相が認められたとしても，一面，わが国にはわが国固有の条件

・環境のあること明確であり，そこにおける問題として論議すべく，そのかぎ

り，本邦内航の特殊事情として考慮する必要と可能性のあることも附言してお

く。また，こうした専業・副業間題のなかには，当然，上述大塾外航船の内航

投入一もっぱら大企業によってなされる一も含めて論議されてよいであろ

う。後日の機会を期したい。

　（2）内航と近海との接合性

　海運白書によれば，「40年4月ユ日現在においては，貨物船38万7，000総トニ／

油送船ユ万9，000総トンの船舶が内航と外航に，ほぼ2分の工ずつの割合で就

　　　　　　　　　111
航して」いるとされる。タンカー（油送船）については殆んど問題とするにい

たらないが，貨物船約40万総トンが内航と外航とをかけもちしている事実が，

ここで，論議の中心となる。

　昭和39年夏に制定施行されたいわゆる内航2法，なかんずく，内航船の適正

船腹量および最高限度を定めた「内航海運業法」に基づく新しい政策によって

今日，たとえ臨時的・一時的にのみ内航に就航する船であっても，すべて，内

航船として登録されねばならなくなっているから，上記38万7千総トンの数字

は，当然，いうところの内航貨物船船腹量の一部である。当初から，適正船腹

量を著しく上廻り，止むなく，最高限度量として容認された昭和39年ユ0月の鋼

船貨物船船腹量ユ23万総トンに対比すれば，実に，3ユ．4パァゼントに相当し，

そのご4月までの新規建造量28万2，0G0総トンを加算しても4分のユにあたろ

う。もって，内航船の内航・外航両面就航が，決して，些小な問題でないこと

11〕　「日本海運の現状」一いわゆる海運白書一昭和40年度版，P・131
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判然とする。

　ところで・こうした外航にも就役する内航船は・内航用船舶のうちでも比較

的大きな船であり，通常，いわゆる3，000総トン型が最も多いといわれる。も

っとも，より小型船であっても，その例絶無でないようだ。他方，ユ万重量ト

ンクラスの外航大型船の臨時的な内航就航は，ほぼ皆無といってよい程減って

きているといわれる。

　重要なことは，上述の船型ともからんで，こうした外航進出内航船の就航区

域が，ぽぽ，近海一なかんずく，近海ユ～2区一に限定されるという点で

ある。つまり，外航とはいえ，遠洋活動にはいたらないわけである。そして，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12〕
ここに，内航と近海の接合・一体化の傾向が指摘・論議される。この傾向は，

戦後にあって，昭和30年頃から顕著になりはじめたといわれるが，戦前におい

ても，旧日本領土・中国・ソ連・東南アジアのいわゆる極東海運市場は，わが

国中小海運企業の働き場であり，また，こうした近海地区海運と本邦内航との

融合は甚だ密接であり，明白であったとされる。

　このような形における内航と近海の一体化・接合の関係・それ自身は1前節

に述べた諸外国，とりわけ，ヨーロッパにおける同種現象と相似したものも確

かにある。だが，それぞれの地理的・歴史的乃至政治経済的背景は異なってい

るし，特に，わが国が戦争を境にして，環境と条件を大きく変えた事実，およ

び，その中での，再出発・再建であることは充分考慮されねばならぬ。

　いまひとつ，直接には関係なき問題とも思われるが，近海と密着せる，或い

は，しはじめたわが国内航が，現実に輸送する貨物における内国貨物と輸出入

貨物との構成問題，別言すれば，本邦内航の経済機能（ウェイト）も，本項叙

述に関連して考案されてしかるべきであろう。けだし，もし，この近海と内航

の一体化・緊密化が将来必然の方向だとするならば，従前，内航船というもの

は，もつぱら，国内間移動にかぎられる内国貨物の輸送と外国へ輸出されまた

12〕寺井久美「日本海運の全容」第一編「内航海運」P、工3およびP，47～52
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は外国から輸入される貨物の国内的仲継・接続輸送とを対象乃至目的として考

えられてきたけれども，新たに，国内から外国へ・外国から国内への直接的輸

出入貨物の輸送をも考慮に入れる必要が生じるからである。

　とはいえ・この内航活動と近海活動との接合性についても1統計資料的な分

析は，すべて，将来に残され孔ここでは，これも亦，われわれが追求すべき

課題であり・同時に・わが国内航固有の特縁性であろうことを指摘するにとど

まる。
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内航の自動化専用船における就労状態

山　本　　泰　　督

は　じ　め　に

　昭和39年度の海運白書は，内航海運における近代化のあらわれとして，内航

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω
船の専用船化と，船舶の自動化および新船種の開発の2点をあげてい孔

　内航海運は国内輸送活動量の半分を占めているが，内航海運業の主要輸送貨

物は，石炭，鉄鋼，石油，セメント，石灰石，砂利，砂，石材等の産業基礎資

材である。ことに，近年のわが国産業構造の重化学工業化を反映して，停滞的

傾向を示す石炭を別として，上言己内航大宗貨物の輸送量の増加率は大きく，そ

のロットの大口化と他方における輸送需要者の流通経費節減要求とが相侯って

専用船の出現，増加をみている。内航専用船の建造状況より，その増加状況を

うかがうと，昭和33年には，2隻ユ，Oユ0総トンであったものが昭和38年には44

隻57，757総トンに増加し・39年9月現在の内航専用船の船腹量は334，789総ト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12〕
ンで内航船腹量（鋼船・木船計約257万5000総トン）の約ユ3％に達している。

また，専用船の種類も，石炭，鋼材，セメントから自動車，石油化学製品，薬

品・コンテナー等の分野まで増大してきた。

　他面，内航海運における輸送費低下の努力は，専用船建造とならんで船舶の

　　　　　　　　　　　　　　　　　制
自動化，機械化として現われてきている。　（第ユ表参照）船舶の自動化・機械

は〕昭和39年海運白書84－87頁。

12〕武石章，解説「内航二法」，昭和39年12月，33－34頁。

13〕現在，自動化船と云う表現は一般に使用されているが，その内容は，かならずしも

　統一したものではない。通常，機関の遠隔操縦，自動制御装置をふくむ船内作業の機
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化は操船性能の向上，乗組員の作業環境の改善にも役立つが，現在のわが国の

自動化・機械化は，船員費の高騰傾向にたいして，乗組定員の減少により船舶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14〕
経費の削減をその主たる目的とするものとみなされてい乱

　　　　　　表1内航における自動化，機械化装置別装備船の推移

自動化装置 昭37年 昭38年

オートパイロット
2（隻） 23（隻）

オート・テンション・ウインチ 0 ユO

ブリッジ・コントロール o ユ5

速　隔　監　視
3 23

燃　料　系　統
1 26

潤滑油系統
1 22

ボイラー系統
1 24

　　　　　　武石　章『解説「内航二法」』昭和39年12月，43頁より引用

　内航海運における専用船，自動化船は，今後さらに増加する傾向をもつと考

えられるが，最近内航においては・ごく初期に大巾な自動化・機械化を採用し

たばら荷運搬船F丸に便乗する機会を与えられたので，ここに同船における自

動化・機械化の実施状況と，同船の就労状態を，あきらかにしたい。それは，

上述の内航海運近代化のあらわれである専用船，自動化船における就労状態の

一事例を示すものであり1内船海運の近代化が，船員の労働条件に及ぼす影響

を考察するための手掛りとなるものである。

I　F丸における船舶の自動化の状態

F丸は昭和38年ユ2月に建造された総トン数874トン，重量トン数玉、350トン

　械化が採用された船舶をもって自動化船と呼んでいるけれども，自動制御装置が採用

　されていなくとも，船内作業の機械化が大巾に実施された船舶をも，その内に含めて

　いるばあいがある。小論で自動化，機械化とは，それぞれ自動制御装置の採用，船内

　作業の機械による省力化を，意味している。なお，船舶の自動化，機械化の現状につ

　いては，たとえば下記参照。浜田昇．「船舶自動化の今後の趨勢」『海上労働」15巻3号，

　　「巨船も自動操従で」『朝日ジャーナル』1965年10月3日号。

14〕昭和39年海運白書，86頁。
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のばら荷運搬専用船である。本船は当初より北海道／三陸間の製鉄用原料炭・

鉱石類を尋問に運送することを目的として建造されており，航路，貨物が限定

されていたため，その運航目的に合致した専用船として船槍，速力，荷役設備

が，設計されると同時に，また小型船としては，かなり大巾な船舶の自動化・

機械化が試みられている。

　自動化船F丸における就労体制をみるに失って，まず本船における自動化の

状態を紹介しておかねばならない。

　現在わが国で船舶の自動化というとき・それは機関部作業の自動化が中心と

なっており，主機関の遠隔操縦，主機および補機類の計器類の集中監視，自動

制御がもっとも重要なものであり，それに伴い操船機器の自動化を含めた船橋

の近代化が進められ，他方では係留装置，荷役設備，通信機器の省力化が実施

されてい孔そして，このような船内作業の機械化，自動化に並行して船内居

住設備についても改善が進められている。したがって，F丸における自動化・

機械化の実施状況をみるにあたっても，この順序で眺めてゆくことにする。

　F丸の主機関は，600馬力のディーゼル機関2基を減速機を介してユ本のプ

ロペラ軸に連結する，2基ユ軸方式をとっており，満載航海遠力はユ2ノットで

あるが，2基のうちいずれかの機関に故障が生じたばあい，クラッチの離脱に

より故障してない一方の機関により8ノット以上の速力で航行を継続できる。

このクラッチの離脱は，機関の故障の検出，警報から離脱まで，すべて自動的

におこなわれるので，主機関の監視，保守作業が緩和され，また機関故障によ

る停船をさけうるようになっている。

　主機関は，船橋にあるコンソールの右ブロックに組込まれている主機関遠隔

操縦装置によって，2基同時に操作できるようになっており，操縦装置には警

報装置，運転ランプと共に操縦ダイヤルの位置を自動的に言己録するテレグラフ

・ロガーが組込まれている。

　主機関の監視，自動制御については，F丸のばあいには，自動化された大型
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船のばあいと異なり機関制御室は設けられておらず，機関室後部に主機監視盤，

発電盤，配電盤等が装備されている。しかし機関室の無人運転，遠隔操縦のた

め，機関室に固定式，移動式名1台のテレビカメラがあり，前者は計器盤監視

用に使用され，後者は機関室全体の監視に利用される。このテレビカメラは，

船橋のコンソール左ブロックに受像器と並置された遠隔操縦装置により，カメ

ラの旋回，伏仰，移動およびレンズの絞り，ズームの調整が可能となっている

から，騒音，高温の機関室での当直監視は不要であり，船橋において主機の操

縦とともに機関室の監視がおこなわれてい乱

　発電機，原動機その他の補機類についても同様に自動化が進められている。

発電機1原動機とも2基装備されており，原動機の始動，停止は・機関室後部

の補機監視盤の押ボタンによるが，燃料供給，故障時の切換えの他，電力負荷

が大きいときは2基同期投入するが・その後に負荷が減少したばあいの予備機

切離しは，すべて自動化されている。その他に補機については，ポンプの自動

切換え，清水，燃料油の自動汲上装置（警報装置付），起動用空気圧縮機の自動

発停装置（警報装置付），潤滑油の清浄に用いるセルフセクターが採用されてい

る。

　機関部については1土にみたように大巾の自動化が採用されているが1それ

に比して航海機器については1とくに顕著な機械化1自動化は見当らない・一

一これは現在のどの自動化船についても共通していることであるが。しかし機

関の遠隔操縦にともない，船橋の操縦室の装備，配置は在来船と比較して大き

な変化を示している。操縦室は室内からの視野を妨げぬよう四方に窓をとり，

後部の化粧煙突も廃止されている。室内前面に操縦盤が配置されており，操縦

盤は右，中央，左の3ブロックに分れるが，右ブロックには，主機遠隔操縦装

置，回転計，主機関係表示灯および警報装置，テレクラフロガr中央ブロッ

クには1舵輸・ジャイ1・コンパス（自動操舵装置付），レーダー・発電機表示灯

および警報装置，船内電話等の航海機器，左ブロックには，主機遠隔監視用テ
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1ノビ受像器，テレビカメラ遠隔操作装置が，それぞれ組込まれている。室後方

には海図台，気象用ファックス（天気図自書己装置），音響測深儀，無線電話が，

後部視界を妨げぬよう配置されている。操舵，監視につく甲板部当直とともに

機関部当直も，この操縦室で機関の運転，監視をおこなうのであって，いわば

航空機の操縦室に類似したシステムと云えよう。

　なお航海機器には，とくに顕著な機械化はみられないと述べたが・内航就航

船としては在来型船にみられぬ機械化が進められており，自動操舵装置や特殊

警報器付レーダー（レーダー中に新しい映像が入ると，操縦者がこれを確認し

て止めるまで鳴り続ける警報ブザーがついている。）　に・それをみることがで

1きる。

　係留装置としては，船首にテンションドラムを装置した揚錨機を装備して，

係船，揚錨に兼用させ，船尾には独立のテンションウインチを装備している。

テンションウインチの装備により，荷役作業や汐の干満による吃水の変化に応

じて係船索の張り方が自動的に調節されるため，係船索の見廻り，引きしめ，

ゆるめ等の作業は不要となっており，また船の接岸位置の変動が少いため荷役

作業の能率化にも役立っている。また船首のデシンヨンドラムの切換えは船橋

操縦盤で遠隔操縦できるようになっており，繰出された錨鎖の長さは操縦盤の

指示器に表示されるから，出入港作業の作業量も減少している。

　船槍および荷役設備についてみれば，F丸が航路もほぼ固定したばら荷専用

船として設計されているため，槍口は技術的に許される限り広くとってあり，

鎗口蓋は油圧開閉機により前後に開く鋼製糖口蓋が採用されており・従来のよ

うな開閉用ワイヤーの掛け外し作業が不要となっている。荷役はすべて陸上機

械を利用するため，荷役用ウィンチは装備しておらず，本船に装備された小型

ウィンチ（3トン）は，陸上クレーンで揚荷するに際して，陸上貨車を引いて

荷役を促進することを目的としている。

　通信装置としてF丸は無線電話を装備しているが，無線通信機は備えていな
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い。船内通信には居住設備を含めた各室にダイヤルによる自動交換式電話があ

る外に，港内作業用のハンドトーキーがある。

　最後に居住設備にふれると，乗組定員ユ2名の全員が個室になっているととも

に，休憩室として純和室（5帖）が設けられている。暖房は機関の余熱を利用

した暖気暖房方式が採用されている。食堂は全員共通の一室で，調理室とはハ

ッチで接続している。調理用燃料はプロパン・ガスが使用されている。なお本

船では独立の事務室が設けられているのも小型船では珍しいことである。

皿　F丸の定員と職務分掌

　F丸の乗組定員は12名で，その構成はつぎのとおりである。

　職員6名（船長ユ，1等航海士ユ，2等航海士ユ，機関長1，ユ等機関士ユ，

2等機関士ユ）。

　部員6（甲板長ユ，操舵手2，甲板員2，調理手ユ）。

　また作業部門別にみれば甲板部は船長を含めて8名，機関部3名，事務部1

名の計ユ2名となっている。

　F丸の乗組員の職務分掌に入るに先立って，沿海に就航しているほぼ同じク

ラスの在来船の乗組定員を比較のために示しておこ㌔　（第ユ表）これによっ

て，F丸の自動化・機械化により省力化された作業の一班一そのすべてではな

い一また自動化に基ずく乗組定員の減少をうかがうことができるだろう。なお，

船員法は，現在700総トン以下の国内各港間を航行する船舶については，労働

時間，定員にかんする規定の適用を除外しているから，F丸との比較のために

は，700総トン以上，ユ000トン未満の船舶が適当だが第ユ表では参考までに1

700総トン未満の鋼船の事例も併せ掲げてあ孔

　第ユ表にあげた在来船の乗組定員・定員構成は各船の船型・設備によって若

干の相違は見られるけれども，ここに比較にあげた各船はいずれも自動操縦機，

遠隔操縦装置を備えていない点では共通しており，また船内作業内容，作業組
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内航の自動化専用船における就労状態（山本）

　織は，海業運のばあい企業が異っ

　ていても，同型船のばあい，ほと

　んど相違がないということも指摘

　しておこう。

　　在来船の乗組定員をF丸のそれ

　と比較して，明らかになるのは，

　F丸では機関部部員がまったくな

　くなったこと・甲板部員定員が1

　　　　　　　　　　　15〕
　～2名減少していることであり，

　甲板，機関部の職員定員は減少し

　ていない。第2にF丸では無線機

　がないため（無線電話を保有）当

　然のことであるが通信士が不要で

　あり，事務部定員はF丸は在来船

　よりユ名少ない，または同数であ

　ることである。その結果，F丸で

　は5～8名の乗組定員減となって

　いる。

　　F丸乗組員の職務分担を簡単に

㈲　甲板部の部員の定員につき，船員

法では総トン数700トン以上の船舶

　に乗組む甲板部の部員で航海当直を

すべき職務を有するものの定員は6

名以上でなければならないと規定し

ている。（70条）F丸の甲板部員は

　5名であるが，航海士のうちユ名を

　もって，部員必要人員数にあてるこ

　とになっている。
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紹介すると，つぎのとおりである。

A．甲　　板　　部

　a．航　海　当　直

　　　（職　　員）　　　　　（部　員）　　　　　（当直時間）

　　工航上甲板員A8一ユ2，20－24
　　2航士操舵手A0－41ユ2一ユ6
　　船長（補助甲板長）　操舵手B　4－8，ユ6－20

　ユ日3直制で職員，部員各エ名が当直に立つ。ただし船長は甲板長と当直を

共にして船長の判断により適宜休息をとることになる。

　なお本船の通信設備としては無線電話が備えられており，船長，ユ航士およ

び2航士はいずれもその装置の有資格者であるから，当直に立つ職員が当直ご

とに通信を担当することになる。

　b．荷　役　当　直

　　積荷時はユ航士，2航士の6時間当直制。揚荷時はユ航士，2航士および

　甲板長による3時間当直制。

　C．出入港および転錨作業の配置

　　（作業場所）　　　　（職　員）　　　　　　（部　員）

　　船　　　橋　　　　船長，2航士‡，　　　操舵手　1

　　船首　ユ航士，甲板長　甲板員2

　　船　尾　　2航士‡　　操舵手ユ
　‡2航士は，船首からのワイヤーがとられてから船尾に，船尾がクリヤーに

なって再び船橋にシフトする。

　d．当直に立たぬものの作業

　甲板部で当直勤務につかないものは甲板部員ユ名だけである。　（甲板員2名

中，1名は当直に立つが，甲板員間の当直勤務と日中勤務とはユカ月ごとに交

替する仕組になっている。）　この日中勤務の甲板員が衛生，食事あとかたずけ
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手伝，各種雑用をおこなうことにな乱

　e．その他の作業分担

　ユ航上一荷役計画・指揮，安全

　2航上一航海記事，衛生，雇入公認

　甲板部員一船体ペンキ塗り，ワイヤーロープ作成，船槍掃除など，甲板部員

の通常の作業分担が，日中勤務者および非番の当直勤務者によって実施される。

B．機　　関　　部

　a．航　海　当　直

　　　（職　名）　　　　（当直時間）

　　機関長8一ユ2，20－24

　　ユ機上4－8，16－20
　　2機上0－4，ユ2－16
　機関部では・すでにみたように・船橋での遠隔操縦と・自動制御装置が採用

されているため・部員は廃止されており・職員は・船橋で当直勤務をおこなう。

ただし・当直中に・数度機関室へ行き1直接，見廻りをおこなってい孔機関

部作業でピークとなるのは，ピストン抜出作業であるが，これには陸上要員の

派遣をうけ，実施している。その他の整備作業は，陸上への移行が意図されて

いるが，完全に擁除されてはおらず，またそのかぎり在来船の部員の職務の1

部も，職員が担当することになる。なお，在来船と異なり，職員間での担当機

械は分担されず，整備作業は全員で行なうことになる。

　b．出入港および転錨作業の配置

　　（職　名）　　　　　（配置場所）

　　機関長　船橋にて・機関の遠隔操縦。

　　ユ機上　機関室で，緊急事態にそなえて待機。

　　2機上　船尾にて1甲板部とともに係留作業に従事。

C．事　　務　　部
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　調理手工名が給食を担当している。ただし三陸のK港（石炭揚地）に入港し

たばあいには，朝8時より夕刻5時まで調理手の補助として婦人ユ名が雇入れ

られており，この間，調理手は食料の補給にでかけることができる。

　なお，食堂は職員，部員共通であり，また食堂と調理室はハッチをへだてて

接続しており，食後に食器は各自がハッチまで運ぶことになっているため，給

仕関係の作業は不要となっている。机上事務については，給料計算業務が陸上

に移行されたが，その他の事務は船内に残されており，職員，司厨長で担当し

ている。

皿　F丸における就労状態

　上にみたように，F丸では，船舶の自動化，機械化に伴ない，機関部部員を

中心としてその乗組定員を犬山に縮小し，また，乗組員の職務内容にも，変化

をみているのだが，このF丸の就労状態は，在来型船舶のそれと比較してみた

とき，どのような特質をもっているだろうか。それを以下に検討してゆこう。

なお，F丸は最初に述べたように，ばら荷運搬専用船として運航しているので

あって，以下にみるようにF丸の就労状態の特質は，自動化船における就労体

制の持つ問題と専用船の運航形態の持つ問題とが不可分に結びついてあらわれ

ることになる。

　まず，F丸の就労体制の個々の問題へ入る前に，それに先立ち，F丸乗組員

の労働時間について眺めてみよう。

　第3表は，F丸乗組員の時間外作業時間と，日本船主協会に加盟して海員組

合と団交関係にある5船主団体の所有する沿海就航船の乗組員の平均時間外作

業時間を比較したものである。F丸の所有企業も，5船主団体に加盟している。

船員の労働時間は，船員法また海員組合との労働鵠約により，ユ日8時間，1

週48時間に定められているが，船長が必要と認めた作業については，それをこ

えて臨時に作業することを認めている。したがって，時間外作業時間の大きさ
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を比較することにより，全体としての作業時間数の比較が可能となる。上の時

間外作業量の比較は，もとより，基準労働時間内および時間外労働の種類や，

労働密度には，ふれているものではない。ことに，遠隔操縦，自動制御がとり

入れられたF丸の機関部では，職務の変化もあり，作業内容が異っているので，

他船の同一職務との単なる作業時間比較では，厳密な作業量の比較をなしえな

いことは，もちろんである。このことを念頭に置いた上で，作業時間の比較を

おこなう。

　なお，内航海運全体からみると，日本船主協会に加盟していない船主に雇用

されている船員数の方がはるかに多いのだが，これら企業の所有船の大部分を

占めている木船および700総トン未満の小型鋼船については，船員法は定員，

労働時間を規定しておらず，またこれら企業と海員組合との団交関係も異るの

で，ここには，上のような比較をするに止める。

表3時間外作業時間数（月間）

職名 F丸（A）
5船主団体（沿海 ⊥就航船）平均（B） B

1航士
128，7 70．2 1．83

2航士
89．3 58．2 ユ．53

甲板長 83．3 54．4 1．53

操舵手 70．8 53．3 1．33

甲板員 81．2 50．3 ］．6ユ

機関長 93．1 43．5 2，14

1機上
97．4 52．5 且．86

2機上
81．7 48．3 1．69

司厨長 86．8 50．3 1．70

F丸：昭和39年ユi月～40年6月平均

5船主団体：全日本海員組合：調査資料号外「5船主団体関係賃金実態調

査表」（昭和39年7・10月分）の時間外手当額より逆算

　F丸乗組員の時間外作業時間を5船主団体所属船員（沿海）のそれの平均と

比較すると，

　ユ・全般的にみてF丸の乗組員の時間外作業時間は永い。5船主団体所属船
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員の平均的時間外作業時間にかんする資料が7月のユカ月だけであるのにたい

し，F丸のそれは冬期をふくむ8ヵ月の平均をとっているという相違はあるけ

れども一冬期には三陸／北海道航路に就航するF丸についてみると，荒天避

難のため，時間外作業が増大するという一面はあるが，F丸の各自の時間外作

業量の推移をみると，そのような季節的変動よりも，毎月ごとの不規則な変動

の方が大きいから一全般的にみて，F丸乗組員の時間外作業時間が，つまり

時間外労働を含めた労働時間が長いことを結論してよいだろう。

　2．個々の職務について，F丸と5船主団体雇用船員との時間外作業時間を，

比較するとl　F丸では1自動化によって部員定員が皆無になった機関部の職員

の時間外作業量が，他船に比して高いこととならんでユ航上一時間外作業の

絶対量では，もっとも高くユ28，7時間に及んでいる一・また司厨長の作業量

の多いことが注目される。

　F丸の時間外労働一労働時間が，他船よりも永い原因としては，F丸の自動

化，機械化による作業量の減少よりも定員の減少が大であるのか，あるいはま

た，F丸が専用船であるため，ピストン運転による出入港作業が頻繁であるこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16〕
とに基ずくのか，あるいはまたその双方が関係していることが考えられる。い

ま，その原因が，上のいずれにあるかを確定するためにはF丸および同型在来

船について船内作業の種類，所要時間等について分析せねばならず，それは断

念せねばならない。そこで，ここでは，船舶の自動化・機械化に伴い企業が乗

組定員を決定する過程について留意すべき点を抽象的に論じておくに止め，そ

の後にF丸の専用船としての運航形態と作業量との関連について触れることに

する。

　まず，船舶の自動化ないし機械化と，それに伴なう企業による乗組定員の決

16〕本来，乗組定員は就航航路における作業量を考慮して決定するものだから，このよ

　うな要素に分けて考えることは，おかしいわけだが，問題の整理のため，このように

　2分することは許されよう。なお，後述参照。
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定について。この問題を考えるために，船内でおこなわれている諸作業につい

　　　　　　　　　　　　　　　　　17〕
て簡単に考察しておくことが必要である。船内では，異った多種類の作業を行

なう必要が同時に，あるいは相前後してユ労働日のうえに発生するし，また航

海中の異った労働日間においても，その発生の態様は異っている。船内作業は，

その発生の頻度，継続性および作業を遂行すべき時期を選択する可能性の有無

という見地から，分類して，考えることができる。たとえばその発生が継続的

でありかつ，その作業を遂行すべき時期の選択の余地がないものとして操船作

業があるし，その作業をおこなうべき時期をユ労働日内または異った労働日間

のうちで選択することが可能なもののユ例として，整備作業がある。また船内

作業は，それが技術的に一船舶外で遂行することが可能であるが，企業の採

算的見地から，あるいは伝統的な慣習から船内で遂行されている作業（たとえ

ば各種船内事務）と，およそ船舶外に移譲できぬ作業（さし当っての技術的水

準から云えば操船作業）という形で分類することもできる。ある船舶の乗組定

員の決定は，標準労働時間を前提した上で上にみたような船内炸薬の性質を，

考慮して，もっとも乗組員の遊休時間の発生が少ないように，また，必要人員

数が最小となるように乗組員の分業協業方式を工夫し，その作業方式との関連

で決定される。具体的に云うと，まず船内作業のピーク時一甲板部では出入港

作業；機関部ではピストン抜出し作業がこれにあたる一に，必要な作業員数が，

検討される。他方，ある基準労働時間を前提した上で必要な当直作業員数（継

続的に発生する作業の遂行にあたるもの）と，量的に安定しているが断続的に

発生する作業を処理するに必要な作業員（日直勤務者）数の和が，考慮される。

実際の乗組定員は，このいずれか所要人員の大きい方によって決定されるわけ

である。

　上の叙述からすでにあきらかなことであるが，船内作業量の縮小には，船舶

17〕ここの叙述は地田知平「海上労働における分業と協業」（海運叢書3）昭和35年工2月

　に示唆をうけている。
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の自動化・機械化によるものと，陸上に移譲しうる作業の船内作業からの排除

という2方法がある。また，船内作業量が一定していても，乗組員の分業協業

方式を変更することにより，乗組定員の縮小を図ることも可能である。一在

来船のばあいは，長期間にわたり工夫されてきた分業協薬方式のため，その改

善の余地は少いけれども，船舶の自動化の進展に伴い，そこでは作業様式の工

夫により乗組員数は一層縮小するであろう。もっとも，そのためには大きく変

化した作業内容を遂行する能力を備えた船員が必要なのであるが。　（近年，検

討され始めた甲板部，機関部という作業組織の廃止，一本化と船舶士という新

職務にかんする構想が，これに当たる。）また，ピーク時の作業量によって乗

組定員が決定されているときには，ピークとなる作業の一可能なばあいの一排

除も乗組定員の縮小に有効である。

　さて，当面の考察の対象である船舶の自動化，機械化と乗組定員の縮小の関

連に立ち帰ると，船舶の自動化，機械化は，陸上へ移譲すべき作業，ピークと

なる作業の解消，さらには，作業組織の改変についての検討を経なければ，乗

組定員の縮小に充分に有効ではないのである。具体例をあげると，陸上への作

業移譲としては，保守・整備作業を船内でおこなうことを止め，入渠時におこ
　　　ほ〕
なうこと1（ただし・この本格的実施には機器・計器類にたいする信頼度の一

層の向上をまたねばならないが。）事務作業の本社1代理店への移譲があ乱

（事務作業のうちには，法律の規制および商慣習から船内でおこなうことを余

儀なくされているものがあるが，船舶の自動化に伴なう乗組員の縮小傾向を考

えると・早晩1事務量の整理に配慮が必要となろう。）　ピークとなる作業の処

理については，出入港作業は，係留装置の機械化により作業量の縮小が進めら

れているのが実情であり，また，ピストン抜出し作業は，入渠時まで延期する

か，あるいは陸上から臨時要員の巡遺をうけることにより，乗組員の作業量の

18〕ある自動化内航タンカーでは，船体各部にビニール・ペイントを使い，ドックまで

　ペンキ塗りをしないでいるほか，各索具の整備を陸上でおこなわせている。「ある自

　動化船の船長をかこんで」（座談会），『海員」ユ964年4年，36頁。
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縮少が可能である。　（F丸では，後の方法を採用している。）

　なお，念のために付言しておくと，船舶の自動化・機械化は，乗組定員の縮

小，それを通じての船員費，より正確には運航費の節約を目的として，企業が

実施するものである。したがって船内作業量の縮小，あるいは所与の船内作業

量と基準労働時間を前提としての最小作業員数という意味で合理的な乗組定員

を決定することに，企業は努力するであろうが，このようにして走った乗組定

員は，船内で遊休作業員（時間）を発生させない，あるいは総運航費を軽減さ

せるという意味で合理的な乗組定員ということは・できるけれども・ここには・

船舶の自動化に伴なう作業の監視労働化への移行，労働の緊張度の増大は考慮

に含まれていない。したがって労働の緊張度の増大は，労働支出量が最大とな

る労働時間を縮小するから，労働支出量が最大となる一企業的視点から云う

ところの一最適労働日が，短縮化してくることが考慮に入れられていないこ

とは，注意されておいてよい。

　もっとも，最適労働日の内容は，労働支出量を計算する期問の長さに左右さ

れるわけであるから，企業が，その期間としていかなる長さを選ぶかによって，

最適労働日をも考慮した乗組定員の内容も変ることは云うまでもない。船舶の

自動化の進展は，労働支出量と生産量との直接的対応関係を不明にしがちであ

り，海運業のばあい，具体的には乗組員の疲労が海難事故の発生の可能性を持

たぬかという形で労働時間，定員を検討することになると思われる。そのばあ

い，労働の強度化が存在しても，それが，事故発生の高い可能性と結びつかぬ

限り1企業は必ずしも労働時間短縮の必要を認めない。ただし1乗組員の労働

意欲一労働時間・強度，賃金と函数関係にあるとみられる一の低下は事散

発生の可能性を増大させるから，労働の強度化が労働意欲を低下させる傾向が

あるとき，企業は人間関係管理と並んで労働時間について再考慮するであろう。

　いま，ひとつ・更に付言すれば・企業が船舶に採用する自動化・機械化は，

現行の基準労働日および賃金を前提として，その技術的構造なり，乗組定員が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5ユ



経済経営研究第16号（I）

決定されているのであり，労働時間は労使間の対抗関係のうちに決定されるも

のであるから，労働組合の労働時間短縮運動の成否と定員問題は密接に関連し

ているのである。

　議論が，F丸の具体的な就労体制からそれたが，そこに立ち戻って，F丸の

運行形態と，就労状況との関連について眺めよう。

　F丸は，すでにのべたように，北海道から三陸へ製鉄用石炭を，三陸から北

海道へ石灰石を輸送している専用船であるが，必ずしも，積地，揚地が各ユカ

所に固定しているのではない。製鉄用石炭揚地であるK港は1もちろん確定し

ているが，北海道石炭積地は，出炭状況に応じてM港と丁港とに変化する。ま

た，石灰石積地はK港北方のO港で，揚地はM港であるが，往航の石灰石輸送

を止める時もある。通例はK港（空船）一〇港（石灰石積取）一M港（石灰石

陸揚），復航・・M港（石炭積取）一K港（石炭陸揚）で，航程約250海里，航海

時間約2ユ時間である。

　通常，積荷の荷役時間は4～5時間，揚荷はユO時間前後であり，石灰石積地

のO港を除いて・その他の港では夜間荷役がおこなわれており1荷役終了後・

本船は直ちに出航する。

　F丸のユカ月間の航海数は，寄港地の変化，天候などによって変化はあるが，

大体力8～ユ0航海である。したがって，航海および荷役の所要時間からみて，

F丸が・ピストン運転されている事情がうかがえるだろ㌔短距離の航海と・

出入港が頻繁に，くり返されているわけである。周知のように，出入港作業は，

船内作業量のピークを形成するのであり，事務部を除く全員が配置につくので

あるから，頻繁な出入港の繰返しは，乗組員の時間外労働を増大させることに

なるし，また，当直勤務者の当直勤務一休養一当直の生活リズムを変化させる

ことになる。また本船では，整備作業がなお船内作業として残されており，碇

泊申に整備作業をおこなうことが多いため・港内碇泊中に上陸・休養する機会
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は少ない。F丸の専用船としての運航形態は，また乗組員に休日ないし代休を

与えることを不能にしている。（労働鵠約では，航海中の休日は乗組員にユ日

につき，8時間分の時間外手当を支給することにより，補償することになって

おり，停泊中はそのまま，休日が与えられる。ただし，この休日に労働したも

のには，代休を支給するか，休日補償手当をもって，これに代えることが認め

られている。）　さきにみたF丸の時間外労働量の大きさは，このようなF丸の

出入港作業の頻繁さと，休日が与えられていないことによるところが多いと考

えられる。

　F丸の時間外労働の高さと，休日がとれないことは，乗組員の疲労度を高め

る要因となるが・ことに荒天時の航海時で船員が疲労したときなど，休養が充

分とれぬまま，疲労が蓄積してゆくことになる。なお，このような状態のもと

では，ときに実施する必要がある火災訓練，海難訓練をおこなうことは，実際

問題として不可能であろう。なお，上に指摘した諸点は，F丸に限らず，内航

専用船の大部分に共通する事情と見傲してよいであろ㌔

　F丸では・船内作業の自動化によって乗組定員の縮小を図ったのであるが・

同一船舶でも，その運航形態によって，工労働日当り平均作業量は大きく変化

する。たとえば，F丸の就航距離が2倍の航路に就航したとき，出入港作業の

頻度は・現在よりも減少するであろ㌔F丸の建造にあたっては1もちろん1

その就航航路は最初から予定されていたわけであり，船内の機械化および定員

数は，その運航形態をも考慮して決定されたものであることは云うまでもなか

ろう。事実，係留作業の機械化などは，その装置がない船に比べて，出入港の

作業量（時間，労働密度）を減少させている。しかし，F丸では，その就航航

路が近距離であるため・同様に自動化され・より長距離の航路において専用船

として使用されている船舶の乗組員より，作業量が大になることは，認めねば

ならぬのである。現在，F丸にかぎらず，いわゆる自動船のいずれについても，

係留装置は，それが，機械化されてはいても，自動化されている例はないから，
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内航に就航している専用船のように，出入港作業が頻繁に発生する船舶では，

それが乗組員の作業量を増大させる重要な要素となっていることは，充分認織

されてよい。そして，この作業量増大は，乗組員数の増大によっても，一それ

が他作業の分担を通じて各乗組員の総作業量を減少させることは別にして一，

さほど各乗組員の作業量を減少させないのである。

　上にみたような出入港作業の頻度増加による乗組員の作業量増加を防止する

方法としては，船舶の係留装置が同一であることを前提とす一ると，係船ギャン

グの陸上よりの派遣および港内碇泊中の船内諸作業の陸上派遣要員による代行

一いわゆるport　reliefの使用があることを指摘しておこう。　（F丸では，司

厨関係については，ポート・リリーフ制度を採用していることは，さきに紹介

した。）　このポート・リリーフ制度により・乗組員は船内生活のサイクルが乱

されぬほか，さらに積極的に休養をとる機会が与えられるわけである。もっと

も，同一航路に1船だけしか就航していないばあいには，ポート・リリーフの

使用は運航費の増加を招くけれども，同一航路に数隻以上の船舶が計画的に配

船され，ポート・リリーフの遊休化が生じないばあいには，分業的視点からし

ても，その採用が合理化されると考えられる。　（なお，付言すれば欧米におけ

るポート・リリーフの実施は，乗組員に上陸休養の機会を与えるという人間関

係管理の視点が重視されているようである。）

　つぎにF丸の自動化・機械化による職務内容の変化についてみよ㌔さきに

F丸の乗組員の職務分掌でみたように，乗組員中，もっとも作業内容が変化し，

職務分担も変化したのは，機関部である。そこで機関部に事例を求めよう。機

関部では，主機，補機類が自動制御になったため，機関室での運転作業がほと

んど消滅し，作業環境が改善されるとともに，その作業が監視労働化してきた

のであるが，機関部の作業が全面的に監視労働化したのではない。会社では，

整備作業の陸上移行を意図し，それに努力しているが，なお部分的にせよ整備

作業が残されている。ことに自動化に伴って，機器類が複雑化しているために，
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その整備作業も複雑化しているわけであるが，機関部では，部員定員が廃止さ

才したため，職員が全員在来船の職務における担当範囲をこえて整備に従事しな

ければならない。さきにみた機関部職員の時間外労働量が相対的に大であった

ことは，机上事務の存在も，さることながら，整備作業が，現在，なお，機関

部に残されている程度を示すものである。機関部の作業が監視労働とともに，

従来より存在する整備作業をも含むことは，現在の自動化船のおかれた過渡的

段階を反映するものであるが，それだけ，労働の密度も従来より，増大してい

るものと考えられる。

　F丸の職務内容の変化と教育訓練および配乗との関連についてみると，F丸

の就航当初より，乗組員について，特別の教育訓練は実施されておらず，また，

配乗にあたっても，特定のものがF丸に引続き乗組むといった方式は採用され

ていない。ただし，船長，機関長は，有給休暇の時期は別として，同じ者がそ

の職務についている。乗組員はしたがって，配乗後において，その職務内容に

習熟することが要求されているわけである。

　以上，F丸の就労状態についていくつかの問題点を指摘してきたが，それは，

つぎのように要約できる。労働．量（労働時間，労働強度）や航内生活における

疲労度については，F丸では，一方における機関部作業にみるような自動制御

装置の採用，作業環境改善や，居住施設の改善等，他方における定員削減，作

業内容の変化に基ずく精神的疲労度等の相反する要素が存在しており，労働科

学的な分析をまたねば，労働量が在来船に比して増減したか，どうか結論を出

すことはできない。しかし労働時間についてのみ云うならば，工．F丸では，自

動化にもとずく定員減によるか，あるいは，専用船としての運航形態によるか

は・不明であるが・他船に比して1時間外労働量が多い。2．F丸では1短距離

のピストン航海をしているため，出入港作業が頻繁であり，休日が与えられて

おらず，そのため，一度，就労すると，その疲労を回復することなく，疲労が

二累加するおそれがある。
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むすぴにかえて

　われわれは，内航の自動化専用船の就労状態についてユ事例を眺めてきたの

であるが，そこでは，自動化船ないし専用船の定員決定についての海員組合か

らの規制については直接的にふれるところがなかった。ところで，海員組合は，

海運業における技術革新・および合理化運動の発展にたいして・それが船員労

働力の過剰化をもたらすおそれがあるため，労働時間の短縮，有給休暇の延長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　帽〕
を，重要な斗色目標のびとつにかかげている。また，それと並んで船舶の自動

化に伴なう就労体制（定員・職務内容）の変化についてもそれが労働強化を導

くことがないよう，定員問題を重視してきている。昭和40年4月の5船主団体

との協約改訂にあたり・定員および・それに関連する諸規定変更をみたのは，

その表われであ乱すなわち・新協約では・恒常的な時間外労働とならぬよう

に乗組定員を決定することの他，定員決定または変更の事前周知，会社の定員

決定計画について組合の検討および船内意見の聴取，割増時間外手当の条項を

新たに加えている。従って，船舶の自動化ないし，合理化に伴なう定員問題は，

今後引続いて，海運業労使間の争点となることが予期されるのであるが，定員

問題にかんする分析は今後の考察にゆだねることとして，内航における船舶の

自動化・機械化とそれに伴なう定員問題を考察するにあたり，留意せねばなら

ぬ諸点をあげて，むすびにかえよう。

　その第ユは，船員法では，700総トン未満で国内各港間を航行する船舶には，

同法における定員，労働時間および休日にかんする諸規定の適用をみないこと

である。昭和38年には内航船26ユ万総トンのうち，機帆船・小型鋼船のように

船員法適用外の船腹は約工70万総トンに達していた。（ただし昭和40年7月に

いたり船員中央労働委員会は，小型船および小型旅客船に乗組む海員の労働時

⑨「船舶自動化にかんするITF回章にたいする全日本海員組合の回答」全日海，第

　ユ9年度活動報告書工31頁参照。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内航の自動化専用船における就労状態（山本）

間，休日等の労働基準にかんして，法律改正の建議をおこなっている。）

　第2に，内航船に乗組む船員は，未組織のものが存在し，また全日本海員組

合が組織した船員も1その雇用されている企業により・団交関係が異っていて，

三者の間で賃金，労働条件の格差が大きい。すなわち機帆船の乗組船員は・そ

のごく一部が組織化されているのみで，大多数の船員は未組織である。他方，

従来より内航オペレーターと呼ばれる内航企業は，関東，関西の地区ごとに船

主団体（火曜会，1洋会）を組織し，外航企業とともに5船主団体を構成し，

海員組合と合同交渉をおこなっている。小型鋼船船主は，小型鋼船の出現がほ

ぼ昭和30年前後で新しく，また零細企業がその大多数であるため，その所属船

員の組織化は，比較的おくれ，従来，地区ごとに結成された船主会と海員組合

が鵠約を結んできたが，昭和40年6月に船主団体は全国内航船主協会を結成し

て統一協約を結ぶにいたっている。

　第3に，内航海運業には多数零細企業が存在している。昭和40年度海運白書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　om
によれば内航海運企業は2万をこえるといわれるが，その圧倒的部分が，いわ

ゆる一杯船主である。機帆船主は，すべて，この内に含まれるし，小型鋼船の

船主も，インダストリヤル・キャリヤーその他若干の例外を除いては，一杯船

主もしくはそれに近い零細企業である。したがって，内航企業のうちで船舶の

自動化・合理化を実施しうる層は限定されている。

　第4に，上記のような零細業者の存在と船腹過剰傾向から，内航海運では過

当競争・運賃市況の低迷が1昭和34年より引続いでい孔

　上にあげた諸点は，内航における自動化・合理化に伴なう定員問題にたいし，

外航海運におけるそれと異った性格を与えるものであり，これら諸要素の制約

下に形成される定員問題の結果は，内航海運業における業界の調整を目的とす

るいわゆる内航2法の実施結果と並んで・内航海運業における「近代化」の性

格を形造る柱となるであろう。

虹⑪　昭和40年度海運自書125頁
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国際流動性効果の一考察

藤　　田　　正　　寛

I

　共産圏を除く，いわゆる自由世界の工964年末の金準備総量は4ユ0億ドルで対

外準備の60％である。やはり国際金融資産あるいは準備資産としての金の地位

は確固たるものである。0ECDの20カ国の占めるのは370億ドルでユ963年末

より20億ドル増である。アメリカの金準備はユ5ユ億ドル，（本年5月には148億

ドル）に減少しているのとは対照的である。OECD加盟国は金保有の増大に

カロえ外貨準備は工50億ドルとなり対外準備は520億ドルとなってい私自由世

界の外貨準備総額は250億ドルでユ50億ドルがドルで，70億ドルがポンドとな

っている。自由世界のうちOECD20カ国を除く各国の対外準備は140億ドル，

うち外貨ユ00億ドル，金40億ドルである。

　世界の年間平均金生産はユ3億5000万ドルでソ連の金売却が年平均4億ドルで

あるから世界の金供給はユ7億5000万ドルとなる。金生産のうちで対外準備に6

億3000万ドルが向けられ，ユ0億ドルは工業用となっている。対外準備のうちの

金準備率は0ECDはユ903年末73％であったがユ964年末はに71％となり，ヨー

ロッパでは工963年末67％，ユ964年末64％，ユ965年に入って67％に回復している。

これはフランスの金買入れによるものでフランスの対外準備の中の金準備率は

1963年7ユ％・ユ964年73％1ユ965年5月末79％となり・西ドイツもユ963年の54％

からユ965年5月末では62％となっている。その他，スイスは金保有率はユ965年

5月末で9ユ％，オランダ83％で最低のスェーデンユ9％となり・平均50％であ糺

　ユ964年末のEEC全体の対外準備は王98億ドル・うち・西ドイツが70億ドル・
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フランス51億ドル，イタリー37億ドル，オランダ2工億ドルであった。このよう

に金選好の増大はアメリカの金流出により，いよいよヨーロッパではつよく・

金本位復帰論や新準備資産創造論が叫ばれるとともに国際流動性問題があらた

めて検討されている。ここでは先っ流動性測定のウェイトの効果と平価問題を

考察したい。

皿

　いうまでもなく国際流動性についてはその概念規定は一様ではない。輸入数
　ω　　　　　　　　　　　　②
量説といい，国際収支説といい，いづれもすべての疑問を封ずるまでには至っ

ていない。それが国際的金融資産あるいは準備資産の範囲を価値尺度としての

金から公的，私的流動性までを含む，いわゆる信用ファシリティを広く包括す

るものとして把握せねばならないとする論拠を与えているのである。

　金，外国為替，国際的なクレジットなどが数えられるが，国際流動性（工）の

　　　　　　　　　　　13〕
測定式はつぎのようになる。
　　　〃　　o　I　　　　　　　　　　〃　　血I　　　　〃　　’I

　　　ΣΣ4≧工≧ΣΣAミーΣΣC；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1．1）
　　　I　　　　　　　　　　　　　　　’　j

　ここで国際流動性総量をLとし，以下のごとく定義をする。

N　国家の数（w個の国家）

』、国際準備資産の額面価額

Cj国際的負債の額面価額

工’｛番目の国の国際流動性

D．6国通貨に対する経常的，臨時のプレッシャー次元（確率変数）

ω代表的なものとしてR．Tr冊n，Go1d　and　the　Dou趾Crisis，1960．

12〕代表的なものとしてはC．A・Coombs，M．I胱，E．R㎜ali目nd　J，Tむ㎎eler，

　Copver舳tion　on　Intematio㎜1Fi㎜n㏄，Monthly　Review　of　Fede記1Reserve

　B㎜k　of　New　York，Aug－963．

｛3〕】≡：、J．Kane，Intematiom1高quidity，KyHos，Vo1．XVIn，Fasc．1．1965，PP．

　28－29．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際流動性効果の一考察（藤田）

プ（D，）D．の確率密度関数

　4　5国の保有するゴという国際準備資産の量

　α、6国保有の国際準備資産額

　Ci4国の保有する（対外国）ゴという負債の量

　c，iに対する債権の総額

　　　P三つ国がゴ番目の貸付協約（負の場合）の代数値，またはゴ番目のク

　　　　　レジットの限度（正の場合）の代数値

　　　Pi未払である｛を含めた貸付協定の総数

　　　固｛国が通貨危機克服のため4という国際流動性を引き出す範囲を

　　　　　測定する確率ウェイト

　　　γ1D‘国の対外債務に伴う確率ウェイト

　　　17事新しい国際流動性4の要求に対して生ずる対外債務による確率ウ

　　　　　エイト

　　　σ3P二に伴う確率ウェイト

　包。’j（D、）｛国が（D．）の次元で引出すことのできる国際流動性刈の程度を測

　　　　　足する附加関数

　砂‘ρ、）同様にCiによる附加関数

　〃〃（D‘）同様にPiによる附加関数

40呈，∂0　3国当局の引きうけるKという政策の有効期間

五一F（、．、）　リニア（線型）関数

　一般に一国の国際流動性は外国資産の現実化にかかっているため，また粗負

債，純負債量を分析の対象とすることができる。

　このような分析ではいくつかの欠陥がある。

　第1点は全世界の流動性測定の問題からかけ離れていることである。この理

由は単に各国の流動性を合計することを否定した極端な一国，または二国の流

動性比較論にもどることによってしまい意味がなくなるからであ孔つぎに第
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2点としては各国が国際流動性を引出す力と外国債務を無視していることであ

る。

　ここで注目すべきことは一国の国際流動性分析に重要であるのは各種の対外

資産1負債・貸付限度の合計額に確率としてウェイトをつけることの意味であ

る。一国の国際流動性工．の単純な合計である地域的流動性から世界の流動性

の測定には国際資金の源泉としての使用についての重要性傾斜度が具体的に示

されれば好都合である。

　Pl（，）を，基中に引出す4国の国際金融能力とす孔　（この場合1貸付協定

　は負の数とする）負の貸付協定すなわち，財政困難をP．（f）とすると
　　　　　ol“〕＿　　　　　　　　　　““〕　　　　　　　　　　　か（’〕
　　　工．（，）Σ〃；（’）”呈（，）一Σ17二（，）C二（，）十Σσ：（，）P二（‘）

　　　　　ゴ　　　　　　　　　　　ゴ

　　　（O≦1；17呈，一7；，　1ブ；≦1；i＝1，．。．。、．jV）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1，2）

　　　　　　　　〃　　　　　工（f）ヨΣZ、（‘）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1．3）

　　　　　　　I！1
　”，17‘，σ‘ばつ国の通貨の強度の維持について国際世論につよく影響をう

け，また，｛国の主な債権国，債務国の外国為替市場の状態に影響される。こ

のことは，もちろん，δ国の国際収支の状態や外貨としての｛国通貨の地位，

外貨準備高が4国の国際流動性を規定していることを物語っている。一国の国

際流動性は短期的にはいわゆる基礎的差額（basic　bal㎜㏄）と違っている。工手

は準備センター国では基礎的収支は不足となっている。アメリカではこのこと

が実際に表面化したのは1957年である。金の喪失や純短期債務の累積がユ00億

をこしてくると世界的にドル不足問題はなくなったかに見えるが，実際はドル

不足による被害はなお大きい。

　国際流動性については経済のビベービァよりも心理的多様性につよい影響が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω
あるという見方から潜在的可能性を強調する立場がある。

　ここでは潜在的可能性に限局せずに議論を進める。国内流動性は満期構造と

ユ4〕Edward　G　Kabe，Intem田tlona1L1qu1d1ty，Kyklos，Vol　XVIII，F日sc　l，1965，

　P．30
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際流動性効果の一考察（藤田）

金融能力にかかっているが直接，必要性を充足する諸資源にどれくらい各国の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤
収支が関連しているかということもいえ乱流動性をもつ資産をどの程度まで

流動化できるかについての予測はきわめて困難であり，流動性は現存機構に即

応したもの，経済や過去の経済事象に適応したもの，将来の経常期待に対応す

るものなどの種類も考えられる。併し，流動性の種類はいづれも正確な基本的

測定というものを発見していない。

　このように正確に国際流動性を測定することは至難であり，また・正確ある

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈹
いは適正水準というものの把握についても議論は大いに分れてくる。

　国際流動性についてはいっも政府の外国為替政策や金融政策の重要な標的で

あり，民間経済の直接的関心事とはなっていないことも特質である。

　いうまでもなく，戦後，国際流動性問題が生じたのは準備センター国であるア

メリカの恒常的な国際収支の逆調による金流出に伴う国際通貨としてのドルの

動揺からドル危機への発展である。しかも基軸通貨であるドル不安の深刻化は

国際通貨基金の機能をいよいよ低下させて，ついには新国際通貨体制移行を合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　側
む新通貨の構想にまで展開をしてきている。このような国際流動性間題接近は

一様に国際流動性は不足するとの基本的見解に立っているが，伝統的国際収支

救済策はwとγの相対的に有利に移動させる能力に直接・依存したもので

あった。

　さてD、（f）は5国のt期の通貨圧迫次元を示しておりD、（，）を確率密度関数

15〕C．R．Whitt1esey，Liquidity，IntemationaI　Liquidity，and　the　Do11ar　Problem，

　We1肺ir帽。h州iches　Archiv，Band93・Heft2．1964・pp・245－258・

｛6〕H．G．Grube1（ed．），World　Monet田ry　Reform（Plms　and　Issue），1963．

　　W．M．Brown，The　Extemal　Liquidity　of　an　Advanced　CountW，1964、

　　鈴木浩次編，「国際流動性論集」，1964年

　　松村善太郎，「国際通貨ドルの研究」，ユ964年

　　芦屋栄之助，「国際通貨論争」．1964年

　　吉田啓一．「国際金融論」，1965年

｛71最近の国際流動性論議の展開については鈴木浩次，「国際流動性論議の現段階」，エコ

　ノミスト，1965年10月5日号
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工（D、）に対する確率変数とする。またω．ゴ（一），砂．j（f），伽．。（，）（0≦物，田．j，ω．ゴ≦ユ）は

t期に生ずる5国通貨危機にゴ資産，貸付限度の有効な範囲を測定する附加関

数であ乱　D、（，）は表面上の変数であるだけで特に正確な経済的意味を与える

必要はなく，尤（D．）は条件であり4国通貨のε期の経済的，政治的，その他の

変数に依存するわけである。

　このようにして4国の流動性の国際市場の関連で考えられるが…・・

　　　ω．j（，）＝尼。…’（j）．）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ．4）

　　　砂わ（i）＝田1j（D’）　　　　　　　　　　　　　　　（工．5）

　　　〃’。（，）＝m1。（D’）　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ．6）

　そこで

　　　4景≦α緒≧川一・，，昨1，昨1，q）（1．・）

　　　sin［∂ω’、／a」D』＝sin［一p二］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ．8）

　（ユ．4），（ユ．5），（ユ．6）より

　　　舳十仰舳）似　　　　　　（1・・）

　　　職一∫田1・（・1）仰）似　　　　　　（1・1・）

　　　酌一∫舳）仙）〃1　　　　　（1・11）

　　　　　　　　　　　　100－D，
　　　O≦D、≦ユ00，ω三戸　　　’
　　　　　　　　　　　　　工00
　　　　　　　　ユ
　　　カ（Dトユ00

　この場合，W1三ユ／2，4が対外資産の範囲壽に入るものと考えると。．（，）：0，

ク、（’）＝0となる。

　流動性改善のための政策の策定についてはB国の政策を島とするO皇が政

策効果となる。（ユ．3）の関係を展開して

　　　　6工　　”6z
　　　　ω皇一事ω1　　　　　　　　　（ユ・2）
　（ユ．2）を引用すれば
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　　　4与一季｛孝／所嚇・・；鍛〕一ミ

　　　／乃鵜・・嶋／・押鵜・・1隻削　　（1・1・）

　D．の水準や範囲が流動性問題にとって重要であり［一的＜κ、≦D、≦yI＜。。〕

が条件となっている。

　国際通貨基金やバーゼル協定の改善のためにはaP二μ0ヨO，P量はいままで

の国際環境で決定され∂σ；μOで測定されるともいえ乱

　f国のW加法のウェイト効果を∠・∂〃IμO，C・∂γIμ0，P・♂σIμ0で

示すと

師耕一印猪〕となり・さらに・狐（“）では

　　　　一　　一　　a〃　　　Σ（例7二一一7’）　　’
　　’目1　　　　　∂0

　（ユ．ユ3）から肌μO皇，3工’μO童はウェイト効果と潜在適応効果（特殊化政

策は，国の資金を変化させるものであり，国家の資産選好行動のなかでは国際

流動性の増大が重視される）の大きさと性格に影響をうける（肌、μ0はリニ

ア関数四一風＿）］となっている）。

　一国の国際収支は，つねに国際流動性の変化率を表現したものであるという

いわゆる国際収支説では，いかなる国でも国際収支の黒字がゼロまたは逆に赤

字になる幅を問題としての国際流動性の改善の指標とするが便宜的には（工．2）

式で肌とηをゼロまたは1に制限しσ；を0にすることである。国際収支

の安定化ということは一国の国際収支を国際準備に対して，つねに増加傾向を

保持できるものとしておくことでもある。国際準備増加傾向がつゾくことは国

際収支の黒字を促進し，強化してゆき，工’の増強となることはいうまでもない。

　ドル過剰とドル不足は相対的な現象であり他の条件がひとしければ，流動性

のウェイトが有利に影響すると国際貸付協定の拡大も可能になる。

　　　　〃　　　工＝Σ工j＞0

　国際収支変動のために外貨準備が減少し，現在のようなドル不安が相当期間
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におよぶならば，国際通貨としてのドルを中心とする国際通貨制度は動揺し金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18〕
為替本位制の改革が課題となることは明らかであ孔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　皿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　皿。
　国際流動性の増強問題はトリファン提案からオッソラ報告にいたる諸論議ま

で広い拡がりと長い時間的経過をもっている。

　国際流動性は国際資金の単なる移動ということではなくて，その根底には通

貨の信認がひそんでいる。国際通貨の信認に支えられた国際決済制度全体の信

認が国際信用が過度に拡大すると害われることが問題となる。国際金為替本位

制への批判もまた，つねに国際信用の過度の拡大を阻止する可能性にかかわっ

ているといってよい。金為替本位にあっては安定的な世界貿易と決済を支える

国際流動性が迅速に十分に供給されることへの不安が見られるために金為替本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω
位制を補強することが必要となるという議論の存在理由があるわけである。

　マハループ的な分類によると国際流動性増強プランは5つに分けられるが，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岨囲
これについて，それぞれを詳論することは他に譲ることにして問題の指摘にと

どめることにすれば，

　　　　　　　　　　血劃
　（ユ）多数基軸通貨案（mu1tip1e　key　currency）キー・カレンシーを現在の

⑧Ffltz　M田。hlup，P1ans　for　Reform　of　the　Intematmal　Monet岬System，Spe－

　cia1Papers　in　Intematio㎜l　Economics，No．3，Princeton　Uni“，1962．

19〕トリファンの最近の論文としては「国際通貨改革を急げ」日本経済新聞，1965年9

　月21日号がある
u①　Group　of　Ten，Report　of　the　Study　Gm皿p　on　the　Cre副tion　of　Reserve　Assetts，

　Aug．1965．（要約は日本銀行調査局訳，「準備資産創出に関する硫究グループ報告」

　1965年8月がある）。
llコF．M田。hlup，Plaエis　for　Reform　of　the　Intemati㎝al　M㎝etary　System，1964．

　P．20．

l1a拙稿，「国際流動性問題1－2」，金融ジャーナル5－2，3，（1964年2－3月号）。

　A．H．Hans㎝，The　Do11趾and　the　Intematiom1M㎝et町System，i965、
㈹　FA　Lutz，The　Problem　of　Intem副tエ㎝al　Llquldlty㎜d　Multlple－Currency

　　Standard，Pri㏄tOn　Univ．，1963（鈴木浩次編，「前掲書」，所収）

　　John　Winiams，Liquidity　and　the　Mu1tip1e　Key　Curr㎝cy　PmposaI，American

　Econom三。　Review，June1963，LIII，pp・429－343・
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ドル・ポンドから交換性通貨にまで拡大することで・比較的多数国の通貨を基

軸通貨の列に引上げて金為替本位制の基盤を増強する方式でありルッツ案が代

表的といわれる。

　　　　　　　　　　　　　血。
　（2）　国際金融協力の増強案（increased　intemat長0ml　cOoperation）

　各国の中央銀行間の相互援助協定の促進であり，これは2国問協定の場合も

あればIMFを通ずるものもあり，あるいはその他の国際金融機関を通ずる場

合も考えられる。ローザ案や4カ国中央銀行家共同提言がこの範躊に入るとい

える。

　　　　　　　　皿副
　（3）　中央銀行案（reserve　centralizatiOn）

　世界全体の貨幣準備を把握するユつの銀行を設立する考え方でトリファン案

がこれである。この銀行は信用創造をも行う権力をもったものともするという

計画である。

　　　　　　　　　　㈹
　（4）金価格引上げ案（increased　gold　pri㏄）

　ハロッドのいう金価格引上げ論であ孔貨幣数量説的な欠点をもち・金の価

値尺度機能を等閑視した提案ともいえるが究極的解決策とはなりえないものが

あ孔これに対して金価格引下げ論もあるが1これも原理的には同じ論拠から

妥当性をもっているとはいえない。

　　　　　　　　　　　ω
　（5）伸縮的為替相場案（free1y　Hexible　exchange　rates）

ωPor　Jacobsson，The　Two　Fmctions　of　an　Intemati㎝al　M㎝etary　St副ndard；

Stability　and　Liquidity，Bulletin　d』1nfo㎜ation　et　de　Doc㎜日tion，the　Monthly

　Bulletin　of　the　NationaI　Bank　of　Belgium，Apr－962．その他のヤコブソンのも

　のは鈴木浩次編，「国際流動性論集」，1964年所収

㈲　R・Tri船n，The　Evo1山tion　of　the　Intemati㎝al　Monetary　System，June，1964・

　バローその他のこの種の意見も鈴木浩次，「前掲書」，所収

05　R．F，Harrod，A　Plan　for　Increasing　Liquidity，Ec0110mica，Vol，XXVIII，No．

　110，May1961．

　　R．F、脇md，Intemati㎝al　M㎝et趾y　Reform．1965、

（1団J．E．Meade，A　PIea　for　F1exible　Excha㎎e　Rates，the　Guardian，June3，196工．

　　M．F正iedm㎜，The　C副se　for　Fie対ble　Exchmge　Rates，in　Essays　in　Positive

　Ecommics，1953，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67



経済経営研究第16号（I）

　現在のIMF体制の欠陥である固定的為替相場を自由伸縮的なものとするこ

とにより統制を外した実態に合致した動きが可能となるというものである。

　これらの諸提案はいづれも供給を増大させずに需要を急に減退させて国際流

動性問題を解決しようとしているとも考えられる。この場合，国際流動性供給

効果は問題ではない。

　また，この効果を（1．2），（ユ．3）の方程式で考えようとすると（ユ）一（3）

の提案は（4），（5）ほど明確な即効性はないようにも見られる。（ユ）一（5）

も国際金融協力がなければ成功することはむずかしい。

　（1）案は単独では（ユ．2）からほとんど完全な成果はあげることはできない。

一国の通貨は他の国が典型的にその通貨で計算されている資産に対して高いウ

ェイト（w、’）をみとめられているために基軸通貨となりうるのである。例えば

他の国々がよろこんで自由に準備として保有しようとする通貨でありドイツ・

マルクなどが新しく基軸通貨として歓迎されていることでも理解できる。ドイ

ツ・マルクは高い流動性をもっていて国際通貨性をそなえていることが国際流

動性を増強するに十分である信認をもっているからである・

　　　　胴
　基軸通貨への属性というものは一国の経済政策，金融政策に影響をうけるも

のではあるが，国際的なウェイトづけの方式というものは一片の法令などで変

化させられぬものである。ウェイトづけが明確なものには周知のごとく・ポス
　　　○割　　　　　　　　　　　　o副

チューマやベルンシュタインの合成準備通貨単位案で金と新準備通貨の比率を

6対4などの一定のものとしていることに見られる。いわば，一定割合で混合

外貨方式で準備を保有する場合に金保証を前提することに政府間の協定が成立

11司拙稿，「基軸通貨と国際流動性」，国民経済雑誌，110－4（1964年10月）

虹副S．Posthum，Ch刮㎎es　in　the　Intemationa1Monetary　System，Lecture　giv㎝

　at　the　Institute　for　World　Economics，Kiel　Uni“，1963．

㈹　E．D．Bemstein，A　Practical　Prog胞m　for　Intematiom1Monet趾y　Rese〃es，

　Model，Ron割nd＆Co．，◎u趾terly　Review㎜d　Investment　Survey，1963，Fourth

　Qu趾ter．（鈴木浩次編，「前掲書」，所収〕
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する場合に有効となる。しかし。これらの諸提案は各種の資産（w、’を増大）

を健全化したり・各種の負債を基金にくり入れる（17。’の減少）ことができる

ものと思われる。さらに通貨の信用の変動効果を直接，うけぬようにするため

に，国際流動性増強案は先述のウェイトが将来変動するのを抑制しようとする

ものとも考えられるわけであ乱各種の提案は命令よりも協議によるものであ

り，また準備センター国の信用限度を最低線にもってくる（σ、’の減少）よう

にする新準備を明確にすることが重要である。

　（1．2）式で相互援助を工1と工の2つの方法で前進させることができると考

える。すなわち，11〕流動性不足国に必要なスタンド，バイ・クレジットを供

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蛯皿
給する方法（ヤコブソン・プランや初期のベルンシュタイン・プランのように

一定のウェイトをつけるPl），または現在の貸付限度（σ二）を拡大する　（IMF

借入を自動化する方法）と（2〕各国の負債を厳密に投機的に減少させる方法

（バーゼル協定にいうηを減少させる）とが考えられる。

　このように準備中制にしろ，多数基軸通貨案にしろ，国際金融協力がなけれ

ば国際流動性は増強されず，むしろ減少することにさえなってくる。準備セン

ター国の負債が新しく信用創造される勘定よりも大きくなる場合，国際流動性

は減少，また貸付限度がすぐに破られる準備センター国では，やはり国際流動

性は減少する。各種の提案は予託資金のドル残高やスターリング残高を，時間

をかけて徐々に負債を償還してゆく方法で固定化してゆくことが共通点である。

もし仮りにスタンド，バイ・クレジットの割当や新しい残高の創造に役立たな

いとすれば共同貸付協定は現行体制のもとでよりも国際流動性の集中化は遅れ

　　　　　僅皿
ることになる。

　このように国際金融協力の効果が十分でない場合に金価格の変更が現実性を

傷⑪E．M．B』mstein，The　Adequacy　of　United　States　Go1d　Reserves，Americ割n　E－

　conomic　Review，Vol．L1，M田y1961．

刎）IntematiomI　Arrmgements；The　Problem　of　Choice，Report　on　tbe　DeIibem－

　tions　of　an　Intem田tional　Study　Group　of32Ecommists，Princton　Univ．，1964．
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もってくるが金価格を改訂しても流動性不足は根本的に解決することにはなら

　　　　　働
ぬことは別述したのでここでは立入らぬことにする。　　　　　1

　国際流動性問題の解決はアメリカの国際収支の回復のみで達成されるもので

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
はなく，国際通貨体制そのもののもつ機能的欠陥にあることであるから各国の

国家利益，金への信認度から考えて新しい準備資産創造論に見られる動向をも

分析せねば十分とはいうことはできない。

1V

　国際的にキー・カレシーであるドルやポンドの不安が一向に去らぬことが国

際流動性論議の中心となっている。通貨の強度はいうまでもなく一国の経済構

造にかかわっており，ドルの弱体化はアメリカの戦後の国際収支逆調の結果，

多量の金流出があったことに原因するのはいうまでもない。

　戦後，世界経済の復興がアメリカのすぐれた生産構造に支えられて消費財，

原料，設備に対する莫大な需要を供給すべく経済援助の形でドル不足のヨーロ

ッパや低開発諸国へ向けられ，しかも，これは成功したといえよう。

　ドルヘの異常なまでの戦後の需要はドルの慢性的欠乏という事態がドル体制

という国際通貨環境を物語ってあまりあった。このことは1929年以後，とくに

アメリカのヨーロッパーへの投資が年々，増大し経済成長の推進力となり戦後

のマーシァル・プランをはじめとするドル投資がEECの結成を契機として飛

躍的に有効化するとともにヨーロッパのE亙Cが自己主張をするまでに急速に

強大化したことに見られる。

　このことはアメリカの企業家に海外進出の魅力を与え，石油開発が脚光を浴

びたが，民間ドル投資が後進的植民地帯の一次産品を中心とするに対し，政府

働拙稿，「国際通貨問題の一考察」，金融研究I，i964

　　拙稿，「国際流動性と金」，国民経済雑誌，ユ08－4（1963年工O月）

鰯F．Machlup，Intem田ti㎝田1Paym㎝ts，Debts，and　Gold，i964．
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のドル支出は海外の軍事基地，軍事援助と経済援助と広汎にわたり，しかも多

額にのぼった。当初の国民所得の海外投資率はO．6％であってイギリスのそれ

よりも1とくに高率ではなかったが・これが年々，急増の一途をたどりドル不

足地帯はドル賞や金などの国際流動性が増大してゆくまでに復興するにおよび

ドル過剰さえ出現するにいたった。

　これはアメリカの貨幣当局のドルヘの自信と楽観主義にあったためユ962年以

降，ドル防衛措置を講じてアメリカのドルの威信の回復のための政策を一挙に

とらざるをえなくするまでにドルの地位を追いこんだのであった。ドルを弱体

化させたものはドル投資政策の行きすぎを是認したアメリカ当局と企業家の楽

観主義であり，ドル不足の時代に一挙にかえるほどのドル政策の動揺をもたら

す内容の強力な措置が必要とされるが，対策はさほどに喫緊性があるが特効力

をもつものは見当らぬであろう。

　アメリカの国内の超過能力を強化して生産を敢行する魅力のある投資市場は

国際的にも狭くなっていることがアメリカの国際的地位の弱体化の要因であり，

ヨーロッパ大陸諸国が国際流動性対策においても金融節度を強く要求するのに

対し，アメリカが国際収支規範で対抗することの態度の相違にもっとも明瞭に

あらわれている。

　ドルを弱い通貨と規定することは他の弱い通貨といわれるものが産業構造的

にも政治的にも弱体であり不安定な諸国の国民通貨と同じ範躊に含めることで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　哩。
、あり，国際通貨としての性格をもつドルヘの正当な評価でないとする論者なら

ずとも肯定できないところである。弱い通貨と抑圧された通貨とは本質的差違

があるとされる。通貨が弱化する場合は歴史的にも政治的混乱，苛烈な経済不

況，戦争による疲弊などが一度に混合して生じてくるときであり，経済構造の

高度の国においては殆んど＝まれなことである。例えばドルの場合ではユ934年の

平価切下げの体験がこれに相当するであろう。この場合は大不況のために失業

復④C．R．Whit11esey，op．cit．，pp．240－272．
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率25％という苦難に直面し，通貨改革に打開の道を求めねばならなかった訳で

ある。

　ドル不安といい，これを克服するためのドル防衛と呼ばれるものは，いわば

通貨の強度の低下にほかならないのであり，ドル賞が抑圧された状況にあるこ

との意味である。

　経済の強度は金融能力の程度や通貨の安定度と同義ではない。金融能力は二

　　　鯛
ユー 潟唐ﾉよれば屠戸α’一（み一四γ）（この場合，z・を民間金融能力，吻，らを民間

負債により生ずる資産と負債，・γを借入性向とする）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
　　国際的金融能力まで拡大して見れば

　　　Z。＝m＋9＋凹γ十κ＝m＋9＋αグ（み一蟷γ）十”

　　　（この場合，蜆。を金融資産，gを民間保有政府証券，κ，例を輸出，輸入とする）

　経済の強度が不足するのは当局が政策選択の自由を奪われることであるとい

　　㎝
う論者にあっては特別な政策を保証せず余力ある措置がとれるように将来にそ

なえることと考えられている。経済の強度は長期的な概念であり，ドルという

通貨に国際的強度を与える要素ではあるが短期的即効性のないものと考えねば

ならない。

　アメリカのドルの動揺についてドルの平価切下げがアメリカ以外の地域から

要求されているが，これはアメリカのドル賞の平価切下げによる金価格の引上

げが自由圏諸国g一律平価変更をよびおこし各国の金保有量は引上げられて再

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
評価されて国際流動性が増大するという論拠に立っている。併し，金価格変更

論は国際流動性不足は存在せずアメリカ国際収支不均衡が存在するだけという

⑫5〕W．T．Newlyn，Theory　of　M㎝ey，1962（小泉明監修，山田良治，花輪俊哉訳「貨

　幣理論」（1964年）

㈱　拙稿「基軸通貨と国際流動性」国民経済雑誌，i1O－4（1964年10月）

侵司　Ian　Shamon，Intemation副一Liquidity，A　Study　in　the　Ecommic　Function　of

　Go1d，1964．

㈱金価格引上げ論については拙稿，「国際流動性問題1」金融ジャーナル5－2（ユ964年

　2月号）参照
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論者からは反論され，また金価格の引上げはドルの不信認に直結するばかりか

一層・金選好のつよまるヨーロッパ諸国に有利となり国際流動性は増加しない

ことになる欠陥をもっている。　（金価格引上げはその反復性と大幅引上げによるイ

ンフレ性からも限界が大きいといわねばならない）。

　アメリカ当局は現行平価維持を絶対保証しようとしているが短期資本移動，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
ドル賞への抑圧，国際流動性への圧力ということからもカーターの予測によれ

ばユ972年には20億の金準備不足となり，各国が金準備率を引上げるときは再び

金問題が深刻な課題として再登場しかねないであろう。

V

　さて，国際流動性に質的効果を与える一国の経済政策のいくつかについて考

察することが必要であ孔全世界の流動性（L）に影響する質的効率のある特殊

な政策を考える場合の前提は，11〕いかなる国も，総需要を拡大したり縮少す

るときは，つねにすべての商品の国内需要は比例的に影響をうけること，12〕

外国為替市場は無条件に安定していること，（3〕国内資本市場の価格予想はつ

ねに安定的で予想の弾力性はO～王の間にあることである。前提条件は商品市

場・効果と資本市場効果にわたっているわけである。

　（I）総需要政策

　①商品市場効果　総需要が3国で減少する場合，B国の輸出入財への国内

需要は一様に変動する。このために金融引締政策の財政繰延政策がB国でと

られるとB国の貿易収支は改善されるが，改善とともに8国に対する経常対

一外負債勘定の累積を阻害されるがそれは椚と17身の変動により為替への影響

をできるだけ少くしようとする制限政策をとらざるをえなくなる。B国の中央

⑫9W．A．C趾ter，WorId　Go1d　Production　and　the　Money　SupPly，Joumal　of

　Finan㏄，VoI．XVIn，No．3，Sept．1963．

　　The　Inter－University　Case　P正。gram，The　Premium　Gold　Contmversy　in　the

　Intemati㎝al　M㎝etary　Fund，Uni“，Alobama，1955．
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銀行の負債が減少し国内に必要な金の準備が不要になれば緊縮政策は消滅する

のは当然であ乱②資本市場効果，利子引上げによる金融引締政策（公開市場

操作，準備率の引上げと措置）は短期資本に大きな影響を与える。国債管理政

策の効果は大きく，B国への資本流入により高い流動性をもっている国際金融

資産である金および外貨は増大する。この場合の準備資産は総需要政策にほど

遠い性格のものである。（1．ユ3）式をB国に適用すれば

　　　掲一H（・ド（一x・・岬岬1隻ぎ1）

　ここでは伝統的総需要政策は問題とならぬがカ（軌）は絶対1無効ではないσ

一∠l　Ofを含む需要増大は一国の国際流動性を減少させるから国内経済への効

果と長期資本の国際流出についての究極的効果は相反接し合う性格をもってい

る。

　（皿）資本統制　資本移動の統制と私有の外国資産の固有化は肌（ηを減

少させる）の増大となると考えられる。凪，すなわち資産動員の技術的諸困難

や負債管理が緩和されても危機の可能性と確率は増大するだけであるから　Dか

の分配を公平にすることが必要である。このことは短期的流動性確保策として

の意味をB国としてはもっわけでもある。

　　　　　　　伺。
　（皿）　為替保証　国際的負債の一部分か全部の金価値を保証することは国際

流動性問題に有利なことである。ムの測定に当って17丘を減少させてB国の

負債を処理する方式で8国の流動性は為替保証の負債により増大する。

　（IV）周辺防衛　1960年からアメリカに対するドル不信の影響五（D、、）が進

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個山
行している。周辺防衛ということがアメリカの財務当局からいわれ出している

が，これは資本市場効果を拡張しようとするもので2国間から多数国協定へと

前進を考えられたものである。これには①一④の方策がある。①他国政府の

個⑪　S．T，Beza，and　Gardner　P田tterson，Foreign　E丞。hange　Gu趾日ntee㎜d　the　Do－

　11ar，American瓦。onomic　Review，Ll，June　i961，pp．381－385．

㈹R．W　Roos日，The　Begim㎞g　of　a　New　Policy，Address　before　th6M㎝et岬

　C㎝企r㎝ce　of　the　Americ㎜Bankers　Association，Rome，It卵，May17．1962．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際流動性効果の一考察（藤田）

アメリカの貸金予約払　アメリカは，相対的に低いウェイトの資産をウェイト

の高い資産である金や外貨に転換することと認める。②先物操作　先物ドル為

替の購入を増大する措置でアメリカの流動性ポジションの維持をはかるのであ

る。⑥現物為替の転換可能スワップ　アメリカの貿易商がウェイトのついたド

ル（wぢ〃）を受取るとすぐ世界市場で交渉する一方，ドルの引とりが考えられ

く7冨〃）というウェイトの小さい通貨を結局は入手することにす乱④外国為替

の借入　現物ドルのかわりにアメリカのスワップ通貨を借入れ，アメリカは資

産をうけとる：W“＜1ペウェイト効果が〃、’，7。’，σ。’にまで及ぶことが明

らかである。

　（1V）国際流動性の総量　一国の国際流動性（∠・工。）の移動と世界の他の部分

の間には直接的に必然的連関はない。

　　　　〃　　　（∠Σ工。）

　　　　＾≒＾
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃
　B国の流動性ムの増強はつねにウェイト効果がついている　Σム≧O
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j≒＾
　そして貸付協定で17音やσ言が減少するとB国通貨表示の資産に他の国は影

響される場合とB国についての貸付限度如何にかかることになる。他の事情

一に変りないとするとη（尾≒ろ）の一部は貸付けられB国の負債は増大して

ゆくがγう（為キあ）は減少して

　　　ΣΣσまpチ≧O
　　　＾キ曲j

　また例，σ圭（貸付限度）が増大すると〃与（ゐキb）の一部は増大しγ葦（為

キろ）は減少する。

　そしてΣΣσ炉≧0
　　　　　凸≒＾j

となり工。の増強は，信用創造とともに先物通貨の双務的スワップからも実現

し，工r工。の増強が同時に達成されねばならない。Lの増強が現存資産の準

適応効果が大きく影響をうけている場合は利子裁定の第3の国の為替の政府間

　　　　〃　　　　　　　　　　　　〃
の貸付はΣ工。（しかもΣ工。）であり減少する。
　　　　＾≒＾　　　　　　　　　　＾！1

　これは，いわば債権も流動外国資産（金および外貨）の双方が流動性の多少，
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低い資産を放棄するという貸付は（L冊）のことである。

　一定量の貸付，すなわちLの変化が相対的ウェイトに影響されるからで捗

り新規資産も老朽資産も，国際取引が世界の他の国の予想によって混乱したと

きはウェイトの効果が具体的にあらわれるというのである。このような国際流

動性測定についてのウェイト効果は第一次接近として各国問の流動性量の計鮒

に有効であるが，これのみで国際流動性接近のすぺてということはもちろんで

きない。

w

　国際流動性増強の特殊政策のユつとして平価切下げが考えられる。先づ①商』

晶市場効果としてはつぎのようである。B国の為替切下げは国内輸入価格を引

下げ輸出価格を引下げる。需給の十分な価格弾力性が与えられるとB国の経一

常勘定残高は改善される。しかし改善といっても追加的輸入による万国の肝

程増大もなくなるものも考えられる。所得効果は輸出に相殺されることがある

からである。為替市場安定という仮定から改善効果は残る。改善の結果，B国

では資産の増加が期待されるか1純負債の減少が見られるか，いづれにしても

ポジティブな効果となる。

　つぎに資本市場への効果としては平価切下げの行なわれる場合は，各国（地

方）通貨の金価値が引上げられることである。技術困難効果としては外国への一

負債の償還能力を増大させることになる。（ユ．2）式では工。が各国（地方）通．

貨で測定される場合は金の額面価値は増大する。また工。が外国為替で測定さ

れると，c音は比例的に縮少する。平価切下げ率が妥当であれば凪の確率分’

布は諸効果を高めるために移動し，他の指標のウェイトをも改善する。平価切

下げ率を合理的に決定することは至難であり，ユ949年のイギリスやユ958年のフ

ランスの経験でもわかるが経常勘定を考慮して平価引下げ率を投機業者を満足

させるような低率にすることは常識的切下げ率以下とせねばならぬことになる①
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際流動性効果の一考察（藤田）

ユ96ユ年のドイツの経験では投機業者の活動を封ずることはできず切下げ効果は

不安定であった。平価切下げは短期的効果と長期的効果があるが国際流動性に

ついての効果も両者はことなる効果であ乱短期的に流動性が補強されても長

期的には決して増大とはならない。固定相場のもとで平価切下げを行なうとき

に考えられる効果は綜合的金融政策の一環として行なわれ，しかもこの大規模

な政策が成功した場合に限り安定的性格があらわれるのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯛
　平価切下げの併合効果（absorpti㎝e価㏄t）はつぎのように考えることができ

る。

x一”の最終改善

十　　　　　、、、

純

文　0
出

　　　ア

x一〃の最初の改善

S－Jd

、　　所得
、、 ?f一〃’（平価切下げ後）

X－M

　　　　　　　　　　　　　　　　第　1　図

　完全雇用の前提で平価切下げを考える。平価切下げの国際収支（x一”）効

果と所得効果は密接な関連がある。平価切下げによりX－MがX’一M一’へ

移動するが，この場合は弾力性はユより人とする（g＜工）純国際収支の改善効

果はX－MがX’一”’へ移動したよりは小である。最初の国際収支効果は所

得効果を生じγはγへ動くからである。平価切下げの原発力を決定するもの

は8一∫一の傾斜であり，これが急勾配なら乗数は非常に小であり最初，国際収

支効果はさほどでない。しかし8一∫一が相対的に水平に近ければ所得効果は国

際収支効果より大きくなる。196ユ年のカナダの場合は所得効果が大きく，ユ948

働　C．P．Kindleberger，Intemational　Ecommics，Ch田pt，“，pp．20i－204、
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年のニュージランドの平価変更にもこの説明が妥当である。

　　　　　　　　　　　　　㈱
　周知のごとくケインズ・モデルでは均衡条件は総需要は総支出にひとしい。

この場合，所得の源泉は輸出財および国内消費財の生産と投資生産である。ま

た，総支出とは輸入費消，国内貯蓄の費消を意味している。

　xを輸出総量，Mを輸入総量，8を貯蓄総量，∫一を国内投資，γを国民所

得，万をを支出総量としてCを国内消費総量とすれば

　　　γ＝亙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ）

　　　γ＝C＋X＋ム　　　　　　　　　　　　　　　（2）

　　亙ヨC＋M＋8　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
　　X→←∫’＝M＋’S　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）

とし，これをさらにG（財政支出）を加えて

　　　γ＝C＋∫一十0＋X－M　　　　　　　　　　　　　（ユ）’

　　X－M＝γ一（C＋∫。十G）　　　　　　　　　　　　（2）’

　c＋∫。十Gの支出をカバーする併合効果を”とし，国際収支効果を石とす

ると

　　jB＝】r一ノ4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）

鈍

支O
出

価格一定地域　完全雇用水準

価格騰貴地域
’l　　　　C

O D
瓦　　B

貨幣所得

F
s一∫一

λ x’一M’

X－M

貨幣所得

x’一M’

第　2　図

㈱　S．S．Ale畑nder，E価㏄ts　of　a　Devaluati㎝，Americ㎜Ecommic　Review，M趾．

　1959．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際流動性効果の一考察（藤田〉

　これを変化率で示して書きかえると

　　　トツーα　　　　　　　　　　　　　　　　　（6）

となる。

　平価切下げの効果は8一∫戸X－Mの状況と

　　　（ト8）十（G＋τ）十（X－M）宮0　　　　　　　　　　（6）

の貨幣均衡へのインフレ，デフレ効果になる。

　すなわち，（∫一8）〈O，（G－T）＜O，（X－M）＞0のときに通貨の増発と貨幣

価値の減価があり（∫一8）くO，（G－T）＜0，（X－M）〈0のときは逆の現象が起

るわけである。

　また，γを国民所得，γを純国民生産物，F，を絶海外収入，兄を絶海外

贈与，8を貯蓄，0を消費財購入，M。を輸入消費財購入，∫を投資財購入，

凪を輸入投資購入，xを輸出，亙。を対外純貸付，Gを国際流動性準備（金・

外貨）とすると

　　　γ二γ十F。十九　　　　　　　　　　　　　　　（7）

　　　γ二C＋8，C＋M。十∫十〃．十F。十G　　　　　　　　　（8）

　　　γ二C＋∫十X　　　　　　　　　　　　　　　　（9）

　（7），（8）より

　　　X＋兄十F戸X＋瓦十G＝X－M＋F。十珂＝F。十G　　　　（ユO）

　整理して

　　　X－M＋九十九＝兄十G　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11）

　このことから（X－M）とGの対応関係の変化が国際流流動性の変化となる

ことがわかる。

　このような均衡状態を拡大均衡化への方向として輸出の増大による国民所得

が拡大すれば問題はないが平価切下げが課題となったときキンドルバーガーの
㈱

図を援用すると貿易曲線（X。一”エ）は上へ移動し（XrM皇）となる。貿易収支

③⑩　C．P，KindIeberge1・，ibid．，p．204．
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s一∫

F

〃

D

B
C

　　　　　　　　　yK

　　　　xrM．X。一〃。

第　3　図

（不足）BCはノB（余剰）に吸収されて行き貯蓄以上の過剰国内投資の存在

と相反することになる。所得は貯蓄バランスを増大さIせながら成長するために

最終的均衡では貯蓄バランスは貿易余剰に吸収され貿易収支余剰はBDく』B

となる。平価切下げの結果，貯蓄と投資をとりかえることは認められないが低

貯蓄水準で通貨の価値下落が交易条件の悪化を起すならば為替相場と実質所得

は同じ方向，つまり低落を見せる。さらに国内投資が増大すればそれだけ為替

相場は下落する。このような貿易曲線と純貯蓄曲線の移動から貯蓄（∫），投資

（∫。），輸出（X），輸入（M）函数が変化するならば限界性向は為替相場が変動し

ても不変である。ケインズ・モデルにこれらの条件の修正を加えたリニア函数

をつぎのように設定する。

　　　X＝α十〃　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ2）

　　　〃＝β十mγ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ3）

　　　8＝γ十〇γ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ4）

　　　ム＝δ十づγ　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ5）

　そこで4＝（γ一δ），ん＝（α一β）とすると

　　均衡においては8一∫。＝X－M
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際流動性効果の一考察（藤田）

　上の函数を代入して国民所得の均衡を求めると

　　　（s一｛一κ十m）γ十（ノユーλ2），0

　　　　　　（ん一ム）
　　　γ＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ6）
　　　　　（卜｛）十（m一κ）

　なお，このモデルは比較静態であり国内物価は平価切下げ国でもその他の国

でも一定，一国から他国へのフィードバックはないものとする。

　（ユ6）を微分して

　　　　　　　　　ユ　　　dγ＝　　　　　a（4ゼノユ）　　　　　　　　　（ユ7）　　　　　　（∫一つ）十（m一〃）

　これは国民所得均衡水準におけるx，M．，∫，∫一の函数の移動効果を示して．

いる。

　（ユ2），（13）から　X－M＝（κ一m）γ十ん　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ8）

　（ユ6）を（ユ8）に代入

　　　・一M一（κ一・）／（、缶紅”）／・ん　　　（1・）

　　　　　　　　　　（〃一m）
　　　a（x－Mo，　　　　　　6（4－4）十aん
　　　　　　　　（上4）十（m一κ）

　　　　　　　　　　　エ　　　　　　　ニ　　　　　　　　（m一κ）3ム十（∫一〇）dん　　　　　　　　　（20）
　　　　　　　　（∫一’）十（m一κ）

　ここでは貿易収支の均衡水準における4つの函数の移動効果を示している。

　　　　　　ユ　　　　　　　　　　くO　ならば（ユ7）から
　　　（トi）十（m一〃）

　　　6ん＞dム　　　　　　　　　　　　　　　　　（2ユ）

がえられる。

　また（20）カ〕ら

　　　（5一つ）6んく一（m一κ）∂ノエ　　　　　　　　　　　　　　　　　　（22）

　なお64は（X－Mつに，aムは（8一∫）に依存している。そして貿易曲

線が上へ移動するときdん＜0，純貯蓄曲線はなんら変化をしないd4＝0。

（2ユ），（22）から国民所得も貿易収支もともに平価切下げにより改善される。

併し，それは一定の条件のもとにおいてしか考えられず，つぎの4つのケース

があるだけである。すなわち，（トξ）＜O，（m一κ）くO，（ト4）＝（m一κ）を前提と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8ユ



経済経営研究第16号（I）

して

　（亘）aん＜0，aム＜Oのとき，貿易収支は改善されねばならないが国民所

得は減少する。（国民所得の増大するのは”。〉”エの場合だけに限られる。貿易曲

線の上方への移動幅が純貯蓄曲線の移動幅よりはるかに大きいときである）。

　（II）∂4＜O，a4＜0のとき，国民所得は増大せねばならないが貿易収支

は改善されないかもしれない。貿易収支は6ん〉1”41の場合すなわち，貿

易曲線の上方への移動幅が純貯蓄曲線の下方への移動幅をはるかに上廻るとき

に限って改善されるのであり，きわめて可能性の少いことがいえる。平価切下

げによる貿易曲線が上方へ移動すると考えられるときは（∂んくO）貿易曲線と

国民所得の改善の条件は64＜μ＾1となる。

　貿易収支と国民所得の改善は上述の貿易曲線の上方への移動幅よりも純貯蓄

曲線の上方への移動幅の方に影響される結果，（∫一｛）＝（m一κ）の前提に依存す

るといえる。

　（m）64＜0，∂λ1＜0のとき，∂ム＜0というのは最も望ましい。この場

合，国民所得には何の変動も起らない。貿易収支については，もしlM．1〈6

4であれば改善出来ると見られる。すなわち，貿易曲線の上方への移動幅を

下廻っている場合である。

　（IV）∂ん＜O，64＜0のときは貿易収支の改善は不可能であ私もし（3

ん1＜laム），すなわち，貿易曲線の下方への移動幅が純貯蓄曲線の下方への

移動幅を下廻るならば国民所得は増大す乱

　このような4つの可能な組合せにより平価切下げの貯蓄，投資を通ずる所得

効果を考えて見たが，理論的には貿易支収に関連する平価切下げの有効性と所

得効果は

　　　aんくdん

　　　（5一言）a4く一（m一”）6ん

　の不等式に示されてい乱すなわち・平価切下げは所得の騰落につながり・
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国内物価が一定の仮定のもとでも貿易収支の変動（改善と悪化）をひきおこすの

である。拡大曲線は夫々の為替相場と国民所得の均衡点の軌跡であることが示

されると政策当局は完全雇用と貿易収支余剰を目標として政策を立案せねばな

らなくなるのは容易に理解される。このかぎりでは対内均衡，対外均衡を同時

的に政策として実現をはかるならば，平価切下げは不十分としかいえない。国

民所得の増大の効果を平価切下げにより，求めるために戦前，戦後を通じて国

際金融の混乱の打開策として国際通貨としての金や，いわゆるキー・カレシー

九るドルやポンドの切下げが企図されたり実施もされたが（その他の国民通貨に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈹
も切下げを体験したものが多い）　やはりこの比較静学的なモデルの示すところに

変りはなかったことがこのモデルの正しさを立証していよう。

　平価切下げの国際収支効果は支出増大や吸収以上に所得が増大することであ

る。完全雇用のために所得が増大できぬ場合は吸収効果は減退する。これはピ

グーの現金残高効果や所得再分配によって生ずる。

　伸縮的為替相場の場合，国際収支効果は均衡下では国内消費に対して交易条

件が多少，反擦する場合に維持されるといってよい。

　生産力の変動は所得効果，価格
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　θ’

効果による国際収支効果によって

生ずる。しかも価格効果は価格弾

力性にかかっていることはいうま

でもない。α，βを関数の移動を示

すパラメーターとし国際収支の自

律的支払と受取に影響を与えるす

べての要因として国民総生産，交

剛

（一｝　　O　　　　Q．Q（十）

　　　　　第　4　図

Q。

鯛　S．R．Merret　and　J．S．Wab6，A　Mo雌。ati㎝of　the　Savi㎎一Investment　App－

　roach　to　D6valuation，Ox｛ord　Ecommic　Papers，Vo1．16，No・3（Nov・1964），

　pp．4工8－423
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易条件，利子率をあげる。P。を固定為替相場，9。を外国為替需要，

　　　　　　　　　　　　　　　　　国為替供給とすると

亙D。

　外貨増大

厄D届

F

P＾

片
　　外貨減少

P蛆

（一）
　　　　　　（十）
O　　　　　Q

ρ、を外

　　　　　　第　5　図

平価切下げの所得効果についても静態でなく変動要因を加えたものとして観察

されねばならない。

国内がインフレで国際収支不足の場合は支出削減，高金利政策がとられ，国内

的にデフレで国際収支黒字の場合は支出増大，低金禾1」政策がとられるから国内

的にデフレで国際収支不足のときに平価切下げが行なわれる。これに対して国

内インフレ，国際収支黒字の条件の場合は平価切下げ策がとられる。国際通貨

協力ゐ案件は政治的，経済的安定であり，その中心は通貨の安定である。この

上に立って国際流動性増強の諸方策がはじめて有効となるのであるがユつの接

近として本稿では測定についてのウェイトの問題と平価の問題をとり上げた。

　　　ρ戸ρパRα）

　　　ρ。＝ρ、（P．β）

　　　9戸9ヨ

安定条件は亙D：9一一9、外貨の動きは

厄DムのときはP。＜Po，

　poでは9一一ρ。＞0

　亙D月でP月のときはρ。一9。＜0と

なるわけである。

　国際流動性不足という現実から国際通

貨制度の改革が課題となっている現在1
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テイク・オフの過程における有効な

　　　　資本蓄積の径路について

片　　野　　彦　　二

1．はしがき

　本稿においては，テイク・オフの過程における有効な資本蓄積の経路は存在

するのかどうか，もし存在するとすればどのような性格をもつものであるのか，

そしてそれを達成する為にはどのような方策が必要なのか，を検討する。

　第2節においては，テイク・オフの過程が，どのような特徴を持ちものなの

かについて，偽装失業の存在という観点から，一定の実質賃金率のもとでの無

制限な労働の供給の存在する場合について考える。

　第3節においては，生産財生産部門と消費財生産部門の問での均等成長の可

能性について検討し，第4節において，最大の均等成長率は，両部門の問で資

本の均等収益率が成立する場合，そして経済全体としての資本が，このような

均等収益率を成立せしめように両部門問に配分されている場合に達成され，し

かも，資本の均等収益率に等しいことを示す。

　第5節においては，最大の均等成長率を達成するためには，常に均等成長を

維持していては実現不可能であり，資本の収益率の高い部門に投資を集中する

ことにより，漸次に，均等収益率の成立する状態に尊びくべきことを示し，こ

の場合の計画当局の役割としては，このような過程を，常に順調に進行させる

ように，注意することであることを示す。
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2．賃金率一定のもとでの労働力の無制限な供給について

　a．後進国の経済において注目されなくてはならないのは，賃金率を一定に

保っても，労働力は無制限に供給されるものと考えることができるという点で

ある。これと同じことは高度に発展した資本主義経済においても見られる。そ

の経済において，完全雇用が達成されていない状態にあっては，換言すれば，

その経済において失業が存在する限りは，労働市場において，一定の賃金率に

対して労働力は無制限に供給される。後進国経済における事情も，広義に解釈

すれば，そこでの一定の賃金率に対する無制限な労働力の供給は，失業の存在

に因るものといえるが，両者における相異は，高度に発展した資本主義経済に

おけるそれは“賃金労働者”の失業であるのに対して，後進国におけるそれは

“偽装失業”と呼ばれるものである。

　この節においては，上にのべた偽装失業とはどのようなものであるのかにつ

いて述べた上で，そのような偽装失業の存在が，どのようにして，一定の賃金

率に対して労働力の無制限な供給を斉らすかについて考えることにする。

　b．まづ最初に，本稿での議論を進めるにあたってのモデルを構成しておく

ことにする。

　ここでは，経済は2つの生産部門よりなり，一つは生産財生産部門，他は消

費財生産部門であるとする。後進国経済について考える場合，経済を工業部門

と農業部門（または非農業部門と農業部門）に分けて考えることが適当である

ように思われることもある。これは，後進国においては，工業部門においては

資本制的生産が行なわれるのに，農業部門においてはそうでないのが通例であ

る。従って，後進国経済における資本制的生産様式の浸透という観点，提言すれ

ば，後進国における二重経済的な性格の解消という観点から問題を肥えてゆこ

うとする場合には，後進国経済を工業部門と農業部門の二つの部門に分ける考
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え方は有効となるであろうし，必要ですらあるだろう。しかしながら，本稿に

おいては，後進国における資本の有効な蓄積という点を重視して，その経済の

計画的運営という観点から問題をとりあげる。この場合には，経済の再生産の

過程を，最も明確に示すことができるように，経済を生産財生産部門と消費財

生産部門の二つの部門に分けることが望ましくなる。

　経済をこのように生産財生産部門と消費財生産部門の二つの部門に分けたう

えで，我々は，それぞれの部門における生産の技術関係を次のように仮定する。

何れの部門においても・資本と労働のある組み合わせの投入により・一定量の

生産物が生産されるものとする。我々は，この関係を“生産関数”と呼ぶ。生

産財生産部門を第ユ部門，消費財生産部門を第2部門として，第6部門におい

ては，資本のK’単位と労働のZ’単位を投入して，X．単位の生産物を生産で

きるものとする。この場合，それぞれの生産部門における生産関数は，

　　　　　　XFF一（K1，工1）
　　（2．ユ）

　　　　　　X。＝F。（K。，L2）

として示される。このような生産関数は更に，次のような性格をもつことが仮

定され孔第一は，これらの生産関数は・資本および労働の投入量を共に0倍

すれば，それから生産される生産物の量も同じくσ倍となる，という性格を持

つ。すなわち，

　　　　　　αXユ三Fユ（αK。，α工1）
　　（2．2）

　　　　　　αX。二F。（αK。，α工。）

この性格は，数学的には，この関数が一次の同次性をもつ，と表現される。第

二には・これらの生産関数において1資本または労働の投入量を増加させると・

生産物の量は増加はするが，その増加の仕方は逓減的である。これは，

　　　　　　∂X1　　　∂2X。
　　　　　　∂K、＞O・∂K、・く0・

　　　　　　∂X工　　　∂2X。
　　　　　　∂工、＞O・∂エユ・＜0・
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　　（2．3）　　　∂X2　　　　　　∂呈X室
　　　　　　　　　＞O，　　　　＜0．
　　　　　　∂K。　　　∂K星2

　　　　　　∂X。　　　∂2X。
　　　　　　　　　〉0，　　　　＜0．
　　　　　　∂工。　　　∂工。畠

と示される。この性格は，通常“限界生産力逓減”と呼ばれるものである。更

に本稿においては，これらの（2．2）および（2．3）の性格をもつ生産関数（2．ユ）

を特殊化して，

　　　　　　　　　　X工＝K1町工1｝
　　　　　　（2．ユ＊）

　　　　　　　　　　XドKμ21一β

の形のものを考えることにする。これは従来，コブ・ダグラス型の生産関数と

呼ばれるものであり，この型の生産関数をとることにより，我々は，上述の2

つの性格に加えて・更に・要素の代替弾力性がユであるという性格を付け加え

ることになる。このように，要素の代替弾力性が工であるという特殊なもので

あるにもかかわらず（2．ユ）の生産関数の代りに（2．1＊）の生産関数を用いるの

は，この型の生産関数が，議論の展開にあたって，非常に扱かい易いからであ

る。

　さて・既に述べたように，本稿においては・後進国における資本の有効な蓄

積径路を検討することを主要な目的とする。資本の蓄積を最も有効に行なわせ

ることを目的として，経済を計画的に運営するためには，それぞれの生産部門

においては，与えられた資本からの収益率を最大ならしめるように生産方法を

選択することが必要とされる。ここで，それぞれの生産部門での資本の収益率

は，

　　　　　　　　クX工一20工。
　　　　　　γ1，　　　　　　　　　　クK。
　　（2．4）

　　　　　　　　X。一εo工。
　　　　　　ク2＝　　　　　　　　　カK呈

にて示される。ここで7は第言部門での資本の収益率，クは消費財で測った生

産財の価格（従って消費財の価格は工），またωは貨幣賃金率である。消費財

の価格が1であることを考えれば・この貨幣賃金率mはまた・実質賃金率R
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に等しい。資本の収益率を（2．4）のように示した場合，これは，資本の単位当

りの利潤を意味する。　（2．4）の右辺の分子は，それぞれ，生産物の価値から

労働への支払分（資金）を控除した部分，すなわち“利潤”を表わしている。

このような資本の収益率を最大ならしめるためには・既に“限界生産力逓減”

を仮定しているから，

　　　　　　　∂γ。　　　　　∂（
　　　　　　　　　＝O，　　一一＝O　　　　　　∂Kユ　　　　　∂L二

　　　　　　　∂7里　　　　　∂γ。
　　　　　　巧亙巳O・　万r＝0

の関係がみたされればよい。生産関数として我々は，（2．ユ＊）で示したコブ・ダ

グラス型あ関数を用いることにしているから，これらの関係は，

　　　　　　71＝αK1ムトー
　　（2．5）
　　　　　　ク72＝βK2β，1工。21一β

　　　　　　ε口＝ク（ユーα）K！工1一皿
　　（2．6）
　　　　　　籠。　　＝（ユーβ）K。β工2■β

のように示される。

　ところで，それぞれの部門において生産された生産物の需給の関係はどうで

あろうか。ここで我々は・利潤はすべて貯蓄され・それは投資にむけられるも

のであり，消費は労働者の賃金がすべて支出されることにより行なわれるもの

と仮定する。しかも，生産財と消費財の何れにおいても，需給は常に均等して

いるものと考えると，両財の需要と供給の関係は，

　　　　　　XFク1K1＋γ室K室
　　（2．7）

　　　　　　x2＝呂。工1＋m工室

によって示されることにな孔（2．7）における2つの関係において・何れの生

産部門においても，生産物の価値は，利潤と賃金に分けられるという関係があ

るために，何れか一方が成立すれば，他方は必らず成立するという関係にある。

そこで我々は・最初の生産財についての需給均等式のみを残すことにす乱

　そこで，以上に示した関係のうち，必要なものだけをまとめてみる。
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　　　　　　Xユ＝Kユ回Z11－o
　　（2．ユ｝）

　　　　　　x。三K。β工。1■β

　　　　　　クi一αK∴1Z11’回
　　（2．5）

　　　　　　クγ里二βK2β一’工2’．β

　　　　　　ω＝ク（ユーα）K工面エユ｝
　　（2．6）

　　　　　　ω　　＝（1一β）K。β工。’β

　　（2．7）　X1斗ユK。十7．K呈

これら7個の方程式が，相互に独立であり，しかも全体としてコンシステント

な体系を作りあげている。この方程式系は，それぞれの生産部門においていく

ばくかの資本が蓄積されており，更に社会的な諸要因によって賃金率が与えら

れている場合1それぞれの部門での生産水準・雇用水準・資本の収益率・およ

び消費財で測った生産財の価格を一意的に決定す孔

　　　　　　　　　　　　　　x1，x室

　　　　　　㍗／－1∵

　　　　　　　　　　　　　ク

　C．以上において我々は，本稿で用いられる二部門モデルを示し，それが一

意解をもつことを示した。これらの関係のなかで，本節に関係して重要な部分

は，それぞれの生産部門においていくばくかの資本が蓄積されており，更に，

社会的な諸要因によって賃金率が与えられている場合，それぞれの部門におい

て，資本の収益率を最大ならしめるように生産方法がきめられるならば，それ

ぞれの部門での雇用水準は一意的に決定される，という点である。

∵／－1い

我々はここで，後進国においては，工業部門においては資本制的生産が行な
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われるが，農業部門においてはそうでない，という特徴があることを考えよう。

ここではこのことは，総人口＝総労働力のうち，工業部門は自己の必要な労働

力だけを雇用し，残余の労働力はすべて農業部門に寄生するというようにうけ

とることにする。ところで，我々が本稿で用いるモデルは，工業部門と農業部

門に分けられた二部門モデルではなくて，生産財生産部門と消費財生産部門に

分けられた二部門モデルである。そこでこの両者の間を次のようにつなぎあわ

せることにする。まづ，工業部門は，生産財を生産する部分と消費財を生産す

る部分とに分けることができ乱そこでこの後者を農業部門と総合して・消費

財生産部門とし，前者を独立させ生産財生産部門とする。このような関係は，

次のように図式化して示せば，理解を容易ならしめることになる。

工業部門
^箒幾一生産財生産部門

農業部門　一／消費財生産部門

　それぞれの生産部門の総合の仕方を上のように考えると，ここでは，総労働

力のうち，生産財生産部門は自己の必要な労働力だけを雇用し，残余の労働力

は，すべて消費財生産部門に寄生すると考えればよいことになる。

　さて，上に示したように，我々が本稿において用いる二部門モデルにおいて

は，それぞれの部門において蓄積された資本の量K1とK。，および社会的な

諸要因によってきめられた賃金率mに対して，それぞれの部門における雇用

水準Z。とL。は一意的にきめられた。ところで，これらの工。と工。は，K。，

K。およびmに応じてきめられるのであって，その合計

　　　工＝ユエ十工。

が，総労働力供給に等しいという保証はないように思える。ところがそうでは

ない。

　いままでは，労働は質的に均等であり，しかも一定の単位期間にはすべて同

じだけの時間の労働を行なうものと，暗黙のうちに仮定してきていた。たとえ
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ば，質的に均等な労働が，年間等しく2，500時間づつ労働するものと考えてき

た。そこでここでは，労働がすべて質的に均等であることはそのままとして，

一定単位期間にすべて質的に均等であることはそのままとして，一定単位期間

にすべて同じだけの時間の労働を行なうものとは考えないことにする。そして，

このことに従って，上に示した我々のモデルにおいて決定されることになる雇

用水準については，次のように考えることにしよ㌔まづ・工場労働者は，社

会的な諸条件に従って，年間a時間の労働をするものときめられているものと

しよ㌔そこで・これからは・年間a時間の労働を行なう労働を一単位の労働

として考えることにしよう。このように考えると，生産財生産部門における雇

用はすべて工場労働者であるから，上に示した生産財生産部門における雇用水

準z・というのは・いま定義した単位で測って工・単位の労働が雇用されるもの

と理解することにす孔ところで・消費財生産部門においては，一部は工場労

働者を含むが，大半は農民である。しかも，農業部門においては，工業部門に

雇用されなかった労働力のすべてが寄生しているものと考えている。さて，我

々のモデルで決定される消費財生産部門の雇用水準工。も，上と同じく，年間

a時間の労働を行なう労働を単位として測られている。従って，この部門での

年間を通しての必要な労働時間の総計はαz。時間である。これに対して，総

労働量のうち，生産財生産部門に雇用されなかったもの，すなわち消費財生産

部門に寄生することになってきている労働の量は”。とする。後進国でのフ

イージブルな状態としては，当然にz・く工戸であ乱従って1消費財生産部

門においては，工場に雇用される場合には・年間a時間の労働をする単位労働

も，年間α工・μ・｝時間の労働しかしないことにな乱工・｝単位の労働がすべ

て消費財生産部門に寄生し，そこでの生産活動に等しく参加しているものと考

える限り，単位労働が消費財生産部門において年間を通して提供する労働時間

は，（年間を通しての必要労働時間はZ。単位ときめられているカ）ら），a時間よ

りもすくなくなる。この差の部分
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（α一音）

は，単位労働あたりの“偽装失業”時間に相当する。消費財生産部門全体とし

ての偽装失業の単位は（z。＊一工。）である。

　この偽装失業というのは，年間を通して，正規の雇用の機会さえあれば・a

時間の労働をすることができるのに，それがなくて，必要以上の労働力が消費

財生産部門に寄生しているために発生する。従って，生産財生産部門において

雇用機会が増大すれば・当然にそれにみあうだけの労働の供給は可能となるわ

けである。この場合の労働力の消費財生産部門から生産財生産部門への移動の

誘因は次のように考えられ乱既に示したように・我々のモデルにおいては・

それぞれの部門において蓄積された資本と，社会的な諸条件に応じてきめられ

た賃金率に応じて，それぞれの部門での雇用水準はきめられる。このことから

判るように，消費財生産部門における工。単位の雇用については，一単位の雇

用についてωだけの賃金が支払らわれる。ところが，この部門においては，

年間労働時間がa時間以下におさえつけられた労働工皇＊単位がいる。従って，

工1｝単位の労働のそれぞれ一単位に対しては，

　　　　　　m　L呈
　　　　　　　　　（＜m）
　　　　　　　工。＊

だけの賃金しか配分されない。これは当然に，標準的な労働一単位に対して支

払らわれる賃金mよりすくない。そこでもし，生産財生産部門における雇用

機会が増加し，一単位の労働が，標準的な労働として労働できる機会が与えら

れ，それに相当するだけの賃金が支払らわれるならば，いままで消費財生産部

門に属していて，低い賃金率にあまんじていた労働は，生産財生産部門に移動

することを喜ぶであろう。

　猶，生産財生産部門での雇用機会が増加し，消費財生産部門での労働需要に

対して，そこへの寄生労働量が相対的に減少する場合には，消費財生産部門に

属する労働一単位あたりが受けとる賃金は増加す乱
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3．生産財生産部門と消費財生産部門の均等成長の可能性について

　2．前節において我々は，偽装失業のある限り・一定の賃金率で労働は無制

限に供給されることを示した。そこで本節においては・このような状態におい

て，生産財生産部門と消費財生産部門との均等成長は可能であるかどうか，ま

た可能であるとすればその成長率はどのような大きさのものであり，どのよう

な性格をもっものなのか・について検討することにす孔

　まづ，生産財生産部門と消費財生産部門の問での均等成長の可能性について

考えることにする。

　b．生産財生産部門と消費財生産部門における。それぞれの生産物について

の需給は常に均等していると仮定した。その需給関係は・（2．7）において

　　　　　　X1斗1KI＋ク里K2

　　　　　　×2ミ20Lユ十20五里

と示した。ここでは・何れの部門においても・利潤はすべて貯蓄され・投資さ

れるものであり・消費はすべて労働者の賃金によって吸収されるものと仮定し

ている。

　利潤はすべて貯蓄され，投資される。ここで更に資本の減耗については考え

ないことにすると，均等成長率のもとでは，

　　　　　　Xエ＝∠1K＝∠lK。十∠1K。＝gK。十gK。

と考えることができる。これは，生産財の生産物はすべて資本への新らたな附

加分とレて考えられ・それの各生産部門への配分は・それぞれの部門での資本

の成長率が均等するような仕方で行なわれる・ことを示してい乱ここで，資

本の成長率は，

　　　　　　　　∠1K。　∠lK．
　　　　　　9＝1r一＝K，

である。また，ここでは，生産財生産部門での利潤または消費財生産部門での
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利潤が，それぞれそのままに各部門での投資にむけられるとは考えていない。

利潤は・経済全体としてまづまとめられ・そ才しから上に示した基準（各部門で

の資本の均等成長）に従って，各部門に配分されるものと考える。このような

場合での最適な状態がどのようなものであるかについては，次節において検討

する。

　以上のことを考えると，各部門での資本の均等成長が成立する場合における

各財の需給関係は，

　　　　　　XFgKユ十9K呈
　　（3．1）

　　　　　　X2＝ωZユ十ω工2

をみたすことにより均衡状態におかれる。ここでの問題は，これらの関係をみ

たす“均等成長率”gが存在しうるか否かを検討することであ孔

　この問題を検討する為に，“資本・労働比率”と呼ばれるものを導入するこ

とにしよ㌔これは1単位労働あたりに結合される資本量を示す。すなわち・

島一音・ト会
である。ここで島・および尾・は，それぞれの部門での資本・労働比率をあらわ

してい乱また・労働単位あたりの生産水準を・それぞれの部門について”1お

よびκ。と示すことにする。すなわち，

　　　　　　　　X1　　　　　X，
　　　　　　κFT・　物＝工皇

である。そこで，（3．ユ）の関係を・これらの比率を用いて示すと・

　　　　　　　　　　　　z。
　　　　　　κF幽十地下r
　　（3．2）

　　　　　　　z。　　　　工。
　　　　　　灼丁＝ω十ω丁「

のようにあらわすことができる。ところで，工・および工・は，各生産部門での

雇用水準であるから，当然に正値をとる。従って，（3．2）の関係をみたすため

には，

　　　　　　㍗物㌣一・
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の関係がみたされることを必要とす孔そして，この関係より直ちに，

　　　　　　　　　κユ（κ2－m）
　　（3・3）・r、（κ、＿。）十舳、

がえられる。ここで1（3．2）を考えると・m・工・および工・はすべて正である

から

　　　　　　約一m＞O

である。従って，（3．3）に示される資本の均等成長率は，経済的に有意味な水

準において，必らず存在することが削る。

　この資本の均等成長率は，両部門での均等な資本の収益率に等しいものであ

ることは容易に示される。それぞれの部門での資本の収益率は（2．4）によって

示されてい乱この同じ関係において・両部門での資本の収益率が均等した場

合には

　　　　　　　　クXrmZI
　　　　　　ク＝　　　　　　　　　クK、
　　（3．4）

　　　　　　　　xrωz，
　　　　　　γ呈　　　　　　　　　クK。

のように示される・更にこれを比率の体系に改訂して整理すると・

　　　　　　カ物＝ゆ局1＋m
　　（3．5）

　　　　　　κ2三ゆ尾皇十包。

とな乱ここで・これら二つの関係からヵを消去すると・

　　　　　　　　　κ2（κrω）
　　（3．6）　ク三
　　　　　　　　尾、（κ2一ω）十ω局2

がえららる。これは，（3．3）で示した資本の均等成長率に等しい。

　c．そこで，前節において考えた〔（2．工＊），（2．5），（2．6），（2．7）〕の体系

を，均等な資本の収益率の成立する状態において考えてみることにする。これ

は，

　　　　　X1＝K1Oエユ1一匹

　　　　　XFK室β工呈卜β
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　　　　　　γ＝αKユ蜆一化、】一蜆

　　　　　クγ＝βK。β■lL星1一β

　　　　　　弓。ヨ少（ユーα）K！工。｝

　　　　　　砂＝（ユー戸）K皇β工呈’β

　　　　　　K・＝K1＋K．

　　　　　Xユ＝γK

のように示される。この方程式系が，前節における〔（2．ユ‡），（2．5），（2．6），

（2．7）〕の体系と異なる根本的な部分は，ここでは資本の均等収益率を前提とし

ているために，生産財生産部門と消費財生産部門の闇への資本の配分が任意で

あってはいけないという点である。すなわち，経済全体として蓄積されている

資本Kは・両部門での資本の収益率を均等化させるような仕方で・それぞれ

の部門に配分されなくてはならない。かくして，上に示した8個の方程式にお

いては，経済全体としての蓄積された資本Kと，社会的な諸条件のもとでき

められた賃金率ωに応じて，両部門での生産水準X。とX。，資本の配分量

KエとK。，雇用水準工。と乙量；消費財で測った生産財の価格ク，そして資本の

均等利潤率rが，一意的に決定される。

　この方程式体系を解くためには，便宜上，比率の体系に変換したほうが扱か

いやすい。比率の体系が解かれれば，もとの体系が解かれたのと同じである。

比率の体系は次のように構成され乱

　　（3．7．ユ）　　　　κ1二尾。o

（3．7．2）　灼＝尾。β

（3．7．3）　　　　f＝α尾1〇一1

（3．7．4）　　　ク7；β局2β一1

（3．7．5）　m＝ク（工一α）炉

（3．7．6）　　　　ω＝（ユ．β）島2β

（3．7．7）　K巨島エェ十島エ。
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　　（3．7．8）　物ZFクK

この8個の方程式系においては，経済全体としての蓄積された資本Kと，社会

的な諸条件のもとできめられた賃金率呂。に応じて，両部門での労働単位あたり

の生産水準物と物，資本・労働比率尾、と尾。，雇用水準Z。と工。，消費財で

測った生産財の価格ヵ，および資本の均等収益率7が，一意的に決定される。

　　　　　　　　　　　κ工，物

　　　　　　　　　　　冶。，正。

二1一い
　　　　　　　　　　　カ

　　　　　　　　　　　7

さて，まず第一に，（3．7．3），（3．7．5），（3．7．4），および（3．7．6）の関係より，

　　（3．8）尾、＿αユLβ尾，
　　　　　　　　β　ユーα

の関係を導いておく。そこで（3．7．6）の関係から，

　　（…）島一（ユ讐β）青

がえられ，また（3．8）を考えると

（・・1・）仏一位竃（ユ竺β）÷

がえられ，このようにして，両部門での資本・労働比率は決定される。

　次に，（3．7．ユ）と（3．7．2）の関係から，両部門での労働単位あたりの生産水

準は

（・・11）均一（H≡ξ）血（。竺β）号

　　　　　　　　　ω　　（3．ユ2）κ室＝
　　　　　　　　ユーβ

として決定される。

　また，（3．7．5）の関係において，（3．ユ0）で与えられる島1を考1｝ると，

（・…）ヵr竺。（手1ミ麦γ（ユ毒β）青

のように・消費財で測った生産財の価格がきめられ孔
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　（3．7．3）の関係において，（3．ユO）で示される為。を考えると，ここでは，資

本の均等収益率

（・・1・）同（Hミ1γ■てエ讐β）チ

がきめられる。

　最後に，（3．7．）の関係において，（3．7．ユ）を考えて生産財生産部門におけ

る雇用水準

（…）ト青・一線；（ユ毒β）九・

がえられ，更に，（3．7．7）において，（3．15）の最初の関係を考えると，消費財

生産部門における雇用水準

（・・1・）ムーユ档ｿK一（ユ毒β）÷（！－1）・

がえられる。

　かくして，比率の体系（．7．ユ）～（3．7．8）は解かれた。

　d．上の比率の体系の解には陽表的には示されなかったが，ここでは，両部

門に対して，資本はどのような比率で配分されるのかについての注意が必要で

ある。

　（3．ユ5）および（3．16）の最初の関係から，我々は，それぞれの部門に対する

資本の配分率を

　　　　　　K。　　（3・ユ7）一K一一α

　　　　　　K。　　（3．18）　　一　一＝1一α
　　　　　　K

のように尊びくことができる。従って，ここでは，この“α”の経済的意味に

ついて検討することが必要となる。

　このαは，生産財生産部門における生産関数

　　　XFF、（K。，Z。）

を，若干の特殊な状態を仮定して，コブ・ダグラス型の生産関数
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　　　　　　XFK、皿エユ1一皿

におきかえたときに，我々の体系の内に入ってきたものである。更に，このコ

ブ・ダグラス型の生産関数を扱かいなれたものならび容易に判るように，この

αは，生産財生産部門における生産物の資本への分配率であり，また（ユーα）は

その労働への分配率である。このように，資本の生産財生産部門への配分率は，

生産財生産部門での生産物の資本への分配率に等しい場合に，両部門での資本

の均等収益率が成立しうる・ことが削る。

　またこの“α”は，生産財生産部門において，資本の投入のみを工％増加させ

た場合，生産水準をα％増加させることを意味する指標（生産水準の資本投入

弾力性）でもあることが示される。すなわち，

　　　　　　　　24
　　　　　　　　X。
　　（3・ユ9）α＝孤r

　　　　　　　　7丁

このような観点よりみれば，資本の生産財生産部門への配分率は，生産財生産

部門における生産水準の資本投入弾力性に等しい場合，両部門での資本の均等

収益率が成立しうる・とも言え乱

4．資本の均等収益率に等しい均等成長率が

　　最大の均等成長率であることについて

　a．前節においては，生産財と消費財の両財の需給均衡の条件のみをみたし

ながら，両生産部門での資本の均等成長を保証する。資本の均等成長率g〔（3．

3）にて示される〕と，両部門での資本の収益率が均等するという条件から尊び

かれる資本の均等収益率の形式的な同等性を根拠として，両部門での均等成長

率を，両部門での資本の均等収益率を通して決定することができることを示し

た。そこで本節においては，両部門での資本の均等収益率に等しい両部門での

均等成長率こそは，両部門において資本の収益率が均等しない場合での均等成
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長率に較べて，常に大であることを示す。両部門において資本の収益率が等し

くない場合に，両部門での資本の均等成長率を保とうとするためには，収益率

の高い部門での利潤の一部を，収益率の低い部門に移転させなくてはならない。

このような価値の移転は，自由経済のもとでは現実されるものではないが，我

々はここでは，計画当局が存在し，それがこのような価値の移転を可能ならし

める方策をとることにより，このことは実現されるものと考える。

　b．まづ，両部門において資本の収益率が均等しない状態に戻って考える。

このような状態は，両部門における資本量が任意である場合に考えられる・我

々は，このような状態を，〔（2．ユ＊），（2．5），（2．6），（2．7）〕の体系において示

しれそこで・この体系をまた・比率の体系に変換して考えることにす乱こ

の場合の比率の体系は，

（4．工）　　〃。　　＝島。

（4．2）　κ。斗。β

（4．3）　　ク］　　＝α島1o一一

（4．4）　ク72二β島β．一

（4．5）　ω　＝ク（ユーα）が

（4．6）　　　ω　　　＝（ユーβ）尾。β

（4．7）　　々i工1＝’ζ1

（4．8）　　島2工2＝K里

（4．9）　κ山斗、屋山十γ。尾。工。

にて示される。ここで，（4．7）および（4．8）は，資本・労働比率の定義式であ

り，比率の体系への変換にあたって附加されたものである。

　（4．ユ）～（4．9）の9個の方程式系において，各生産部門での蓄積された資本

K。とK。，および賃金率mが与えられれば，両部門における，労働単位あた

りの生産水準κ1とκ・・資本労働比率尾1と尾皇・雇用水準工1と五里・資本の収

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　101



経済経営研究第16号（I）

益率r。とγ室，そして消費財で測った生産財の価格クが，一意的に決定される。

＾ll
クi，γ2

ク

まづ（4．5）の関係より，

（・・1・）島一（ク（芦、））÷

また（4．6）の関係より

（・・11）島一（工讐β）÷

が得られる。ここで尾。は完全な解であるが，ゐ。はそのなかに未知数である夕

を含んでいるために，完全な解ではない。これは後程クについて解いたのち，

それを代入することによって完全な形とされ乱

　（4．3）および（4．4）から，各部門での資本の収益率は，クを含んだままで

（・・1・）・一1（ク（芒、））午

（・・1・）吋1（ユ讐β）午

と示される。

更に，（4．7）および（4．8）から，各部門での雇用水準も，それぞれ，

（・…）ムーK／（カ（筆、））÷

（・・1・）ムー札／（ユ讐β）寺

のように示される。ここでZ。にはまだクが含まれている。

　そこで次に，消費財で測った生産財の価格の決定にうつる。（4．9）の関係に

おいて・生産財生産部門に対する資本の配分比率を

　　　　　　五＿λ
　　　　　　K
にて示すこととすると・

ユ02



　　　　　　　　　　　テイク・オフの過程における有効な資本蓄積の径路について（片野）

　　　　　　　　　　　　　ユ　　　　　　（ユーα）λ尾。o－1＝一一β（1一λ）尾。β一1

　　　　　　　　　　　　　ク

がえられる。更にこれより，

（・・1・）クー仕1；・lll；1一（祭1≡3ヅ／（ユ竺β）㍗（ユ讐。）可

　　　　r讐、←宗一昌一）匝（早）青

となり，クは決定される。

　そこで，（4．10）と（4．ユ6）から尾1は決定され乱

（・…）馬一（÷音））1讐ダ）十

（4．ユ2）と（4．ユ6）および（4．ユ3）と（4．ユ6）から，両部門での資本の収益率

は，

（・…）・一1（佐窒γ一’（ユ讐β）号

（・・1・）η一1錯三房（÷ll≡碧ヅ（工讐β）号

となる。

　また，（4．ユ）と（4．2）から，各部門における労働単位あたりの生産本決は，

（・…）均一（絹；γ（ユ讐β）青

　　　　　　　　　ω　　（4．2工）　　κ2竺
　　　　　　　　正一β

となる。

最後に・生産財生産部門での雇用水準は・　（4．ユ4）の関係から・

（・…）ムー（祭1三会；）（ユ毒β）㌔

となる。

　かくして，比率の体系（4．ユ）～（4．9）は，一意的に解かれたことになる。

　C．以上において，資本の均等収益率が成立しない状態での，両部門におけ

る資本の収益率は・与えられた・それぞれの部門での資本量および賃金率に応

じきてめられた。

　ところで，（2．7）の最初の関係において示したように，利潤はすべて貯蓄さ
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れ・それは更に投資にむけられるから，

　　　　　　X1＝γlK1＋γ2K室

であり，また資本の減耗は考えないから，生産された生産財はすべて資本への

附加分となる。

　　　　　X1＝∠lK＝∠1K1＋∠1K2

　しかも本節のはじめにのべたように・計画当局は・各部門での資本の成長率

を均等ならしめるように附加的な資本の配分を行なうものとすると，

　　　　　　XFgK1＋9K2

となる。これらの関係を綜合すると，資本の均等成長率は，両部門での平均的

な資本の収益率に等しいことが削る。

　　　　　　。＿・K1＋・しJK・十γlKLテ
　　　　　　　　　K。十K2　　　　Kl＋K、

ここでテは両部門での資本の収益率の平均値を示している。この平均値を求め

るにあたっての加重値は・それぞれの部門での資本量であ乱

　この平均的な資本の収益率は，生産財生産部門への資本配分率λを考えるこ

とによって，

　　　　　　ケ＝λr1→ト（i一λ）γ至

と書くことができ孔そこで（4．9）の関係は次のように示すことができ孔

　　　　　　”1Zユ三【λγ1一ト（1一λ）ク2＝lK＝ケK

従って，資本の均等成長率に等しい，平均的な資本の収益率は，

・十峠刊舟・去一音甘一リ
となる。ここで，（4．ユ7）で与えられた尾、の値と考えると，資本の均等成長率

は，

（・…）・一1（書1ミ隻γ一で。竺β）守

と示すことができる。

　ところで，この（4．23）において，賃金率ωは所与であるし，αおよびβは

生産関数に含まれるパラメーターであって一定値をとる。従って，この場合，

ユ04



　　　　　　　　　　　テイク・オフの過程における有効な資本蓄積の径路について（片野）

資本の均等成長率gは，資本の生産財生産部門への配分率λのみの関数とし

て示されうることになる。

　　（・…1）・一・1（ユ主λ）ト1

・ここで，

　　　　　　∬一（’云βゾ（。竺βγ一’

Iである。

　そこで，（4．23‡）においてλの値の変化に応ずる，資本の均等成長率gの変

化の仕方を検討することにしよう。勿論，λの動きうる範囲は，

　　（4．24）　0＜λくユ

であ乱まづ（4．23‡）に示されるgをλにて分徴すると・

　　（・…）舟一且（ユ主λゾ・者ミ会

がえられる。しかも我々は，λについては，（4．24）に示されるような制約を

もっているから，

（・、・・）缶姜・肪・α妻1

の関係にあることが判乱ところで我々は，

まれるどの性質として，

　　（4．27）　0くα＜工

　　　　　　　　　　9

コブ・ダグラス型の生産関数に合

0　　　　　　　　　四
λ

ユ05
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であることを知っているから，（4．23ホ）におけるgとλの関係を下図のように

示すことができる。すなわち，λがαに等しくなる場合に，資本の均等成長率

は最大となる。

　ところで，前節において示したように，このαは，資本の均等収益率が成立

する場合における。生産財生産部門への資本の配分率である。従って，λがα

に等しくなる場合に，資本の均等成長率が最大になるということは，資本の収

益率が均等するような状態，または資本の収益率が均等になるように資本が両

部門に配分される時に，資本の均等成長率は最大となる，ということを意味し

ている。

5．最大の均等成長率を有する径路への収束の可能性について

　a．前節において我々は，資本の均等収益率に等しい均等成長率こそが，最

大の均等成長率であること，従ってまた，そのような最大の均等成長率をもつ

径路こそが，資本蓄積のための有効径路であることを示した。そこで本節にお

いては，資本の均等収益率に等しい均等成長率を有する径路へ，それ以外の状

態にある径路が収束しうるであろうか否かの問題について考えることにする。

　b．まづ，もう一度，資本の均等収益率の成立していないような状態につい

て考えることにしよう。このような状態は，前節において，（4．1）～（4．9）の

体系によって，コンシステントなものとして示された。

　各生産部門における利潤部分はすべて貯蓄され，投資にむけられること，ま

た資本については減耗については考えないことは・ここでの議論を通して一貫

した仮定であるから，

　　　　　　X1＝∠lK＝∠1K1＋∠1K2二γ1Kユ十ク室K里

の関係は常に成立するものと考えてよい。

　（4．ユ）～（4．9）の体系においては，各生産部門において蓄積されてきている資
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　　　　　　　　　　　テイク・オフの過程における有効な資本蓄積の径路について（片野）

本K。およびK。は所与として扱かっている。そこで，この状態での資本の成

長率は

　　　　　　∠lK　　γ。Kユ十γ。K。
　　（5・ユ）■r＝Kユ十K皇

であることも，常に成立するところである。この関係の右辺は，それぞれの生

産部門での資本の収益率γ1およびγ・の平均値であり・資本の平均収益率を示

す。この平均値の加重値は，それぞれの生産部門への資本の配分率である。

　（5．ユ）の関係は，便に

　　（5．2）　　9＝ク1λ十ク2（ユーλ）

のように書き改らためられ乱ここで8は・資本の平均収益率に等しい成長率

であり，λは生産財生産部門への資本の配分比率を示している。そして，前節

に示したところから判るように，λがαに等しくなるような状態，すなわち，

生産財生産部門への資本の配分率が，生産財生産部門における所得の資本への

分配率に等しいような状態においては1それぞれの部門における資本の収益率

は均等化し，成長率は最大となる。

　　　　　　［λ→α］→匡→maX．17。≡・γ。］

　C．ところで我々は・ここでは・自由経済でなく・計画化された経済を考え・

その計画当局は，投資の配分にあたってその操作をなしうるものと考えている。

このために，前節においては，たとえそれぞれの生産部門における資本の収益

率が異っていても，その利潤部分の一部を，一つの生産部門から他の生産部門

に移転させることにより，それぞれの生産部門における資本の成長率を均等さ

せることができるものと考えた。

　本節の最初に示した諸関係において，投資＝資本の増分∠IKが，このような

（各部門での資本の成長率を均等ならしめるような）仕方で配分されるとして

も，

　　　　　　∠Kユ十∠lK皇＝γ1K1＋ηK2
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の関係は常に成立するのであるから1たとえ

　　　　　　∠K1坤一Ki

　　　　　　∠1K！ヤ2K2

であっても，全体としての生産財の需給には何等の支障もない。

　ところで・計画当局によるこのような投資配分の操作があったと考える状態

においては，（5．2）の関係は，

　　　　　　（5．3）　9±［r。十（9イ。）］λ十［γ呈十（9一ク里）］（1一λ）

のように書き直される。ここでは，各生産部門への投資∠K1および∠K里は，

　　　　　　∠lKFgKユ

　　　　　　∠lK呈＝9K。

がみたされるように計画当局によってきめられている。従って

　　　　　　（9－71）K．or⑫イ里）K里

に等しいだけの利潤部分が・一つの生産部門から他の生産部門に移されているひ

ここで⑫一γ、）Kエと⑫一7。）K。とは等しく，また一方が正であれば，他方は

必らず負である。このことは，gが資本の平均収益率として定義されているこ

とを考えれば・容易に理解され乱すなわち・（5．2）の関係において・これは

gが資本の収益率であることを示しているのであるから，gは必らず，γユと～

の中間の大きさをとる。従って，（g一ク、）が正であれば，（gイ。）は必らず負で

ある。逆は逆となる。

　そこで・暫らくの間，ク1がr・よりも小さくて・従って㎏イ・）が正，仮一r望〉

が負という状態について考える。（5．3）の関係においては，各生産部門が均等

な成長率にてそれぞれの資本を成長させる状態を示している。この場合，（9一

γ、）は正，（g一γ。）は負であるから，計画当局は，消費財生産部門での利潤の一

部を生産財部門に移すことによって，両部門での均等な成長を維持しようとす

る。ここで問題なのは，このような操作は，計画化された経済のもとでの計画

当局のような機関があって始めて可能なことであって，自由経済のもとでは実．
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現は不可能なことである，ということである。すなわち，ここでは，γ。がク。

より小さい（生産財生産部門での資本の収益率が消費財生産部門でのそれより

小さい）と考えているのであるから，自由経済のもとでは，投資は消費財生産

部門に集中する。従ってそこでは，両部門の間の均等成長は望めない。このよ

うなことは，計画化された経済のもとでのみ実現され乱

　d．このようにして，計画化された経済のもとで達成される両部門での均等

成長の径路が，そのままで，最大の均等成長率を有する成長径路に収束しうる

かどうかを検討することが・ここでの問題であ乱

　それぞれの部門における資本の量が任意に与えられたときにも，計画当局に

よる投資配分の操作により，両部門の間での均等成長は実現されうることは，

くりかえして示した通りである。ただし，そこにおいては，それぞれの部門に

おける資本の収益率は相互に異っており，そこでの平均的な資本の収益率が，

そこでの均等成長率に等しい。

　さて，最大の均等成長率を実現するためには，生産財生産部門への資本の配

分率λが，生産財生産部門での所得の資本への分配率αに等しくなくてはなら

ない。任意に与えられたλはαに以来しなくてはならない。ところで

　　　　　　λ＿五
　　　　　　　　K

であるが，我々が現在考えている両部門の間での均等成長率が成立する状態に

あっては，両部門での成長率も，経済全体としての成長率も，すべてこの均等

成長率に等しく，従って，生産財生産部門への資本の配分率は常に不変である。

すなわち，

　　（5．4）λ＿Kl（’）」ユ十・γK・（吐＿、。。、。

　　　　　　　　K（，）　（ユ十9）’K（O）

ここでK、（0）は初期における生産財生産部門での資本量，K（O）は初期におけ

る経済全体としての資本量である。これらが共に，同一の成長率で成長するも

のとすれぱ，時間の経過があっても，これら2つの量の相対比は常に不変であ
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ることを，（5．4）は示している。

　そこで，生産財生産部門への資本の配分率λを，所与の生産財生産部門にお

ける所得の資本への分配率αに収束させるためには，計画当局において，常に

経済を均等成長の状態に保つように投資配分を行なっていてはいけないことが

削る。すなわち，λがαよりも小さい状態においては，λを高める必要がある。

この場合には，生産財生産部門での成長率を，平均以上に高めることが必要と

なる。このことについての操作は，均等成長を可能ならしめたと同じく，計画

当局としては実現可能である。それぞれの生産部門への投資配分の比率を操作

することにより行なわれうる。

　ところで・λがαより小であるということは，資本の平均収益率が，生産財

生産部門での資本の収益率より小であることを意味する。すなわち，前節で示

したように，資本の平均収益率テは，

　　　　　　テ＝冶10■1λ

であり1また・生産財生産部門での資本の収益率γ1は

篶一1
i÷号ツーてユ竺βゾ

である。また，生産財生産部門における資本・労働比率ゐ一は，

島一（÷十宗）（者ア）÷

であるから，資本の平均収益率は，更に，

1－1（÷号ツーて古）ト’

となる。そこでこれらの関係より，我々は，

　　（…い十（1－1）（青号γ一コ（ユ讐β）チ

をうる。従って，

　　（5．6）　　　テ……γ1　for　λ　……　α

の関係は明らかとなる。

　従って，λがαより小さい場合，最大の均等成長率を達成するために，λを

○に収束させようとして，生産財生産部門での資本の成長率を均等成長率より
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大ならしめようとする企ては，計画当局にとっての負担を軽くする。この場合一

には，生産財生産部門での資本の収益率は，平均的な資本の収益率よりも大で

あるから，この部門に投資を集中させることには，特別のインセンティブを必一

要としないからである。

　このように考えると，最大の均等成長率を有する成長径路への収束は，常に

均等成長を維持しようとすることによっては達成されなくて，資本の収益率の

高い生産部門に投資を集中することによって達成される。この場合における計

画当局の役割は，資本の収益率の高い生産部門への投資の集中にあたって，そ

の過程の順調な進行を阻害する諸要因を排除することに，常に注意を払うこと

である。
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I　序

　今日∫西独において多大の関心を憩いているプリヴァティジールンダ（PriVa－

t｛sie㎜g）の問題は，その起源を20世紀初頭に求めることが出来る。われわれ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω
は1既に別稿において・プリヴァテンジールンダに関する歴史的概観を試み・

　　　　　　　　　　　　　　12〕
更に若干の基礎的考察を行った。その考察において，われわれはプリヴァティ

ジールンダに関して次の如く述べた。

　すなわち，「われわれは……プリヴァティジニルンダを一応r公有財産の，私

は〕拙稿「プリヴァティジールンダ略史」神戸大学経済経営研究所・経済経営研究第14

　号（正），1964．

②　拙稿「プリヴァティジールンダの基礎的考察」国民経済雑誌第ユ11巻2号，昭和40

　年2月。
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右への移転』と理解しておいた。そして…・・一プリヴァティジールンダの対象と

なる公有財産は公有営利財産であることが明らかにされた。また……公的営利

活動の制限を目指す経済政策的目標と，広汎な財産分散を達成せんとする社会

政策的目標とによって，プリヴァティジールンダが基礎付けられているという

ことが明らかにされた。更に，プリヴァティジールンダのこれらの2つの目標

は，国民株式によって統合され，同時実現の可能性を与えられるということが

　　明らかにされた。かくて，プリヴァティジールンダはこれを次の如く定義

することが出来よ㌔すなわち・プリヴァティジールンダとは『公的経済活動

を制限せんとする，または広汎な財産分散を達成せんとする，または両目的を

同時に追求せんとする，公有営利財産の私有への移転』である。そして1この

定義のうちに，プリヴァティジールンダの有する2つの性格が見出されるであ

ろう。すなわち，経済政策的目標を達成せんとするプリヴァティジールンダは

伝統的なるものであり，その場合，それは『私有化』とも称すべき性格を有す

る。一方，広汎な財産分散を目指す社会政策的目標を達成せんとするプリヴァ

ティジールンダは，従来の伝統的プリヴァティジールンダ，すなわち『私有

化』とはその性格を異にし，それは『社会的私有化（soziale　Privatiliemg）』

とも称すべきものである。われわれは，この国民株式を伴った新しいプリヴァ

ティジールンダをば『民有化』として把握するのである。・…・・私有化において

は，r公有財産の，私有への移転』そのものが重要なのであり，その際にそれが

誰の私有に帰属するかという点は，副次的な事柄である。従って，私有化にお

いては・一個人・少数者または私企業への所有権移転も当然に行われるのであ

る。一方，『民有化』は私有化とはその性格を異にする。民有化においては，公

有財産の私有への移転の際に，それが誰の私有に帰属するのかという点が重要

となるのであ乱すなわち・民有化においては1広汎な国民階層（就中，低所

得者層）への財産分散が重要課題なのであるぺ…・・われわれは，一応，国民株

式によるプリヴァティジールンダを民有化とみなし，それ以外のプリヴァティ
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ジールングをば私有化として把握するであろう。そして，今後のプリヴァティ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　131
ジールングは，益々民有化の性格を有するであろう」と。

　私有化においては，社会政策的目標が経済政策的目標に従属し，場合によっ

ては，それは全く無視されるのである。これに対して，民有化においては，社

会政策的目標は経済政策的目標と共に同時実現さるべき性格を有している。民

有化においては，経済政策的目標の実現のためには，社会政策的目標の同時実

現が条件とされるのである。われわれの研究の中心は，かかる民有化にある。

　本小稿においては，かかる民有化の事例的研究が試みられる。われわれが民

有化と称するプリヴァティジールンダは，ユ959年3月・プロイセン鉱業・冶金

株式会社（PreuBische　Ber帥erks一㎜d　H雌en　AG：PreuBag）において実現され，

次いで196工年3月，フォルクスワーゲン製作所（Vo1kswagenwerk　AG）におい

て実現された。以下においては，この2社における民有化を取り上げ，若干の

検討を試みたい。まづ，プロイセン鉱業・冶金株式会社の民有化を取り上げる。

I　プ1コイセン鉱業一冶金株式会社の民有化

1．プロイセン鉱業一冶金株式会社の沿革と現況

　　　　　　　　　プロイセン鉱業一冶金株式会社（以下，PreuBagと略称）

　　　　　　　　　は1プロイセンの管理する諸企業及び諸権利の統括と管理

　　　　　　　　を目的としてユ923年ユ2月ユ3日に設立された。そして・ユ926

　　　　　　　　年には，管理の対象となっているそれらの企業の所有権が

　　　　　　　　プロイセンからPreuBagへ譲渡され，ここにPreuBagコ

ンツェルンが成立した。更に，ユ929年には，PreuBagの株式資本は，同じくプ

ロイセン所有の合同電力一鉱業株式会社（Vereinigte　E1ektrizit批s・md　Berg・

t3〕前掲拙稿〔割2〕〕，89－90頁。
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werks－AG1VE薦A）に譲渡され，PreuβagはVEBA傘下に入ることとなった

のである。

　しかしながら，他の多くのドイツ企業と同様，PreuBagも，第2次大戦によっ

て，申・東部ドイツ及び東方領域において多大の資産と権益を失い，僅かな残

存部分によって再建が開始されたのである。PreuBagは，戦後においては，従

　　　　　　　ω
来からの非鉄金属，石炭部門に加えて，特に石油，天然ガス，運輸，水処理等の

　　　　　　　　　　　　　　15〕
分野を強化・開拓するに至った。そして，近年，急速な開発が行われつつある

北海沿岸（海底も含む）の天然ガス採掘に関しては，PreuBagは，同業他社と共

に，いわゆる北海シンジケート（NordseekOnsortium）において積極的役割を演

じつつあり，更には，化学及び核エネルギーの分野にも進出しつつあるのであ糺

そして，ユ964年には，同年7月9日の総会において，社名がPreuBischeBer駅er－

ks－md　Hu仇en－AG（PreuBag）からPREUSSAG　Akt1㎝gese11sch出に改め
　1創
られ，新しい社名の下に，一層の発展が期待されているのである。

　一方，かかる急速な発展に伴い，投資も活発であり，既に，ユ957年までに，約

6億DMが投資され，その大部分は自己金融によってまかなわれたのである。

更に，1958一ユ960年の間に，約3．5億DMに上る投資が計画され，そのうちユ．2

億DMの資金は，減価償却によって確保された。かかる活発な資金需要を満

すために，7，500万DMから10，500万DMへの増資が企てられるに至ったの

14〕非鉄金属中，特に鉛及び亜鉛に関しては，PmBagは連邦における生産額において

　次の如き比率を占めた。すなわち，1960年には，鉛は41．5％，亜鉛は42．4％（Hand－

　buch　der　deutschell　Aktiengese11sch日ften，62．AuH．，i961／62，Bmd2．，S．1554．）

　であり，1961年には，鉛は40．8％，亜鉛は43．7％（H田ndbuch　der　deutschen　Aktie－

　ngese11sch出㎝，63．Au乱，1962／63，Band2．，S，1594。）である。この数値のみをも

　ってしても，ドイツ産業に占めるPreuB刮gの地位の重要性が明らカ・であろう。

㈲石油，天然ガス，運輸，水処理等の部門の急速な発展は，後に掲げる第1I表におけ

　る数値からも明らかである。

｛6〕H田ndbuch　der　deutschen　Aktiengose11schaften，65，Au丘．，1964’65，Band3，

　SS．2599＿2600．
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第I表pREUSSAG一コンツェルンの構造

PREUSSAG　Aktiengesemsch出，Berlm／Hamover

　　　　　K：DM200，OOO，OOO．一

　　　　　G：1923
　　　　　B：　12，725

K：資本金
G：設立年
B1従業員
一→過半数出資
…→半額以下の出資

（非鉄金属）

lOO％

42．86％

99．7％

Bergmetau　GmbH，

Gos1趾！Bad　Homburg

　　　v．d．H．

K：DM5，OOO，OOO．一

G＝1927

　Unterha胴er　Berg一㎜d

H舳enwerke　GmbH，Oker

K：DM28，O00，OOO．一

G：1924

Met日11werke　Unte㎜esor

　GmbH，Nordenhm

K：DM5，OOO，OOO．一

G：1906

（石炭）

70％

100％

100％

　Nieder曲。hsischer

Kohlen．Verkauf　GmbH，

　　　Hamover
　K＝DM20，OOO．一

　G：1950

PREUSSAG－Hande1sgeso11＿

　schaft　mbH，Ha㎜over

K：DM300，000。一

G：1934

Luise－Kohle　GmbH，

　　H㎜burg

K：DM300，OOO．一

G：1923

（石油）

38％

50％

　GewerkschaftErd61－
R柵nerie　Deu固g－Ne記g，

　　　Hannover
K：1，OOO　Kuxe
　　　（DM40，OOO，OOO．一）

G＝1955

50％

25％

　1≡：rdδlbetrieb　Reitbrook

Kons舳ium　PREUSSAG－
　Mobil　Oil，Hannover

K：

G：1937

Hamove説he　Erd611eitmg

　GmbH，H㎜mver

K：DM1，O00，000．一

G：1959

Emg1㎜d　Erdδlleitmg

GmbH，Obterwa1d

K：DM450，OOO．一

G：1949

33始％

瓦rd51－Aus1iefemn騨

　GmbH，Lingen

K＝DM300，OOO．一

G＝1．963

33．33％

Bayerische　Erdgas－eitung

　GmbH，M世nch㎝

K：DM300，000．一

G：1957

12．5％

25％

Deutsche　Gese11schaft施r

　Gastmnsport　GmbH，

　　　D廿sseldorf

　K：DM　lOO，OOO．一

　G＝

Gewerkschaft　Dr㏄heid，

　　　Hannover

16発％

K：lOO　Kuxe（DM60，001）

G＝1931

Erdgas－Verkaufs－GmbH，

　　　M世nster

K：DM60，O00。一

G：1959

99．9％

PREUSSAG－Erdδ1Ges．

　　mbH，Wi㎝

K：δS1，000，OOO、一

G：1962

70％

“U11ip6tm1”Union　pour1a
Recherche　et1’Exploitation
Petro1iさres　Sahariennes　SA，
PariS

　K：FF　lO，OOO，OOO．一

　G：1961

（運輸）

100％

1OO％

100％

VTG　Vereinigte　Tanklager

　md　Transportmittel

　　GmbH，Hamburg
　K：DM30，O00，OOO．一

　G＝1951

Luise　Schi冊ahrtsgese11schaft

　　mbH，Hamover

K：DM1，OOO，OOO．一

G：1938

Luise　Schi価ahrtsgese11schaft

　　mbH，Hamburg

K：DM　l，OOO，000．一

G＝1961

iOO％

Deutsche　Fmto　GmbH，

　　　H㎜burg

K＝DM9，OOO，OOO．・

G：1921

（水処理）

100％

Sch6nebecker　Brurmen刷ter

GmbH（SBF），Hamover

K：DM　l，OOO，O00．一

G＝1936

（その他）

Gewerkschaften　Baden　und

M趾㎏r舶erKa1isalzber駅erk

　Buggingen，Buggingen

Hanmver　Sied6s北

GmbH，H㎜mver

56．6％ Kl　je　lOOO　K皿e 26％
（DM16，OOO，OOO．一） K＝DM20，OOO．一

G＝1922 G：1961

E16ktro－Chemie　Ibbenb阯en Norddeutsche　Sa1inen

GmbH，Ibb㎝b亡r㎝ GmbH，Hamovor

→
一一一一一ｨ

50％
K：DM10，000，OOO1一

26％ K：DM18，OOO，OOO．一

G－960 G：1961

Baugosenschaft冊r Stader　SaIz　GmbH，Stade
industrie116A曲gGn

一
mbH，Hmmver 一一一・Iｨ

100％ K：DM30，000．一
26％ K：DM20，000、一

G：1909 G：1961

Kohlen埴㎜＝o－Industrie Gewerkschaft　M㏄hemichor

AG，Dusse1dorf Werke，M㏄hemich
1一一1一一■1一一 ｡ （EifeI）

33％％ K：DM15，000，OOO．一 lOO％ K：2，O00Kuxe（DM20，000）

G：1883 G：

Sto冊6㎜＆N611e　AG， En榊icld㎜g㎜dBe㎜t㎜g
三Borlh GmbH，H㎜mver

一一1・…@．一一．“

34．47％
K：DM4，500，000．一 100％ K：DM20，O00．一

G：1907 G＝1961

100％

12．25％

25％

PREUSSAG，Basel

K：sfrs．5，OOO，O00、一

G：1963

Transo㏄㎜Dri11ing

　Comp．Ltd．，

Nassau／B心amas

I（：£460，OOO。一

G：1964

Borgbau－P1㎜ung　GmbH

　　（BPG），Es舵n

K：DM500，000．・

G＝1959



第皿表p㎜＝USSAG一コンツニルンにおける生産，売上及び従業員の推移

1954 ユ955 亘956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963

鉛　　　　　　（t） 70，468 59，O15 74，585 85，902 83，164 93，062 100，2工O

亜鉛　　　　　（t） 84，397 84，509 84，998 85，902 88，881 90，732 88，235

石炭　　　　　（t） 2，237，000 2，197．OOO 2，265，381 2，389，208 2，171，971 2，236，498 2，222，567

煉　炭（B砥ett）　　　　（t） 432，000 427，000 460，581 594，419 536，723 550，787 564．653

生　　産　　額

炭坑電力（％ob㎝9trom）（Mio止Wh） 619，OOO 553，000 606，037 539．618 456，600 482，745 583，工86

石油　　　　　（t） 415，000 440，OOO 467，147 506，226 600，979 709，787 798，147

天然ガス　　　　　　（Mio　Ncbm） 19 17 18．5 22．3 23，028 44．254 63，068

カ　リ　　　　　（t） 83，566 80，173 87，651 1OO．457 94，764 90，370 91，453

PR亙USSAG及び過半数出資子会社 649．2 722，8 804．O 836．5 929．9 1，038．8

P㎜：USSAG　　　一　　（Mio　DM） 308．4 3n．9 322．3 352．4 366．2 415．1 478．1

非　　鉄　　金　　属 308．4 373，O 406．9 381．9 361．3 393．9

（炭坑電力を含む）　石　　　炭 ユ63．5 161．6 188．2 工74．4 191．4 205．2

（海運を含む）　石　　油 126．9 工49．9 188．1 214．3
1・・… ／1・…

運　　　　　　翰 7．9 42．5 101．3 113．4

鉱泉・給水・工場及ぴ管暗渠建設 31．7 33．6 43．9 52．4 60．1 77．4

その他の活　動 21．7 24．O 26．8 27．7 34．6

PREUSSAG 16，097 16，097 15，576 15，374 14．911 12，432 u，754 12．538 12．725従業員数

子　　会　　社 6，308 6．986 7，070 7，948 6，742 6，609

合　　　　計 21，682 21，897 19．502 19，702 、19，280 19．334
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である。そして，ユ958年ユ2月工9日に，連邦内閣においそ，かかる3，OOO万DM

の増資を国民株式Wo阯S出ie）の発行によって行う点に関して，原則的一致を

　　　　　17〕
みたのである。かくて，ここに，史上初の国民株式による民有化が試みられる

こととなったのである。この点に関しては，後節において，ヨリ詳しく関説す

ることとしたい。

　本節においては，PreuBag（ユ964年以降はPRFUSSAG）自体の発展に関し

ては，ここに挿入した若干の折込図表によって，これを表示するにとどめたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18〕
第I表はPREUSSAGコンツェルンの主要部分である。また，第皿表はPRE・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑨
USSAGの生産，販売及び従業員の推移をあとづけたものである。

2．民有化の実施

　さて1以上の如き沿革と発展を有するPreuBagは，ユ959年2月2日・特別

総会において3，000万DMの増資を決議し，同時に，親会社VEBAは，これ

に対する新株引受権を放棄した。かくて，国民株式による国有企業の初の部分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　oo
的民有化（Teilprivatisiemg）の前提が形成されたのである。

17〕H長rche，Kurt：Das　Expe㎡ment　der　Volksaktie，1961，SS．84－85．

t8〕第I表は次の資料を参照して作成した。脇ndbuch　der　deutschen　Aktiengesell－

　schaften，65，Au日．，1964！65，B；㎜d3，SS．2600－2602．

⑨　第皿表は次の資料を参照して作成した。1957年以前の空白部分は，これらの資料に

　よっては，得られなかったものである。
　　Handbuch　der　delユtschen　Aktiengesellschaften，57．AuH．，1956／57，Band3，

　S．2942．
　　Handb口。h　der　deutschen　Aktiengese11schaften，61．Aufl。，1960／61，脇nd2，

　SS．1779＿1783，

　　H；mdbuch　der　deutschen　Aktiengesellschaften，62．Au乱，1961！62，Band2，

　S．1553．
　　Handbuch　der　deutschen　Akt量engesellsohaften，63．Au畳．，i962／63，Band2，

　S．1598．

　　H畠mdbuch　der　deutschen　Aktiengese11schaften，65．AuH。，1964／65，B畠md3，

　S．2606．
伍⑪　Hammerschmidt，Rolf：Betriebswi対schaftliche　Probleme　derVo狼saktie，Imugu－

　r日1－Dissertation　zur　Er1ang㎜g　der　Doktorw亡rde　eher　Hohen　Staatswirtschaftli－

　ch㎝Faku脇t　der　Ludwig－M砒imili㎜s　Universi倣zu　MOnch㎝，1959，S．51．
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　3，O00万DMの増資部分は，額面価額ユ00DMの無記名式30万株に分割され，

発行相場ユ45DMで銀行シンジケートによって総額引受けられ，同じく145DM

で提供されることとなった。

　応募有資格者は税込年間所得ユ6，000DM以下のドイツ国民であり，1人5株
　　　　　　血皿
’まで応募しうる。また，PreuBag従業員約22，O00人と，同社の年金受給者約12，

000人には，優先的割当が行われることとなっている。この場合，銀行手数料

くBa趾pmvision）と取引所取引税（Bdrs㎝㎜lsatzsteuer）は会社負担であり，更に，

璃買価格の20％支払いの後，残額を2年間の同額年賦で支払うことが出来，そ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○田
の場合の銀行利子も会社が負担することとなっている。このように，PreuBag

従業員及び年金受給者には優遇措置がとられたのである。尚，法人は応募から

原則的に排除されている。

　応募申込は銀行，貯蓄組合，庶民銀行（Vo魅bank）の窓口において行われた。

中込期限はユ959年3月24日から3ユ日までであり，PreuBag関係者には4月4日

まで延長されている。応募者は，自己負担による株式取得であること，及び二

重申込を行っていないということを表明する必要があり，一方，信用機関は，

応募者の所得額を税務署に照会・確認する権限を与えられる。

　かくて，応募結果は増資額をはるかに上まわった。すなわち，応募者総数は

216，119人，応募総額は額面価額でユOO．088，800DMに達したのである。そし

て，国民株式に対するかかる好調な応募に面して，更に5，ユ50万DMがVEBA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈹
持分から国民株式に振り向けられることとなったのである。

　これは，割当に際しての多数の応募者の不満を解消するための措置であるが，

また，将来更に行われるべき国民株式の発行が，その予定を早められたもので

あるということも出来よう。従って，この結果，連邦はVEBAを通じてPreu一

O1〕Hirche，Kurt：Die　Kom6die　der　Privatisiemng，Der　Kampf　um　dieδ価。nt1iche

　Wirtschaft，2．AuH．，1959，S．51．

鯛　Hammerschmidt，Ro1f：a．a．0．，S．52．

qa　Hirche，Ku血：Das　Exp6riment　der　Volks刮ktie，196i，S．86・
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£agの基礎資本総額ユ0，500万DMのうち2，350万DM（22．38％）を所有する

　　　　　　　　　ωにすぎなくなったのである。

　かくて，合計8ユ5，000株（額面価額8，ユ50万DM）の国民株式が応募者に割

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯛当てられることとなるのである。応募者の内訳は第皿表の如くであった。

第皿表PreuBa9一国民株式の応募者内訳

応　　募　　者 人　　数 金額（DM）
ユ

職　　　　　　員 62，844 28，769，400

2 主　　　　　　婦 56，304 26，720，300

3 自　　　由　　　業 27．274 12，708，600

4 年　金　受　給　者 22，139 10，280，700

5 公　　　務　　　員 17，752 8，164，300

6 独　立　営　業　者 16，397 7，802，000

7 労　　　働　　　者 iL025 4，892，700

8 Preu脆gとその子会社の従業員 2，384 750，800

合　　　　　計 2王6，1ユ9 ユ00，088，800

　この表から次の点が明らかとなる。すなわち，全応募者中にPreuB日g従業員

の占める比率はユ．1％であり，その応募額面総額75万DMは全議決権の0．7ユ4

％に相当するにすぎない。また・PreuBag従業員のうち・応募有資格の職員の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈹53％が応募したのに反し，応募有資格の労働者のユ．5％が応募したにすぎない。

更に・労働者が全応募者中に占める比率は5．ユ％にすぎないのであ孔従って・

労働者階層（当該企業における労働者をも含めた）への国民株式の広汎な分散

は・十分に実現されたとはいえないのである。

ω　この結果，VEBAは25％の禁止少数（Sperrminor脇t）を失い，従って，持株減税

　特典（Schachte－prMIeg）はもはや要求されえない。（幻ug，0skar：Volkskapitalismus

durch　Eigentumsstreu㎜g，musion　oder　Wirklichkeit　l，1962，S．58．

価〕Hirche，Kurt：Die　Kom6die　der　Privatisiemng，De正Kampf　um　die搬ent－

　liche　Wirtschaft，2．AuH、，1959，S．112．

蝸　Hirche，Kurt：a．a．OりS．113．
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3．民有化における問題点

　さて，以上の如きPreuBagの民有化には，種々の問題点が存在しているので

ある。PreuBagの民有化においては，株式集中を阻止するための措置は，極め

て不十分であるといわざるを得ないのである。

　すなわち，取得資格者は年間税込所得ユ6，000DM以下に限られ，また，取得

株数は5株までとされてはいるが，これらの制限は第一取得（Erstemerb）の場

合にのみ有効であり，従って，再売却の場合には，これらの制限は存在しない①

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○刊
しかも，売却禁止期間（Sperrfri・t）が設けられていないので，売却は全くの自

由にイ王されているのである。

　しかしながら，株式集中間題は，第一取得者に対する取得制限の設定のみに

よっては解決されえないのであり，第一取得に対すると同じく，第二次取得以

降においても，年間税込所得ユ6，000DM以下，及び5株までの取得制限が継

続さるべきであろう。こ州とよってはじめて，当初に目指された低所得者層へ

の広汎な株式分散が長期的に可能となるのであり，この点に関する配慮なしに

は，PreuBag・国民株式には，時の経過と共に，集中所有される危険が常に存在

するであろう。

　PreuBagの民有化に際しては，銀行が株式買占め（Paketkauf）に対して5年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　○團
間の間協力しないよう義務付けられてい孔これは・株式集中に対する一つの

間接的な措置であり，その効果は5年に限られているのである。また，売却阻

止の問題に関しては，これを売却禁止期間の設定によって可能ならしめようと

はされず，やはり間接的措置が採られるのである。すなわち，売却阻止は，こ

　　　　　　　○田
れを貯蓄奨励金法（Sparpr至mienges物）の援用によって可能ならしめようとす

㈹次章において取り上げるフォルクスワーゲン製作所の民有化においては，売却禁止
　期間が設けられた。

虹副　Hirche，Kurt＝Das　Experiment　der　Volksaktie，1961，S．88．

09貯蓄奨励金法その他の財産形成促進のための諸施策に関しては，別稿における研究
　を予定している。
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るのである。同法においては，貯蓄が5年間据え置かれる場合には，20％の奨

励金が与えられることとなっている。しかしながら，PreuBag・国民株主のうち，

同法の定めるところに従った者は65，000人（額面総額2，600万DM）であり，

これはPreu』3ag一国民株主のうちの約30％にすぎない。売却阻止は，かかる方

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　僅皿
法によっては，十分に達成されえないのである。

　一方，PreuBagの民有化においては，議決権行使に関する制限は存在してい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユる。すなわち，PreuBag・株主は，基礎資本の一一（額面総額ユ05，000DM）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工，000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使聰
以内でのみ議決権を行使しうることが，定款によって定められたのである。し

かしながら，銀行の供託議決権（DepOtst1mme）に関しては，何らの制約も存

在しなかったのである。

　かかる議決権制限は，極めて矛盾した結果を生むこととなる。すなわち，一

方において・銀行の供託議決権が無制隈に有効となるが故に，PreuBagにおけ

る支配権は，20万入以上の国民株主にではなくて，銀行側に移る危険があり，

また，他方，VEBAを通じての連邦は，その所有する235，ユ42株（，議決権）

のうち，ユ，050株に対してしか議決権を行使しえないこととなる。この場合，

残る234，092株に対する議決権は，行使され得ないままにとどまるのである。

Preu肋gにおけるV鵬A（従って連邦）の影響力確保に関しては，次節におい

てふれたい。

4．民有化後の推移

　さて，民有化が行われた後の経過について触れねばならないであろう。初の

国民株主総会は，ユ959年6月25日，70C名以上の出席の下に開催された。しか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユしながら，議決に際しては，出席した国民株主は，全体の一を占め得たに過
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ0

㈱　Hirche，Kurt：a．a．O。，S．gO．

刎）Hammersc11midt，Rolf：a．a．0．，S．54．Handbuch　der　deutschen　Aktiengese11－

　sch割ften，61－Aua。，1960’61，1≡…刮nd2，S．i779．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ21
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　　　　9
きず，■丁は35の銀行の供託議決権によって占められたのである。就中，Deu－

tsche　Bank（8ユ，000以上の議決権），Dresdner　Bank（49，000以上の議決権）及

びC0㎜erzbank（44，011以上の議決権）の三大銀行が，大量の供託議決権を

　　　　　　　凶
行使したのである。

　国民株式のうち，VEBA持分以外のすべてが銀行に供託されるとすれば，

8ユ5，O00の議決権が存在する。総会における監査役選任に際しては，340，083の

議決権が行使されたのであり，これは，815，000の約4ユ．7％に相当する。従っ

て，国民株式の約58．3％が議決に参カ日しなかっナこことになるであろう。

　初の国民株式会社（Volksakti㎝gesellschaft）PreuBagの監査役会は2ユ名から

成り，そのうち4名は定款規定によってVEBAから派遣されることとなって
　㈱
いる。更に，7名は従業員側代表（Arbei血ehmewertreter）から成り，残るユ0名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蛯靱
がその時々の総会において選出されるのである。初の株主総会においては，こ

の10名の監査役は，銀行から3名，取引先（Abne㎞2er）から3名，国民株主から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　賜
3名，経済検査官（Wirtschaftspr晩r）ユ名が選出されたのである。そして，こ

の総会の結果，国民株主へのPRの必要性が痛感され，工場見学，年3回の株

主通信の発行，国民株主からの質問への回答がなされ，映画が作成され，次の

国民株主総会は慎重に準備されたのである。

　さて，第2回目の国民株主総会は，1960年6月30日，約1，000名の参加の下

に開催された。この総会においては・半額増資が議決された。この議決によっ

て，PmBagは，遅くともユ961年9月30日までに，5，250万DMの増資を行い，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
新株式を国民株主にユ45～ユ60％の相場で提供することが決定されたのである。

⑫2〕Hirche，Kurt：a．a．O．，S．92。

㈱　定款規定の変更は，株主総会において代表された資本額の％oの過半数議決によっ
　でのみ可能とされる（Klug，0sk舳a．a．01，S．58）。この規定によって，VEBA（従

　って連邦）は，前述の議決権最高額の制限による監査役会議席の喪失を防止している

　のである。

⑫功　この国民監査役会は・2年に一度選出されることとなってい孔
㈲　Hi正。he，Kurt：a．a．O”S．93．

㈱　Hirche，Kurt：a．a．0．，S．97．
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　この増資は，PreuBagが一企業の取得のために行うものである。VTG　Ver－

einigte　Tanklager　md　Tr㎜spo汽mitte1GmbH，Hamburgがそれである。その

資本金3，OOO万DMを全額，連邦持株会社（B㎜desho1d㎞g）Industrieverwa1t一

㎜ngsgeselIs・haftmbH（IVG）によって所有されているVTGは，石油輸送の独

占企業であり，約ユ4，OOC台のタンク油槽車（T㎜㎞asse1wag㎝），多数のモータ

ー油槽船，タンク貯蔵所7ケ所を使用し，石油輸送管（Erd61m比1eit㎜g）にも

参加しており，且つ，VTGはIVG傘下の企業中，最大且つ最も収益力ある企

業である。従って，PreuBagは，VTGの取得によって，収益力を強化しうる

　　　腕
のである。

　一方，PreuBagは，既にユ959年秋に，別の一企業を取得している。連邦によ

って所有されていたMetaI1werke　Untemeser　AG，Nordeホamがそれであり，

取得価格は500万DMであった。更にここにVTGの取得が計画されたので

あり，これらの一連の行動は，第2回総会の約2ケ月後に，オランダの化学会

社と共同で・化学会社Elektr0－Chemie　Ibb㎝b廿r㎝GmbH，Ibbenb廿r㎝を設

　　　　　　　　　　　　　　㈱
立することに関連するのである。

　しかしながら，VTGの取得は，連邦国防省の防衛政策的立場からの異議に

よって遅延したのである。これは，やがて，VTG所属の14，000台の油槽車の

うち，6，300台をIVGに与えるという大蔵省と国防省との一致によって解決

され，VTGの取得に際してPreuBagの支払う金額は，1億DMと決定され

たのである。

　増資期日は，従って，VTG取得期日が決定されるまでは確定されえなかっ

たが，PreuBagの株価は，このニュースを好材料として，急激な上昇をみせた

のである。これは，VTGが高く評価されている証拠であり，まさにVTGは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
PreuBagにとって「栄養豊富な駝鳥の卵（St醐uBen－Ei）」であった。そして，遂

②刊　Hirche，Kurt：a。田．0．，S．1Oi．

吃8〕Hirche，Ku㎡：日．a．O．，SS．98－99．

鰯〕Hirche，Kurt＝a．a．O、，S．103．
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一Nト
第IV表PreuB里g株式の相場変動

株価

年

最高
最低
末日

株価

。年

最高
最低
末日

株価

年

最高
最低
末日

ユ959

10u12
212．5　209　　211．5

工95　　　200　　　203

208　　　20ユ．5　2C9．5

1960

1　23　4　56　7　891011且2
220　　　215　209　206，5　2ユ4　219　225　　　232　282　273　274　270

2ユO，5　204　197　i98．5　194　207　202　　　197　232　26ユ　246　254

212　　204　201　198．5　214　219　206．5　232　275　261　264　270

ユ961

ユ23　4　56789101旦ユ2
275　269　263　279．5　285　340　320　248　243　234　240　　　223

269　26工　25ユ　253　　　278　295　230　220　228　220　219　　2ユ5

271　264　254　279　　　285　317　248　238　228　226　222．5　220

ユ962

12　345671～12
230　218　　　2ユ2　201　　ユ98　ユ93　ユ81．5　230

2ユ7　200．25　ユ97　ユ92　　　170　172　ユ56　　　146

217　201．5　　203　ユ95．5　180　172　156　　　158

1963

工～8　9　　10　　11　　　12

186　186　194　189．5　　200

148　181　185　177．25　184

且86　186　188　179．5　　200

1964

1　23456　78238　　　249．5　282　294　294　3ユ3　　　329％　349

200　　　22615　262　280　267　275　　　308　　　309

235．5　249．5　282　290　286　308．5　329写る　312
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に196ユ年5月25日，ユ60％（＝ユ60DM）の発行相場で半額増資が行われ，資本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　側　　　　　　　ω
金はユ57，500，000DMとなったのである。尚，第IV表における株価との比較に

よって明らかな如く，発行相場と時価との差額は極めて大きいのである。

　この増資に際しては，勿論VEBAもその持分に応じて新株を引受ける。し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鯛
かしながら，VEBAはその新株を売却する用意があり，それが完全に行われた

場合には，PreuBagに対するVEBA持分は22．38％から約ユ5％に減少するで

あろう。そして，新株売却が実際に（完全にではないが）行われたことは，増

　　　　　　　　　　　　　㈱
資後のVEBA持分が約ユ6％となっていることからも明らかである。そして，

更にユ964年7月9日・国民株式発行後2度目の増資によって・新資本金は2億

DMとなった。この増資に際しての発行相場はユ60％（≡ユ60DM）であった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制
そして，VEBA持分はやや増加して約ユ7．5％となったのである。PreuBag一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　闘　　　　　　　㈱
VEBA一連邦の関係は，次頁における第V表の如くである。

側1H副ndbuch　der　deutschen　AktiengeseIlschaften，65・Au乱，1964／65，Band　3，

　S．2606．

個1〕第w表は次の資料を参照して作成した。

　　H副ndbuch　der　deutschen　Aktiengesellschaften，6I．Au且．，i960／61，B割nd2，

　S．1778．

　　Handbuch　de正deutschen　Aktiengeseuschaften，62・AuH・，1961／62，Band2，
　S．1558．

　　Handbuoh　der　deutschen　AktiengeselIschaften，63・Au日．，1962／63，Band　2，

　S．1598．

　　Handbuch　der　deutschen　Aktiengese11schaften，65．Au3．，1964／65，遍and3，

　S．2606．

㈱　Hirche，Kurt：a．a10．，S．i04．

個3〕Handbuch　der　deutschen　Aktiengeseuschaften，62．Au且．，i961／62，Band2，

　S．1557．尚，正確にはユ6．04％である（Handbuch　der　deutsch㎝Aktiengesell－
　schoften，63．Au日．，1962／63，Band3，　S．2150．）

個坦　H；㎜dbuch　der　deutschen　Aktiengeseuschaften，　65．Au乱，1964∫65，Band3，

　S．2606．　尚，正確には17．35％である（H邊ndbuch　der　deutschen　Aktiengesell－

　schaften，65．Aua。，1964∫65，B8md5，　S．4389．）

鯛第V表は次の資料から作成した。
　　Handbuch　der　deutscben　Aktiengesellschaften，65・Auflリ1964／65，　Band　5，

　SS，4388＿4389．

㈹　尚，VEBAはユ965年春，民有化されたのである。この点に関しては，新たな資料に
　よって，別稿において取り上げたい。
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　尚，かかる再度の増資にも拘らず，PreuBagの業績の好調に裏付けられて，

　　　　　　　　　鯛
増配が行われ，第VI表に明らかな如く，1960年以降，9％の配当率が維持され

ているのである。

　　　　　　　　　　第V表VEBA一コンツェルンの構造

［1壷コ／l・・％

K：資本金

G1設立年
B：従業員
丁：子会社

Vereinigte　Elektrizit奇ts－und

Bergwerks－AG．，Hamburg

K：DM450，OOO，OOO．一

G：1929

／帆・・％ ／l・・％

　　PREUSSAG
　Aktiengese11sch割ft，

　Berlin／Hannover

K：DM200，OOO，000．一

G：1923
］B：　12，725

T：35社

／舳％

Bergwerksgesellsch田f二

Hibemia　AG．，Heme

K：DM350，OOO，OOO．一

G：i873
コB：　28，473

T：15社

　　PreuBische
　E1ektrizi働ts－AG．，

　　Hannover
K：DM300，OOO，OOO．一

G：1927

B：4，756

T：14社（主たるもの）

第W表PreuB田9における配当率の推移

年　度

配当率
　（％）

1934　　，35　　’36 』37一’40 ，4旦　，42　』43　’44一，54　，55　，56一，58　，59　，60一』63

3　3．5　4　各々5　4 4．54．5 各々0　5　各々7　8各々9

　　　　　　　　　　　　　　　　5．結

　さて，以上の如き経過を有するPmBag（PREUSSAG）の民有化は，民有化

6同第w表は次の資料から作成した。

　　Handbuch　der　deutschen　AktiengeselIsch副ften，65，AuH．，1964’65，B田nd3，

　S．2607．
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の経済政策的目標の実現に関しては，好調な応募の結果，当初の計画以上の成

果を挙げ得たといい得るであろう。更に，　VEBA持分からの追加的供給が行

われたこと，及び増資に際してのVEBAの新株が売却されたことは，部分的

民有化が完全な民有化に移行しうることを示すものであり，これは，民有化の

経済政策的目標の実現への接近を意味するものである。

　しかしながら，経済政策的目標と共に同時的に実現さるべき社会政策的目標

に関しては，PreuBag（PREUSSAG）の民有化は，十分に成功であったとはい

い得ないであろう。すなわち，国民株式の広汎な分散は一応実現されたが，労

働者階層の応募は僅かの比率にとどまったのである。更に，再度の増資に際し

ての一層の分散の機会は利用されなかったのである。広汎な分散を目指す意味

においては，増資に際しての新株は，種々の問題点は存するにせよ，既存の国

民株主に割当てられるのではなくて，新たに，更に多数の国民株主を創出すべ

く，公募さるべきであろう。それによって，同じく5株までの応募が認められ

る場合には，例えば，最初の半額増資によって，更にユOユ，000人の新たな国民

株主が誕生したはづである。しかしながら，増資に際しての更なる分散の機会

は，利用されることはなかったのである。

　また，株式の再集中を阻止するための措置は，全く不十分であった。従って，

前述の如く，貯蓄奨励金法に基づく株式の持続的所有者が全株主の30％を占め

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
た一方，30％の国民株主は株式を売却したのである。

　PreuBagの国民株式発行に際して，時の経済相エアハルト（Erhard，Ludwig）

は次の如く言明した。すなわち，「われわれは，資本と労働を敵対的に分裂せ

しめるべく努められた，この十数年問にわたる階級闘争の終結を意味する新し

　　　　　　　　個副
い発端に立っている」と。しかしながら，かかる目標は，私有化によってでは

なくて，民有化によって追求されねばならない。PreuBagにおいては，民有化

㈱　Hirche，Kurt：a．a．0．，S．104．

㈱　Klug，0skar：a．a．O．，S．57．
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は私有化と化する危険を有する。この経験は生かされねばならない。次章にお

いては，更に本格的な民有化と考えられる，フォルクスワーゲン製作所のプリ

ヴァティジールンダを取り上げたい。

皿　フォルクスワーゲン製作所の民有化

1．フォルクスワーゲン製作所の沿革と現況

　　　　　　　　　　　前章においては，民有化の端緒としてのPreuBagの

　　　　　　　　　　民有化が取り上げられた。本章においては，本格的民有

　　　　　　　　　　化の第1号ともいうべき，フォルクスワーゲン製作所の

　　　　　　　　　　民有化が取り上げられる。

　　　　　　　　　　　フォルクスワーゲン製作所は，その特異な経営政策，

すなわち，モデル・チェンジの意識的回避による大量生産方式において，アメ

リカにおけるかってのフォードに対比されうる自動車製造会社である。また，

フォルクスワーゲン製作所は・ユ959年には・自動車工業における世界第4位の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω
売上高（約35億DM）に達したのである。上位3社がいづれもアメリカの企業

であるので，フォルクスワーゲン製作所は，それらを除けば，世界最大の自動

車製造会社といいうるのである。また，フォルクスワーゲン製作所は，フラン

スのルノー（Remult）と同じく公企業であり1この点においても・全く特異な

存在である。

　まづ，かかるフォルクスワーゲン製作所の沿革と現況について，簡単に見て

行きたい。フォルクスワーゲン製作所（Vo－kswagenwerk　GmbH一以下WγW

GmbHと略称）は，ヒトラーの国民懐柔政策の一つとして計画されたもので

ω　1位　ジェネラル・モーターズ（G㎝era1Motors）ユ12．3億ドル

　　2位フォード（Ford）53．6億ドル

　　3位クライスラー（Chrysler）26．4億ドル（K1ug，0sk趾1a．a，O．，S．121）
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あり，国民に安価且つ高性能の国民車（Vo股swag㎝：VW）を提供せんとする

ものであった。ヒトラーは天才的自動車設計者ポルシェ（Porsche，Ferdinand1

〔工875－95ユ〕）の協力を得，ポルシェは，既にユ936年には，あの独特のカブト虫

スタイルの原型を完成せしめたのである。そして，工937年5月8日に設立され

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω
た「ドイツ国民車の準備のための有限会社」を母体として，工938年9月ユ6日に

VWW　GmbHが成立するに至るのである。同社の持分は，ドイツ労働戦線
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω　　　　　　　　　　　㈱
（Deutsche　Arbeitsfront：DAF）の2つの子会社によって所有された。

　DAFは，フォルクスワーゲン（正式にはK．d．F．車一以下VWと略称）の販

売のために，特別の貯蓄制度を設けた。すなわち，毎週5RMの積立を通じて，

積立額が400RMに達した場合には，VW（価格990RM）を引渡すことになっ

ていた。但し，引渡しはユ940年以降と定められていたのである。そして，ユ944

年未には，約336，000人が貯蓄契約を締結し，その貯蓄総額は，2．67億RMに達

　　　　　ω
したのである。しかしながら，第2次大戦と共に，VWW　G伽bHは軍需工場

に転換され，遂にVWWは積立者のものとなることなく終ったのである。これ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
は，戦後，VWW　GmbHをめぐる長期の訴訟の原因となるのである。

　さて，大戦によって工場施設の大半を破壊されたVWW　GmbHは，ユ945年，

終戦と同時に，ナチスの財産として差押えられた。そして，ユ948年の通貨改革

に至るまでは，破壊を免れた僅かの施設によって，細々と生産が行われていた

ω　Gesenschaft　zur　Vorbereitung　des　deutschen　VoIkswagens　mbH．

｛42〕Treuhandgesellschaft脆r　wirtscha舳。he　Unteme止㎜ung㎝GmbH，Berlin－Wi1－

　nユe1＝sdorf．

　　Verm6gensverwltung　der　Deutsch6n　Arbeitsfront　mit　beschr自nkte正Haf血11g，

　Berlin－Wi1mersdorf．

㈹　Hammerschmidt，Ro雌：a．田．O．，S．66．

ω　Handbuch　der　deutschen　Aktiengese11schaften，65．Au乱，1964∫65，Band3，

　S．25371

㈲　すなわち，工949年以来12年間・訴訟が続いたが，それはユ961年エ月ユ0日・調停によ

　って漸く終結した。
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にすぎなかったのである。ユ948年以来，元オペル重役のノルトホフ（NOrdh0風

Heinrich）の登用によって，再建が企てられ，且つ1949年，ドイツ連邦共和国

が成立し，世界経済への西独経済の復帰の途が開かれるに及んで，生産は増大

の一途をたどることになったのである。VWの生産は，ユ955年8月5日には，

延ベユ00万台に達し11957年ユ2月には200万台に・ユ959年8月には300万台に・

ユ96ユ年未には500万台に，そしてユ963年9月ユ6日には延べ700万台に達した。

また・ユ956年には，輸送車（トラック・バス，救急車，その他各種輸送用車輌）

生産のためにハノーバー工場が完成し，モーター生産も同工場に集中された。

更に，各工場の整備・拡張と専門化が進められ，ユ963年に建設中のエムデンエ

　　　　　　　　　　　　　　　　　㈹
場を含めて・次の如き工場が存在す乱

　　ユ．ヴォルフスブルク（Wolfsburg）工場：車体・合枠・後軸生産及び乗用

　　車の完成組立。

　2．ハノーバー（Hannover）工場：　輸送車生産及びモーター生産。

　3．ブラウンシュヴアイヒ（Bra㎜schweig）工場：前軸生産。

　4．カッセル（Kassel）工場：　変速機，連結機械及び補充部品生産。

　5．エムデン（Emd㎝）工場：　VWユ200の完成組立。

　そして，VWW　GmbH（1960年以降はVWW　AG）は，国内及び諸外国に

おける強力な販売及びサービス網によって，急速に発展するのである。今や，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω
VWWは1連邦における自動車生産及び輸出において・常に40％以上を占め，

連邦における企業中・最大の売上高を誇り・且つアメリカにおける自動車会社

㈹　H副ndbuch　der　deutschen　Aktiengese11schaften，65，Aua．，1964／65，Band3，

　S．2538．

　　尚，エムデン工場はユ964年末までには組立を開始し，工965年には約100万台のVW

　が海外輸出用に組立てられることとなってい孔

㈱VWWが連邦における自動車生産に占める比率は，ユ959年以来40％を越え，1963年

　には42・4％に達してい乱また，自動車輸出に占める比率は常に40％を越え，特に乗

　用車輸出に占める比率は，1959年以来50％を越え，ユ963年には52．5％に達している

　（Handbuch　der　AktiengeselIschaften，65・AuH・，i964／65，B日nd3，S・2538・）
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Vo1kwag㎝werk批tie㎎ese11sch8ft，Wo1鮎urg

　　　　　　K：DM600，OOO，OOO．．

W：

B＝

Wo1鮎urg

43，722

H町㎜over

22，348 ㌣詳午
80，426

Emde血，

K：資本金
G：設立年
B：従業員
W：工　　場
・：建設中
→：直接出資
・・→：間接出資

数値は1963年12月31日現在

／l・・％ ／1・・％

Vo1㎞wage皿・Finan2iemn騨一

　　geseuschaft　mbH，

　　　　Wo1fsburg

　　K＝DM1，500，OOO．一

　　G：1949

　　VW－Wo㎞mgsbau
Gemeim枇zig6Ges611schaft

　　mbH，Wolfsburg
　　K：DM2，OOO，OOO．一

　　G：1953

／1・・％

V，V・Sied1ungsgese11sch副丘

　　mbH，Wo1fsburg

K＝DM　lO，000．0001－

G：1962

／・・％

　　Vo1kswagen　do　B胞si1

　S．A．，Sdo　Bemardo　do

　　　　　　C㎜po

K1Cr．Do11er22，800，000，OOO。一

G＝1953

／1・・％

Volkswagen　Canada　Ltd．，

　　Tomnto’0n吻rio

K：can．Doller500，OOO1－

G：1952

1・・％

Volkswagen　Frmce　S．A．，

　　Vi11e胴一Cotterεt9

K＝FF7，OOO，000．一

G：1960

80％ 51％
↓

／i・・％

Vo1kswagen　of　America

　　Inc．，Englewood

　　C1冊s’N．J．！USA

K：US　Doller1，OOO，OOO一．

G11955

1．9％

／・・％

　　S㎝th　Afdo㎜Motor
AssombIors　and　Distributo胴
Ltd．（SAMAD），Uitenhage∫
　Sむd≡lfrikanische　Repub11k

　　　K：ER800，000．一

　　　G－946

工’mo呪一一一一一

1・・％1

Vo皿9w8gen（Augtm189ia）

Pty，Ltd．，Molboume∫

　　　　Austr最ia

　　K：£A5，000，OOO．一

　　G：1957

　αa．VVD　de　C叱dito，

Fi1＝lanCiarnentOeInVeSti．

montos，　S00　Bernardo　do

Campo
K＝Cr．Do11er200，OOO，OOO．一

Sewice　D’A8suranoe

Volkswogon　S．A．，Pa由

I（：FF300，OOO．一

　　Sylvan　Aveme

Corporation，Eng1ewood

　　C1㎜s∫N．J．ノUSA

K：US　Do11er400，000．一

’莉呪一↓ ↓’盲。％I’’ 一新呪可

　Sou曲Afrio㎜Motor
Accepセmce　Corpo胞tion

　Pty．Ltd．（SAMAC），
Uitenhage∫S舳afrikミmisohe
　　　　Republik

　　　I（＝R1，OOO，OOO．一

Volkswagen　Insu㎜一1ce

　Ser㎡cG　Pty．Ltd．，

　　Joh8nnesburg

K：R200，000．一

口。o％一一．　一0’’一…’’’

Volkgw8g㎝M㎜u血。tur㎞g

　（Austra11a）Pty．Ltd，

　　　　Melboume

K：£A1，OOO，O00．一

寸百珊…………

Volkswageo（Sale3）

P吋．Ltd．，Melb㎝mo

K：£A　lOO．一

1％

一……0…?ﾟ呪て

Vo阯swagen　Seπioe3

P吋．Ltd．，Melboume

K＝£A　l00．一



第W表VWW一コンツェルンにおける生産，輸出，売上及び従業員の推移 榊及び榊の内訳は次の如くである。
珂　　　4足

1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 工961 1962 1963 内　　　　　訳
‡‡ “‡｝

「
｝＾‡

乗　　　用　　　車 575，407 725，939 807，488 946，650 957，214 Vo1ks珊g㎝1200 819，326 775，405

VWWAG 輸　　　送　　　車 ユ2工，453 工39，9ユ9 エ52，285 ユ65，774 174．866 Vo脳wag釦1500及びVo此s柵g鋤V蛆ia血t ユ27，324 ユ8ユ，809

合　　　　　計 179，740 242，373 329，893 472，554 553，399 696，860 865，858 959，773 1，112，424 1，132，080 合　　　　　計 946，650 957，214

乗用車（VW1200） 13．5ユ6 3ユ。025 39．189 44，230

生産台数

VWdoB胴silS．A． 輸　　　送　　　車 8，383 ユ1，299 ユ6，315 工4，563 工4，428

合　　　　　計 8，383 24，815 47，340 53，752 58，658

（Aust記1asia）Pty．Ltd．） 乗用車（VW1200） 18．499 18，853

子　会　社　生　産　合　計 72，251 77，511

1日当り生産台数（年平均） 673 992 1，247 1，969 2，295 2，874 3，683 4，102 4，874 5，229

ア　メ　リ　カ　向 ユ93，326 218，065 237，397 286，7ユ2 3王8，505

ヨ　一　ロ　ツバ向 141，759 189，073 232，074 287，447 297，503

ア　フ　リ　カ　向 26，779 28．637 24，886 27．440 32，150

輸出台数

VW車 オーストラリア／オセアニア向 24，434 32，544 17．973 6，478 10，656

ア　　ジ　　ア　　向 12．418 14，105 13．706 12，ユ13 17，304

間　接　的　輸　出 5，469 6，848 7．384 7，423 9，645

合　　　　　計 68，754 108，839 177，657 270，987 315，717 404，185 489，272 533，420 627，613 685，763

総売上高　（手会社の売上高を含む） 2，260．3 2，718．6 3，544．2 4，607．O 5，工90．1 6，382．2 6，842．5　　売

@　上

@　高
i百万DM）

VWW　AG　の　売　上　高 8工8 L064．3 1，407．9 3，055．3 3，932．7 4，422．7 5．5ユ7．9 5，774．7

外国における売上高 254．2 393．O 660．O 1，280．5 1，601．6 2，174．4 2，846．8 3，135．O 31847．2 4，389．5

Wo脆b皿9 36，124 36，652 38，511 43，578 43．722

H…㎜mvor 13，370 17，548 17，928 20，248 22，348

Bra㎜SホWeig 3，502 31833 4，398 4，773 4，728

従業員数

VV岬AG
K舶so1 1，124 6，106 8．609 9，405 9，628

合　　　　　計 25．283 3L370 35，672 41，290 44，004 54，120 64，139 69，446 78．004 80，426

子会社従業員合計 6，357 11，389 工1，3工8 13，216 13，062
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を除いて，世界最大の自動車会社となったのである。

　本節においては，かかる発展を，ここに挿入した若干の折込図表によって表
　　　　　　　　　㈱　　　　　個訓
示するにとどめたい。第㎜表は，VWW一コンツェルンの主要部分の表示である。

尚・VWW　AGは，ユ964年ユ0月2ユ日，ダイムラー・ベンツ（Da㎞ler－Benz　AG）

と共同で，アウトーウニオン社（Auto－Union　GmbH）を吸収したことを附記

　　　　　　　　制
しておく。第㎜表は，VWWの生産，輸出，売上及び従業員の推移をあとづけ

たものである。

2．民有化への過程

　さて・VWW　GmbHは敗戦によってその所有者を失い，占領軍管理下に置

かれていたが，その営業持分は，ユ949年9月のイギリス占領軍命令202号によ

って，連邦政府及び二一ダーサクセン州による受託者管理下に入り，ユ953年以

降は1連邦大蔵省の管理するところとなった。そして，それは，VWWに対す

る連邦の所有権が確定され，且つVWW　AGが成立する1960年に至るまで，

継続するのである。かかる状況の下で，WγW　GmbHはプリヴァティジール

ンダの対象として注目されはじめたのであ孔

㈱　尚，VWW　GmbH成立期の詳細は，次の研究に譲りたい。
　　Kluke，Pau1：Hitler　und　das　Volksw割genprojekt，Vierteljahrschrifte冊r　Zeit－

　geschichte　Heft4／Oktober，8．Jahrgan91960，Stuttgart，Ss．341－383．

ω　第㎜表は，次の資料を参照して作成した。

　　Hmdbuch　der　d6utschen　Akt1engese11schaften，　65　Au日，1964∫65，正；and3，

　SS．2538＿2539．

伍⑰第W表は，次の資料を参照して作成した。ユ959年以前の空白部分は，これらの資料

　によっては・得られなかったものであ孔

　　Handbuch　der　deutschen　Aktiengesellschaften，57．AuH．，工956／57，Band6，

　SS．7528＿7529．

　　Handbuch　derdeutschenAktiengesellschaften，61．AuH．，1960／61，B刮nd6，S．5921．

　　Handbuch　der　deutschen　Aktiengesellscha硫en，62．Au日。，1961／62，Band2，S．1742．

　　Handbuch　der　deutschenAktiengeseusch刮ften，63．AuH．，1962／63，跣nd2，S．1497．

　　Handbuoh　der　deutschenAktiengeselIschaften，65・AuH・，1964／65，Band3，S．2542．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　剛　　醐
　すなわち，ユ956年7月5日，CDU／CSU，DP等の各党派の47名の議員は，

VWW　GmbHのプリヴァティジールンダを目指す法案を要求する提案を行っ
　㈱
た。

　次いで，ユ957年5月，CDUハンブルク党大会において，エアハルト経済相

は，国民株式によるプリヴァティジールンダの第ユ号はVWWとなろうと言
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　側
明し，その直後に，CDUは「VWWの権利関係の規定に関する法案」を提出

し，選挙戦を「国民株式とプリヴァティジールンダ」なる合言葉で戦ったので

　国
あ孔同法案は，選挙後のユ958年1月22日・改めて「VWW　GmbHlの権利関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
係の規定，及び私有への持分権譲渡に関する法案」（以下VWW法案と略称）

として下院に回付された。そして，これに関連して，種々の提案が生じるので

ある。

　まづ，VWW法案の内容について述べよう。VWW法案第工条は，VWW

GmbHはユ949年5月24日以来ドイツ連邦共和国に帰属する，と規定し，第ユ3

条は，DAF及びDAF会社の債務に関する特別規定は，将来の法律において

これを行う，とする。これによって，VWWGmbHの帰属問題と，DAF債

務の解決が企図されたのであ孔

制　キリスト教民主同盟（Christlich－Demokmtische　Union　Deutschlands）及びキリ

　スト教社会同盟（Christlich－Sozi竈1e　Union）

個2〕ドイツ党（DeutschePartei）

個3〕Hirche，Kurt＝Die　Komδdie　der　Privatisierung，Der　Kampf　um　die船entliche

　Wirtsch目ft，2．A口珂．，1959，S．34・

働　Entwurf　eines　Gesetzesむber　die　RegeIung　der　R㏄htsverh邑Itnisse　des　Volks－

　wag㎝werkes　vom22．Mai1957．

㈱　しかしながら，VWWのプリヴァティジールンダは，VWWへの二一ダーザクセ

　ン州の権利要求と，WγWをめぐる問題の複雑さの散に遅延し，前述のPreuBagの

　プリヴァティジールンダが先に実施されることとなったのであ孔

㈱　Entwurf　eines　Gesetzes　uber　die　Regelung　der　Rechtsverh身1tnisse　bei　der　VoIks－

　w刮genwerk　Gesellschaft　mit　besch浦nkter　Haftung皿nd　die　Ober脆hmng　der

　A皿teilsr㏄hte　in　private　Hand　vom22．Jmu趾1958、
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一方，第1条第！項によれば，㎜GmbHは直ちに株式会社に転換1れ，

その固定資産の新評価にあたっては，ドイツ監査・信託株式会社（Deutsche

Revisions－md　Treuhmd－AG）の専門家の鑑定に任されることとなっている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
また，VW一株式は記名式であり，基礎資本の少くとも一は額面価額50DM
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

の株式に分割されねばならず（第2条第3項），白地裏書による譲渡は禁止され

一（第3条），株式譲渡には監査役会の同意が必要とされている（第4条）。　また，

　　　　　　　　　　　　　　㈱
法人による株式取得は禁止され，個人による株式取得の場合，その総額が基礎

　　　　20資本のユ，000を越えるときは1監査役会はこれを拒否し（第4条第2項）・且つ・

　　　　　　20基礎資本の　　　以上の議決権行使は禁止されている（第5条第4項）。
　　　　　1，000

　更に，株式購入価格の割引に関しては，次の如く規定されている（第ユO条）。

すなわち，割引特典は，年間税込所得15，000DM以下のドイツ人に与えられる。

割引率は，年間税込所得9，000DM以下の場合には20％であり，9，000DM以

上ユ5，000DMまでの場合には10％である。そして，株式取得後3ケ年の経過以

前に売却をなす場合は，割引額を返済せねばならないことになっている。また，

VWW従業員には，額面総額ユ，000DMまでの割当優先権が与えられている。尚，

株式売却による売上金は連邦の特別財産に組み入れられ，ドイツ再統一までは，

無利子又は利子付きの貸付金として，ザール（Saar）と連邦との経済的調整の

ために使用され，更に水利経済の助成のために使用され，ドイツ再統一後は，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　醐
東独地方の経済の促進のために使用1れllllな1て舳上が㎜法
　　　　　　鯛
案の概要である。

㈱　これには次の如き例外が設けられている。すなわち，その第1は，非常時等の自己

　株式取得の場合であり，その第2は，15ケ月の期間内での信用機関による取得であり，

　その第3は，基礎資本の％以内での投資会社による取得である。但し，投資会社の場

　合，基礎資本の％oo以内での議決権行使が許される（VWW法案第5条3項）。

㈱　Die　Bundes－K㎝zeme，Schach　dem　Staatskapitalismus　durch　Privatisiemng．，

　Schriftenreihe　des　Bundes　de1＝Steuerz割hIe正Heft壬0．1957，SS．233－234．

㈱　尚・この法案の骨子は，少くとも1959年中項までは変更されなかったので・研究の

　多くは・この法案を基礎として展開されれ
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　さて，このVWW法案に対して種々の批判が生ずる。まづ，株式は低所得
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎝
者層にとって適切な貯蓄形態ではない，という批判が生ずる。また，議決権の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o』
細分化によって，株主総会は無気力と混乱に陥る危険があり，記名式株式では。

手続上繁雑であり，しかも，50DMの小額面であるので，一層冗費がかさむと

　　　　　　　働
いう批判も生ずる。従って，ドイツ社会的財産形成監督局（DeutschesKurato－

rium　fur　soziale　E｛9㎝血msbildmg）は，工00DMの額面を提案しているのであ

　㈱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1脚

る。更に，株式売上金が社外に流出する点に関しても批判が生じ，また，W

W法案は株主に対する種々の制限を行うので，その結果，現行株式法に合致し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈲
ないドルソ的な株式会社が成立することとなる，という批判も生ずるのである。

そして，これらの批判を考慮して，ドイツ民間銀行業連盟（Bundesverbanddes

privat㎝B㎝㎏ewerbes　e・V・）は1無記名株式の発行と，基礎資本の一定額以

　　　　　　　　　　　　　　㈱
上の取得制限を提案するのである。

　VWW法案は，以上の如き批判や提案を生んだが，就申，次の提案は，VW

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
W法案に対する対抗的提案であると考えられうるであろう。すなわち，SPD

は，ユ958年に，財団（Stiftung）へのVWWの転換可能性の吟味を提案した。

一般に，財団活動は寄附行為書（St三ftmgsurk㎜de）によって広汎に統制される

ものであり，SPDは，この寄附行為書の適切な規定によって，私的権力がVWW

　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
を支配することを阻止せんとするのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
　SPDの提案によれば・VW一財団は次の如き財団目的を顧慮せねばならない。

個①　Um　die　Zukm｛t　des　Vo1kswagenwerkes，Schriftenreihe　der　Gesellschaft脆r

　棚㎝tliche　Wirtscha針e．V．He冊6．1958，S．53．

伽〕Um　die　Zukunft　des　Volkswagenwerkes，S．59．

㈱　Hamme正schmidt，Rolfl　a．a．0．・S．88、

㈱　Hammerschmidt，Rolf：a、田．0．，S．85．

16④　Um　die　Zukunft　des　Vo1kswagenwerkes，S．52．

㈹　Um　die　Zukmft　des　Vo1kswagenwerkes，S．63．

㈱　Um　die　Zukunft　des　Volkswagenwerkes，S．54．

㈹　ドイツ社会民主党（Sozialdemokratische　P趾tei　DeutschIands）

㈱　Um　die　Zukunft　des　Volkswagenwerkes，S．61．

㈹　Hammerschmidt，Rolf：a，a．0．，S．106．
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　　ユ．財団は次の事項に寄与することによって公益に奉仕しう乱

　　a）広汎な国民階層に廉価且つ良質の自動車を供給す孔

　　b）　自動車工業において競争を促進する。

　　C）労働条件・労働保護・訓練制度の十分な確立。

　2．また，財団は次の事項に寄与することによって，技術的後継者を育成し

　　うる。

　　a）養成と研究の場所を拡大・改善する。

　　b）奨学金制度の実施。

　　C）大学生住宅の建設。

　以上の如き財団目的は，VWWが財団化された場合には「VWWの利潤の
　　　　　　　　　　　㈹
合目的的な使用の枠を示す」のに役立つであろうが，尚，次の如き批判を生む

ものであ乱すなわち，自動車工業における競争の促進は，なるほど寡占利潤

を削減せしめ，価格を低下せしめることとなり，良質安価な自動車の供給に寄

与するかもしれない。しかしながら，VWWの利潤はそれに伴って増大すると

は限らず，また，一方において，財団目的の遂行には莫大な利潤を要するので

ある。かくの如く，莫大な利潤を要する財団目的を抱えつつ，他方において，競

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈹
争による寡占利潤の放棄を行うことは，相互矛盾といわねばならないであろ㌔

更に，設備投資等を行う場合には，財団目的遂行のために常に十分な資金が確

保されるとは限らない。しかも，財団目的によっては，恒常的な一定資金量を

前提とするものもあるのである。従って，財団目的遂行を中心にすれば，企業

活動は不安定となり，市場地位は害われる危険があるのであって，財団形態は

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　掘勃
VWWの如き企業の運営上は不適切であろう。SPDによるドイツVW・財団設

㈹　Um　die　Zukunft　des　Volkswagenwerkes，S．64．

刷〕Hammerschmidt，Rolf：a．a．O．，S．l07．

㈹　財団形態は，産業と産業の環境を無視しては採用されえない。すなわち，競争が激

　しく，多大の設備投資を継続的に必要とし，流動的状態にある産業においては，財団

　形態の採用には慎重にならざるを得ないであろう。
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主の提案は，財団目的と企業活動との統合的実現を可能ならしめるものではな

いのである。

　かくて，もう1つの提案が出現することとなるのである。すなわち，公経済

協会（Gese11schaft価r搬endiche　Wrtschaft）は，VWW　GmbHを新しい公

企業形態に転換せんとするのである。そこにおいては，共同経済的目標の実現

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈹
と営利企業の指導原理を併せ持った公企業モデルが考えられている。すなわち，

公経済協会の目指すところは，共同経済的目標と経済的活動のジンテーゼであ

るが，それが如何にして具体化されるかは，明確ではないのである。従って，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ω
これは実験であって，「この実験はVWWで行われるべきである」と主張され

ることとなるのである。しかしながら，VWWの如き巨大企業においてかかる

実験を行うことは・危険といわねばならないであろう。

　かくて，VWW法案の提出と共に，種々の批判や提案，更には対抗的提案が

出現し，様々の論議を喚起したが，ユ959年3月，遂に国民株式による最初のプ

リヴァティジールンダがPreuBag　において実施されたのである。そして，こ

のPreu日agにおける実験に基づいて，連邦内閣は，VWWのプリヴァティジ

ールンダのために，次の如き原則を決定するに至るのである。

　すなわち，まづ，VW一株式は無記名式とし，額面価額はユ00DMであり，

PreuBagの場合と同じく，議決権行使最高限度の確立が必要である。また，供

託議決権に関しては，銀行は自己の名においてではなくて，株主の委任におい

てのみ投票することが出来る。更に，第ユ次発行においては，PreuBagにおけ

ると同様，年間税込所得ユ6，000DM以下の者に割引価格で提供され，第2次

発行においてはじめて，取引所相場での自由な売却が行われるべきである。一尚，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈲
売上金は特別財産に組み入れられることとなってい乱

　かくて，内閣のかかる原貝1』的決定の後に，遂にユ960年2月，VWW法案は内

㈹　Um　die　Z山unft　des　Volkswgenwerkes，S．61冊

ω　Um　die　Zukmft　des　Volkswagenwe正kes，S．64、

㈲　Hamme㎎c1］m三dt，Rolf：a．a．0．，SS．84－85．
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客を改めて「VWW　GmbHにおける持分権の私有への譲渡に関する法案」と

して連邦議会に提出され，それは「VWW　GmbHにおける持分権の私有への

　　　　　　　㈱
譲渡に関する法律」（以下，VWW民有化法と略称）として，ユ960年7月2工日発

効したのである。

　しかしながら，VWW民有化法の制定以前に，VWWに関するユつの協定が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腕
存在したのである。すなわちユ959年ユエ月ユエ日，連邦と二一ダーサクセン州との

問にとりかわされた「VWW　GmbHにおける権利関係の規定及び“財団VW
　　　　　　　　　　㈹
W”設立に関する協定」（以下VWW協定と略称）がそれである。

　VWW協定第ユ条においては，YWW　GmbHを株式会社に転換することが

定められ，第2条においては，連邦と二一ダーサクセン州はVWW　AGの基

礎資本の各々20％を保有し，残る60％は小額面株式によって売却することが定

められた。第3条においては，“財団VWW”が設立さるべきことが定められ，

第5条においては，将来，VWW　AGの定款において，連邦と二一ダーサク

セン州から各々2名の監査役の派遣が定めらるべきであるとされたのである。

このVWW協定によって，VWWに対する二一ダーサクセン州の要求は大幅

に満され，これによってWγW民有化への障害が除去されると共に，民有化

後のVWWにおける連邦及び二一ダーサクセン州の地位が・予め確保された

のである。

　そして，VWW民有化法の制定以前に，VWW協定と共に，更に次の如き

I法律が定められた。すなわち，ユ960年5月9日の「VWW　GmbHにおける権

㈹　Gesetzむber　die　Ube正価hrung　der　Anteilsrechte　an　der　Vo1kswagenwerk　Gese－

　nschaft　mit　beschr麸nkte正Haftung　in　private　Hand　vom21．Juli玉960．

例　二一ダーサクセン州は，VWWの本部がヴォルフスブルクにあることを理由として，

　VWWに対して特別の利害を主張したのである。この問題の調整の難航は，WγW民

　有化の遅延の1つの原因ともなったのである。

1㈹　Vertmg舳er　die　Regelung　der　Rechtsverh釧tnisse　bei　der　Volksw刮genwerk

　Gesellschaft　mit　besch盆nkter　Haftung　und跳er　die　E岨ichtmg　einer“Stiftung

　Volkswagenwerk”vom11．Novembe－959．
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　　　　　　　　　　　㈲
利関係の規定に関する法律」（以下，VWW権利関係法と略称）がそれである。

　VWW権利関係法第1条においては，これまでのところ，最終的には帰属不

明であったWγWGmbHは，連邦共和国建国の日（ユ949年5月24日）に遡っ

て連邦に帰属することが定められた。この規定によって，WγW　GmbHは一

度国有化されたことになるのである。そして・同法第2条において，前述の

VWW協定が承認されたのである。この承認によって，WγWが将来民有化さ

れ，且つ財団VWWが設立されることが保証されたのである。

　以上において，WγW民有化への過程について，その推移を概説した。VW

W民有化への過程は極めて長いものであった。その最大の理由はVWW自体

の生い立ちのうちに存する。そして，前述のVWW協定及びVWW権利関

係法の先駆の後に，VWW民有化法によって民有化が行われるのである。思え

ば，WγWは，それがVWW自体の責任ではないにせよ，かって多くの国民

の貯蓄に応えることなく終った。そして，今や，見事に再建されて国民車を生

産しつつあるVWWは，多数の国民によって所有されんとしている。これは，

1つの民有化であるのみならず，WW自体にとっても，極めて暗示的且つ意

義深い新事態といわねばならないであろう。次節においては，かかる民有化の

具体的な実施を概説することとしたい。

3．民有化の実施

　VWWの民有化は，VWW民有化法によって，その実施に関する細目を確

定した。すなわち，VWWGmbHはWΨWAGに転換され（同法第1条第

王項），額面価額ユOODMの無記名株式が発行されることとなった（第1条第2

項）。　そして，ユ960年8月22日，登記を完了してWγW　AGが成立したので

ある。株式会社としての業務は，ユ96ユ年ユ月ユ日をもって開始される。VWW

㈹　Gesetz　Ober　die　Regelung　der　R㏄htsve正h瓠tnisse　bei　der　Volkswagenwerk　mit

　besch伽kter　Haft1』ng　vom9．Mai1960、
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西独における国有企繁の民有イビ（岡田）

AGの基礎資本は6億DMと確定され，そのうちの60％（3．6億DM）は公開

され（第5条），また，前述のVWW協定に基づき，各々20％（各々ユ．2億DM）

は連邦と二一ダーサクセン州によって保有されるのである（VWW協定第2

条）。そして，額面価額ユ00DMの国民株式は，350DMの公開価格で提供さ
　嘔皿
れ乱舞ユ次応募期間はユ96ユ年ユ月工6日から3月ユ5日までである・

　応募有資格者は，連邦共和国（西ベルリンを含む〔VWW民有化法第ユ3条〕）

内に居住し，応募期間内で滝ユ8才以上で，且つユ959年度の年間税込所程が8，000

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制
DM以下の未婚者及びユ6，000DM以下の既婚者に限られ，各々5株まで応募

しうる（第6条）。　尚・VWW従業員に対しては，ユO株までの応募が認められ

ており・且つその応募に対しては・優先的割当が行われるべきことが定められ

た（第7条）。一般への売却は，これらの応募有資格者の応募の後に，残された

株式に対して行われるのであり，その場合は，ユ，OOODMまでの申し込みが許

された。既に株式を取得したものが再び応募する場合には，既に取得した株式

の額面総額をユ，OOODMから差し引いた額に対して応募しうることとなってい

ナこ。この一般売却に際しても，VWW従業員の中込は優先さるべきであった

く第8条）。更に，一般売却によっても尚残った場合は，取引所で売却すること

が定められた（第9条第2項）。　しかしながら，この一般売却は（従って，取

引所での売却も）第ユ次応募が超過申込であった為，実現することはなかった。

　さて，第1次応募有資格者は1株式取得に際して社会割引（Sozialrabatt）を

受けることが出来，それは次の如く等級化されている（第6条第1項及び第2

項）。

幅⑪資本金1．8億DMのダイムラー・ベンツ社は，VWWと同じく12％の配当を行っ

　ていたが，1961年3月24日には，その株価は2130％に達している。これに比しても，

　VWWにおける国民株式の発行相場が如何に意識的に低く定められているかが明ら

　かとなるであろう（K1ug，0skar1日．a．O．，S．117）。

｛81〕尚，子供を持つ既婚者の年収計算に際しては，その子供に対する補助及び手当が年

　間税込所得に含まれる場合は，それを考慮に入れない（VWW民有化法第6条第3
　項）。
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　a）未婚者でユ959年度の税込年収6，OOODM以下の者，及び既婚者でユ959年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20　　度の夫婦の合計税込年収ユ2，OOODM以下の者は　　　。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ00

　b）未婚者で工959年度の税込収8，000DM以下の者，及び既婚者でユ959年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ0　　の夫婦の合計税込年収ユ6，000DM以下の者は　　　。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ00

　c）応募期間内にユ8才未満の2人以上の子供を有する者で・上記の条件に該I

　　　　　　　　　　　　　5　　当する応募者は，更に一。
　　　　　　　　　　　　　100

　従って1社会割引を享受する者が株式取得に際して支払うべき金額は・取引

所取引税（Bδrsemmsatzsteuer：O．25％）及び証券手数料（E価ekt㎝prOvisiOn：

0．8％）を含めて第1X表の如くであ孔尚・この株式取得のための支出には・

PreuBagの民有化におけると同様・貯蓄奨励金法が適用されうることになって

いる（第11条）。また，社会割引を受けた者は，その取得株式を応募期間後2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
　　　　　　　　第瓜表　社会割引によるVW一株式の購入価格

ぶ 10％ 15％ 20％ 25％

1　株 318．30 300．62 282．94 265．25

2　稼 636，61 60ユ．24 565．88 530．5ユ

3　株 954．92 901187 848．82 795．76

4　稼 1，273．23 1，202．49 1，且3ユ．76 1，06ユ．02

5　株 1，591．53 1，503．n 1，414．70 1，326，28

年以内（すなわちユ963年3月ユ6日以前）に売却した場合には1享受した社会割

引に相当する金額を支払わねばならない（第ユO条）。そして・購入代金支払に

　　　　　　　　　　　　　　　㈱　　　　　　　　　　　　　　　ユ
ついては，分割払が認められている。その場合，株式取得に必要な金額の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　3が現金で支払われねばならず，残額は　　年父は半年賦で支払われ私利子は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　4
　　　　　　　　　　㈱
配当から差し引かれうる。

幅2〕Klug，0skar：田・a・O・，S．l18．

㈱　EIwerben　Sie　Eigentum　am　VoIkswagenwerk－werden　Sie　VW－Aktion盆r！。

　S．lO．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西独における国有企業の民有化（岡田）

　さて，以上の如く，条件付けられたVW一国民株式に対する応募結果は，次の

如くである。すなわち，応募者総数はユ，547，503人であり，申込株数は6，674，

220株であった。そして，γWW従業員は，64，ユ39人（ユ960年）中63，484入が

応募した。その内訳は，32，682人が申込株数ユ株であり，25，755人が申込株数

5株以上であり，VWWは従業員に各々ユ株の購入資金を提供したが故に，1

株応募者は無償株の交付を受けたにとどまる。VWW従業員の申込額面総額

30，097，900DMは，優先的に総額割当てられた。しかしながら，VWW従業

員以外の普通応募者に対する割当は，超過応募のために，総額が割当てられえ

ず1普通応募者のうち・ユ株及び2株応募者にのみ申込総額が割当てられる一

方，3株以上の応募者に対しては，抽鐵で更にユ株が割当てられたにとどまっ

たのである。応募者数，申込株数及び割当の詳細をまとめれば，第X表の如く

であ乱そして，応募者の職業別構成は第㎜表の如くであり・更に，応募者を

その享受した社会割引率によって分類すれば，第㎜表の如くである。

第X表VW一国民株式の応募者数，申込株数及び割当額

応募者数（人） 申込株数 割当額（DM） （備　　考）

32，682 1
VWW従業員

、ザI．．一一一一．’’“’．．

`30，097，900…・

v

・・ ｳ償交付

E・ ¥込総額割当5，047 2－4

25，755 5一ユO

77，200 1
…・ ¥込総額割当　7．720000…・・・・・…

_28、，、、318。。1
141，563 2

普通応募者

エ33，970 3

40，818，300　　コ

・1人2株宛割当

c揃簸で1株追加44，925 4

1，086，361 5

合計 1，547，503 6，674，220 360，000，OOO

ユ4王
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　　第皿表応募者の職業別構成

職 業 ％

職 員 30．3

主 婦 23．6

年金受給者 14．3

自由業 10．4

労働者
7．5

官 吏 7．2

商工業 5．6

農林業
1．1

合 計 100．O

第刈表　応募者の社会割引率別構成

社会割引率 ％

10％ 1ユ、5

ユ5％ O，6

20％ 84．2

25％ 3．7

合　計 100．O

4．民有化の結果一P・euB・gの民有化との比較

1て，㎜の民有化は，Pr11B1gの民有化に比！て，如何な1相違ない！

改善を有するであろうか。応募者中に占める労働者の比率は，PreuBagの民有

化においては5．ユ％であったが，VWWの民有化においては7．5％に増加してい

る。これは，絶対数においても，PreuBagの民有化におけるユ．ユ万人からユ1．5

万人へと，約ユ0倍に増加したのである。しかしながら，労働者の応募の増大以

上に，VWWの民有化においては大きな改善が存在するのである。

　PreuBagの民有化においては，株式取得後の転売は自由であった。しかしな

が1，㎜の民有化においては，取得株式に対！て売却禁止期問（Splmfrilt）

が設けられ，その期間（取得後2年間）中に転売が行われるときは，享受され

た社会割引額が返済されねばならないことになっている（VWW民有化法第ユ1

条）。これはPreuBagの民有化に比して，大きな改善といわねばならないであ

ろう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ　更に，民有化後のPreuBagにおいては・議決権行使は1基礎資本の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ，000
ユ42



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西独における国有企業の民有化（岡田）

（これは，民有化当時，株式額面総額105，000DMに相当する）以上に対して

のみ禁止されていたが，民有化後のVWWにおいては，議決権行使は基礎資

本の　ユ　　（これは株式額面総額60，000DMに相当する）以上に対して禁止
　　ユ0，000

されている（第2条第ユ項）。従って，議決権行使最高限度の規定に関しても。

VWWの民有化はPreuBagのそれに比して，比率的にも絶対額上も，一層厳

しくなっているということが出来よう。但し，VWWにおけるこの規定は，株

式会社への転換後i0年間は，連邦及び二一ダーサクセン州には適用されないこ

ととなっている（第2条第4項）。

　また，P肥uBagの民有化においては1銀行供託議決権に関する規定は存在し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ
なかったが，WγWの民有化においては，「何人も基礎資本の一一以上に対する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50

議決権を行使しえない」（第3条第5項）ことになっており，更に「何人も自己

に所属しない株式に対して自己の名において議決権を行使しえない」（第3条第

ユ項）のであり，代理行使について白紙委任は認められず，一々の議案に関し

て，文書による指示が必要とされるのである（第3条第3項）。但し，連邦及

び二一ダーサクセン州は，これらの議決権行使の制限の外にある（第3条第5

項）。

　更に，VWWの民有化においては，応募有資格者は，その所得及び家族構成

によって等級化された社会割引を享受することが出来た。しかしながら，PTeu－

Bagの民有化に際しては，かかる配慮は存在しなかったのである。

　さて，VWWの民有化においては，以上の如き改善の他に、PreuBagの民有化

には見られない全く新しい計画が試みられた。それは，前述の“財団VWW”

の設立である。

　“財団VWW”は，前述のVWW協定によって予定されたものである。W

W協定によれば，連邦及び二一ダーサクセン州は，同州に所在地を有する“財

団VWW”を共同で設立することとなっている　（VWW協定第3条）。　その

目的は，学術研究及び技術の奨励である。そして，財団に譲渡さるべき資産価

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ43
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値（Verm6genswert）は次の如きものである。

　　a）協定当事者に保有されている株式における毎年の利潤。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幽
　　b）株式売却の売上金から生ずる利子。

　　　　　　　　　　㈱
　　c）第2条第2項に基づいて・連邦によって管理される株式への利潤。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
　そして，これらの総計は年間6，000万～7，000万DMに達するとされている。

　かかる財団の運営に関しては，その比重はエーダーザクセン州に置かれてい

る。すなわち，財団の管理委員会（KuratOrim）の会長は二一ダーサクセン州

の代表から選ばれ，更に，二一ダーサクセン州の持株からの利益は，専ら同州

における財団活動に用いられることとなっている（第4条）。

　かって，SPDは，前述の如くVWWをそのまま財団化することを提案した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
が，それはVWWの属する産業の性格から見て，極めて困難なことであった。

しかしながら，民有化によって，かかる“財団WγW”の如き財団を設立する

ことは可能であり，これは今後の民有化にユつの前例を形成するものであろう。

5．結

　さて，以上において明らかな如く，VWWの民有化においては，PreuBagの

民有化に比して，若干の改善が存在した。しかも，財団の設立によって，民有

化に新しいユ例を得ることが出来たのである。しかしながら，VWWの民有化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㈱
において設定・強化された転売制限的措置にも拘らず，第x皿表に表示された如

（84〕売上金は，20年間の期限及び年利5分で連邦に貸付けられた。

鯛VWW　GmbHが株式会社に転換された後，その株式は，民有化による売却までは，
　二一ダーサクセン州との諒解において，連邦によって管理されることとなっていた。

㈱　KIug，Osk趾：a．a．0．，A㎜lerkung　l16b，S，406．

㈱有名なツァイスの場合は，独占的であるし・又・多額の設備投資を毎年行う必要は
　ないが・VWWの如き自動車産業においては・他社（外国企業をも含めた）との競争
　に加えて・莫大な設備投資が必要であり・この意味において・直ちにツァイスと同様

　に取り扱うことは出来ないであろ㌔
㈱　第X皿表は次の資料を参照して作成した。
　　Hmdbuch　derdeutschen　AktiengeseIlschaften，62．AuH．，196η62，Band2，S，1743．
　　Handbuch　der　deutschen　Aktiengesellschaften，63．Aua、，1962！63，Band2，S，1498．

　　Handbuch　der　deutschen　Aktiengeseuschaften，65．Au日．，1964／65，Band3，S．2543．
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第X皿表　VW一株式の相場変動（Hamove正）（1961年4月7日以来上場）　　’

1961 ユ962年月

45　678　910工1工2 工2345　671一旦2株　価

最　　　　　高 773　　1．040　　1．080　　948　　887．5　　851　　834　　851　　810 783　　750　　713　　702　　657　　　590　　530　　783

景　　　　　低 690　　　770　　　940　　792　　801　　　800　　794　　799　　779 733　　699　　6ユ5　　655　　498．5　　5且1　　466　　423

末　　　　　日 772　　1．040　　　968　　880　812　　　826　　802　818　　780 747　　700　　682　　660　　572　　　523　　466　　496

年月 1963 1964

1－8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

株 価

最 高 701 635 612 590 590 608 597．5 6工5．25 597 579 550 545

最 低 426 602．5 576．5 550 564 572 580 590 570 550．25 534 50i．25

末 日 612．75 602．5 588 558．5 570 585．5 594．5 60ユ．5 579．25 550．25 538 525

Hト
切
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き株価の高騰のために，相当の株式がその所有者を変えたのではないかと考え

　　鰯
られる。今後の民有化においては，この点に関する一層の工夫と配慮が必要で

あろう。

　　　　　　　　　　第W表　VWWにおける配当率の推移

年度1937一’49’50一’53』54’55’56’57’58’59』60』61』62｛63

配当率　　　　　　　　　　　　　　　　o田
　　　　　　各々O　各々4　9　9　10　12　553％　24　12　12　14　16　（％）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　何11
　尚，VWWAGは，民有化後も業績好調を続け，配当も，第XIV表に示され

ている如く，民有化当初の12％から，1963年には16％に高められたのである。

配当率が維持され，更に高められている点は，PmBagも同様である。これを

もってしても，民有化の対象となるべき企業は十分に吟味された優良企業でな

ければならぬことが明らかであろう。しかも，民有化によって，企業の運営は

一層の責任と努力を要請されるのであり1これが企業の業績に反映して・一層

の好調を生むこととなるのである。これは，プリヴァティジールンダの二大目

標たる経済政策的目標及び社会政策的目標と並ぶべき，「経営政策的目標」とも

称すべきものであろう。民有化後のPreuBag及びWγWの好調は，プリヴァ

ティジールンダにおけるこの経営政策的目標の妥当性を示しうるものであると

いえよう。

㈱　ドイツ株式会社年鑑によれば，1964年現在，約ユiO万人の株主が存在している。

　（Handbuch　der　deutschen　Aktiengese11schaften，65・Au日・，1964！65，B舳d3，S・

　2543．）これは，民有化当初の約i55万人に比して，やや減少してはいるが，依然とし

　て広汎な分散所有が持続されていることが示されている。

値①　この数値は，1948年以来の資本金（6，O00万DM）を，ユ959年に更に2．4億DM

　増資して，3億DMにする場合に生じたものであり，3．2億DM（但し，資本収益

　税の控除の後の残額は2．4億DM）と6，000万DMとの対比から生じた。計算は次
　　　　　　　320，000，000　　　　　　．　　　　ユ
　の如くなる。　　　　　　　xユ00二533一一
　　　　　　　　60，O00．OOO　　　　　　‘　　　　3

⑲1〕第XIV表は次の資料を参照して作成された。

　　Handbuch　der　deutschen　Aktiengesellschaften，　65・AuH・，1964／65，Band3，

　S．2543．
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西独における国有企業の民有化（岡田）

IV結

　以上において，西独における国有企業の民有化について，PreuBag及びVW

Wの事例をもって，若干の考察を試みた。そして，この2つの民有化の間に

は・若干の発展の存することが明らかとなった。

　すなわち，民有化の社会政策的目標の実現に関しては，PreuBagからVWW

への民有化の発展の間に，相当の改善がなされたといえよう。しかしながら，

社会政策的目標の十分な実現のためには，未だ検討すべき多くの問題点が残っ

ているのである。すなわち，PreuBagにおけるは勿論，VWWの民有化におい

ても，株式取得資格の制限は第1取得者に関してのみ定められている。しかし

ながら，、この制限は第1取得者に関してのみ定められてはならないであろう。

何となれば，国民株式は，常に一定の資格を満す者のみによって所有されると

き，はじめて低所得者層の財産形成に貢献し，且つ株式再集中が阻止されうる

であろうからである。従って，株式取得資格の制限は持続されねばならない。

これが行われないならば，国民株式は，やがては，単なる小額面株式と化する危

険を有するであろう。そして，民有化は私有化と化する危険を有するであろう。

　PreuBag及びWγWの民有化は，民有化の経済政策的目標の実現に関して

は，一応成功であったといえよう。すなわち，2つの民有化は共にその国民株

式を超過応募によって売却し，またPreuBagにおける如く，部分的民有化から

更に完全民有化への移行の可能性も明らかにされたのである。しかしながら，

現段階においては・両社共・依然として部分的民有化にとどまってい乱これ

は，民有化の経済政策的目標からすれば，不十分な状態ではあるが，また別の

極めて意義深い形態ということも出来よう。

　初の民有化はPreuBagにおいて行われれそして，この実験の結果を基礎と

して，本格的民有化がVWWにおいて行われた。更に，第3の民有化は，ユ965

年春，前述のVEBA（第V表参照）において行われたのであ孔私有化の歴史
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はながく，民有化の歴史は浅い。　これまでの2つの民有化の経験は，VEBA

において如何に生かされたであろうか。VEBAの民有化に関しては，稿を改め

て取り上げることとしたい。（ユ965，8．2．）
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所員研究会

所貫研究会

第14回　　（昭和近O年2月ユ日）

　　　　　　価格政策と原価計算

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・…小林哲夫

　原価計算と価格政策の関係については従来から多くの議論があるが，本報告では，と

くに直接原価計算（dir㏄t　costing）と全部原価計算（邊bso印tion　co冨tin9）という二つの

原価計算方法を取上げ，価格算定ないし価格政策決定に対するそれらの長所・短所を論

じた。結論的にいえば，直接原価計算には，長期的な価格算定や新製品の価格算定等に

ついて，従来とは異なった計算的工夫がなお要せられるとしても，反面において，全部

原価計算の有する欠陥を避け，経営における生産・販売の状況に対する十分な適応性が

認められる。なかんずく，最近の利益計画思考に基づいて，直接原価計算は，投下資本

に対する利益率，限界生産力，機会原価等が組織的に考慮せられる可能性を有するもの

である。

第15回　（昭和40年3月ユO日）

　　　　　　西独巨大会社における所有と支配

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・…岡田昌也

　西独巨大会社における所有と支配に関しては，具体的統計による結論は，十分に知ら

れてはいない。本報告においては・これの統計的分析を行い・若干の結論を導き出した

い。

　本報告においては，バーリ及びミーンズの方法を批判的に採用し，且つ，カッシール

の提供するデータに基づき，ドイツ株式会社年鑑（ユ960／61年版）を利用した。

　調査は，直接的支配による分類及び窮極的支配による分類の双方において行われ，且

つ，各々業種別分類，所有者別分類，及び業種別・所有者別分類の3形態を採った。

　本調査の結論の第一は，西独巨大会社においては，所有と支配の一致が一般的である

ということであった。その第二は，私的所有と公的所有が，共に過半数所有による支配

を行いつつ，ぽぽ均衡的に共存しているということであった。更に第三には，巨大会社

における高度の企業集中が推測されることであった。以上を要するに・端的には・西独

巨大会社においては，単なる経営者支配ではなくて，所有経営者としての経営者支配が
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一般的であるといえよう。

　尚，本調査は株式会社のみを調査対象としたが，西独においては，株式会社以外の形

態の巨大会社が多数存在している。従って，これらの人的会社を含めれば，本調査の結

論である所有と支配の一致の程度は，一層高まるであろう。本報告の詳細については，

拙稿「西独巨大会社における所有と支配」国民経済雑誌第109巻第2号（昭和39年2月）

を参照されたい。

第16回　（昭和40年5月6日）

　　　　　　日本海運業の集約化について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・…　佐々木誠治

1．工964年4月実現をみた6つの中核体とそのグループによる日本海運業の新体制，す

　なわち，わが国海運の企業集約が，いかなる経緯・過程ですすんだか。

2．日本郵船・大阪商船三井船舶・川崎汽船・山下新日本汽船・ジャパンライン’昭和

　海運という中核体それ自体としての，また，これら中核体につながる系列会社および

　専属会社を含めたグループとしての特色と実力或いは各々の内蔵する問題点は，どの

　ようなものであるか。

3．なかんずく，系列会社・専属会社として各中核体乃至グループに配属されることに

　なった，いわゆるオーナー（外航中小船主）の実態，1日所属関係と新所属関係，1年

　後の変動性の有無を解明しつつ，これら系列・専属企業と中核体との格差問題，或い

　は，支配被支配＝指導被指導の関係について所見を述べ，

4．しかして，系列会社と専属会社，特に後者を対象とする中核外毎のオーナー対策の

　新傾向・各グループ毎の特色を明らかにし，

5．他面，6中核体もしくは6グループの発足が日本海運業の中心的・大勢的な新紀元

　・新方向を示すとしても，なお，この集約に加入せざる諸企業（非集約船主グループ）

　があるとともに，これら新施策の対象外に置カ・れて苦しみ続ける内航海運が現存する

　事実，いわば，わが国海運業全体の複雑な構造を見落してはならぬ点，および，日本

　の海運集約と世界海運との関連，とりわけ，外国海運業の対応・反応にも留意する必

　要がある点を指摘した。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所員研究会

第1一回　（昭和40年6月23日報告）

　　　　　　金利自由化と国際金利水準

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・…藤田正寛

　戦後の金融政策はいわゆる高度成長期より低金利政策が中心となり成長通貨供給方式

から新金融調節方式へ変転するとともに金融緩和から金利自由化の態勢に入ろうとして

新展開を見せようとしてい乱

　資金の運動・資金配分・資本蓄積を金利政策との関連で昭和35年以降を4期に分ける

と，（I）昭和35年秋→36年7月（成長通貨論の発足期）　（皿）36月7月→37年10月（金

融引締期），（皿）37年10月→38年i2月（「新金融調節方式」による金融緩和期），（1V）

38年12月→39年12月　（e田sy－money　policyから金融引締への移行）となるが，これらの

時期で指標となったものは金利水準と日銀貸出残高，株価，企業問信用であった。公定

歩合はそれまでの7．3％より36年1月の6．5％への変更は36年7月，36年9月の引上げ，

37年10月，11月，38年3月，4月の1厘幅の変更，39年3月に2厘の変更で6．5％に復し

たものの40年1月に引下げがあり，さらに4月に5．84％に引下げられ，さらに戦後最低

の水準へと6月には変更が行なわれ5．48％となった。所得倍増計画を支えたオーバー・

ローンは第I期のトロイカ方式で決済資金・滞貨金融へと資金配分の性格が転化し，第

皿期のオペレーションにオーバーローンを転換する金融方式となりクレジット・ライン

の設定で質オペ方式が開放体制に対応した。成長通貨の供給が金利を指標とする資金配

分で資本蓄積が同時に展開されるという経過であったが第IV期では売オペ方式にかえっ

てゆくのである。成長通貨論は資本蓄積，資金配分の面で全般的成長をもたらす役割で

Iは限界に達し金利自由化論に転進せざるをえなくなったと見なければならない。

　わが国の金禾一体系が国際水準に接近してゆく前駆として金利自由化を考えるよりは現

実問題は低金利政策へのアンチ・テーゼとしての接近であることを見落してはならない。

金利自由化は資金配分の質的強化を現段階では重視さるべきで一般的金融情勢がeaSy

money　policyの反省として，また深刻な不況下に資金需要の気遅れのあるときに（下

部構造の資金逼迫とは逆現象ながら），再びeasy　m㎝ey　po1icyへの道を迫らぬように資

本の一般的成長から資本の集中整理への移行転回過程での厳格な選別的市場メカニズム

毒表現するものとして金利自由化を受入れるべきであろう。
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第18回　（昭和唾0年9月22日）

　　　　　　累積費用率の概念と測定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・…能勢信子

1．概　念　規　定

　G、ステューフェル，G．F．レェブ等によって提唱された産業別累積費用率は，つぎの

ように定式化される。

　　　　9＝沢（∫一P）

又は，　R＝9（∫一P）一1

　ただし9は伽を要素とする行列（～とはゴ産業の売上総計句に対する付加価値ル

の比率），Rは7〃を要素とする行列（～とは句に対する尾部門からゴ産業への売上著〃

の比率），∫は単位行列，Pはク〃を要素とする行列（ク，jとは暑。に対するづ産業からゴ産

業への中間生産物の売上～の比率）。

　P，ρ，Rはそれぞれ中間累積費用率，非累積費用率，総累積費用率である。

　累積費用分析は，付加価値分析に対する産業連関分析の適用であって，それ自体イ．

一国における付加価値の構造診断に役立ち，　口．産業別に輸入，労働用役，資本用役の

直接，間接に発生する需給を予測する上で有効である。

2．　日本経済における測定

　昭和30年産業連関表によって，日本経済における累積賃金率を測定すると，つぎの事

実が明らかとなる。

　総累積費用率は，石炭鉱業，建設業，鉄鋼業，運輸業において高く，逆に農業，林業，

水産業のいわゆる第一次産業において低い。

　ところで，非累積費用率について見ると，農業は最高である。以上の結果は，賃金ま

たは雇用量を一産業について，および国民経済全体について増大する際の，政策決定の

資料を提供するものである。
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金融専門委員会

　第20回　（昭和雀O年4月工7日）

　　　　　　今後の金融情勢について

　　　　　　　　　・・…三和銀行調査部長池内得二

　成長通貨の供給という局面から新金融調節方式へと金融政策が転換し，景気の底を迎

えた金融情勢は経済全般の不況感を反映していることはいうまでもない。

　通貨発行，預金増カ目率，貸出増加率は景気変動と同じ方向に動いているのが現状であ

る。

　このようなことから今後の金融政策は短期金融面に重点をおき，自主的な融資ルール

の推進と低金利政策を柱とする金利の自由化への前進であらねばならない。貸出面の標

準金利の規制と預金金利の自由化が問題であるが後者については現段階では不可能と見

なければならない。

第29回　（昭和40年6月5目）

　　　　　　最近の金融情勢について

　　　　　　　　　・…　日本銀行神戸支店長井上辰三

　現在の景気の不況段潜と日銀の認識については過去の引締と今回のそれの差異は業界

プロパン論に見られるが企業の自主調整面を金融が支援することにより転換可能とし9

月期決算に成果を期待している。

　つぎに日銀の金融施策は公定歩合引下げで引締を解除の方向に重点があるとはいえ，

貸出増加規制が存続されねばならぬところに日本経済の問題があると考える。

　その他の最近の金融の問題としては金融自由化を含む金融正常化，証券市場対策，融

資ルールが重要である。とくに融資ルールは景気調整手段であり，また，融資準則的考

え方（傾斜金融的考え方）の展開と，健全金融という考え方が基礎にあり，財政金融政

策による適切な連携が融資ルールの環境を整備することになる。

　これらととも本年の後期の財政見透しは大巾の補正予算必至であれば景気動向は予測

は必ずしも明るくない。
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第30回　（昭和40年7月ユ7日）

　　　　　　低開発国金融と国際流動性

　　　　　　　　　　　　　・・…神戸大学藤田正寛

　低開発国の資本不足はいわゆる低開発均衡図式〔貧困→低実質所得→栄養不良→不健

康→低生産性→貧困と資本形成の供給面と需要面の均衡である。低所得水準→低貯蓄能

力→資本不足→低生産性→1人当り低実質所得（供給側）二・低実質所得→低購買力→低投

資誘因→資本不足→低生産→低所得水準（需要側）〕にもっとも明確であり，これを外資

導入（資本輸入）で補うのが常道である。もっとも，これらの地域はインフレ体質をも

ち，デモンスレーシ目ン効果が強烈であるマイナス面もさることながら19世紀的資本輸

出（イギリスを中心とする植民地搾取性）から，今日では長期資本の輸出についてはと

くに投資機会を求める性格に変貌しれ

　低開発国への国際流動性問題は，とりわけ資本輸出論とされたが，開発資本の質的，

皇内性格の変化ととも融資の系列化（アングロ・アメリカ系とヨーロッパ大陸系の分化

対立）とブロック　（通貨圏）化が胎動しつつありIMFの改革についても低開発国の発

言が注目され，いわゆるスタンプ案や商品準備案が叫ばれるに至り低開発国金融と国際

流動性問題は新しい局面を迎えだといっていい？

第31回　（昭和40年8月28日）

　　　　　　景気変動と金融変動

　　　　　　　　　一製造業の在庫循環を中心として一

　　　　　　　　　　　・・…東洋経済研究所安居　洋

　今までの景気局面考察にたいしては在庫変動の観察が中心であったが，この在庫変動

を製品在庫，仕蟄晶在庫，原料在庫に分けて考察すべきであり，将来の景気見透しにつ

いては原料在庫が大切である，これらについて銀行信用と企業間信用という金融ファク

ターがいかに対応するかを統計的処理を加えて戦後のわが国の景気変動過程を利用可能

な統計を中心に継続加工的に考察した。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金融専門委員会

第32回　（昭和40年10月9日）

　　　　　　銀行のEDPSの将来と課題

　　　　　　　　　　　　　　’’’．．神戸大学米　花　　稔

　銀行経営の合理化の一環として事務体制の合理化が計算による革新としてとりあげら

れるようになったのはアメリカにおける電子計算機の導入の成功から戦後わが国におい

ても急速に発展し犬銀行はもとより各主要金融機関では事務部制をとり近代化の尖兵と

している。

　先進国であるアメリカの預金，貸出業務面でのEDPSの実情と今後の発展方向とを紹

介し，わが国の現状と将来への示唆を探ることが重要な問題となった。
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国際経済専門委員会

　国際経済専門委員会は，アジア経済研究委員会と南北貿易研究委員会の二つ

の分科会に分けて運営されている。それぞれの分科会の活動状況は次のとおり

である。なお，開催場所は経済経営駅究所である。

　　1．アジア経済研究委員会

　文部省科学研究費補助金（AA特定研究）による研究グループを主体とする

アジア経済研究委員会は1今年度において2回の研究会を開いた。その日時・

報告者及び議題は以下のとおりである。

第1回　（昭和40年5月8日）

　　　　　アジア英連邦諸国と社会主義諸国の経済関係

　　　　　　　　　　　　　　　　　・・…藤本　昭

　　1．社会主義諸国の対外貿易に占めるアジア・英連邦諸国の地位

　　2．アジア英連邦諸国の対外貿易に占める社会主義諸国の地位

　　3．アジア英連邦諸国と社会主義諸国との経済関係の発展過程についてのケー一ス・

　　　　スタディ（セイロン，インド，パキスタン，ビルマ，マラヤ，シンガポール，

　　　　ホンコン）

第2回　（昭和40年6月5日）

　　　　　インドの食糧　・・…　石　光 子

　　2．南北貿易研究委員会

　南北貿易研究委員会は，昭和40年度文部省科学研究費補助金（総合研究）の

交付をうけ（主査川田教授）設置した。発足以来，5回の研究会が開かれた。

その日時，報告者及び議題は以下のとおりである。
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経済経営研究第16号（I）

第1回　（昭和40年4月30日）

　　　　　輸出の停滞している後進国での経済成長政策

　　　　　　　　　　　　　　　・・…片野彦二

第2回

第3回

第4回

第5回

（昭和40年5月2ユ日）

パキスタンの輸出ボーナス制度について

　　　　　　　　　　　・・…村上敷

（昭和40年6月ユ8日）

　日本の雑貨輸出について

　　　　　　　　　　　・・…　池　　本 清

（昭和40年7月9日）

東南アジア諸国の製品輸出と日本の産業調整

　　　　　　　　　　　・・…　藤　井　　　茂

（昭和40年8月6日）

主要工業国の製造晶輸出とそのシェアーの変化

　　　　　　　　　　　・・…　天　野　明　弘
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執筆者紹介（執筆順）

産㌶議缶・…・・…篭済学博至・海事経済部門

やま　　もと　　ひろ　　まさ

山本泰督…
ぶじ　た　まさ　ひろ

藤田正寛…
かた　の　びこ　し

片野彦二…

おが　だ　まさ　や

岡田昌也…

・・…赴ｳ授・海事経済部門

・一…・ 赴ｳ授・中南米経済部門

・一一赴ｳ授・国際貿易部門

・・…・・ 普@　手・経営機械化部門
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